
次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）出資法人改革の経緯
本市では、平成14（2002）年度の第1次行財政改革プランの策定以降、出資法人が担ってきた役割や事業について検証し、出資

法人の統廃合、市の財政的・人的関与の見直し等、効率化・経営健全化に向けた取組を実施してきた。
その一方で近年、厳しい財政状況の中で地域課題を解決していくに当たり、多様な主体との連携の重要性が増しているほか、国

からの通知（詳細は次頁参照）において、効率化・経営健全化と活用の両立が求められるなど、出資法人を取り巻く環境が変化し
てきていることから、平成16（2004）年度に策定した「出資法人の経営改善指針」について、平成30（2018）年度に「出資法人
の経営改善及び連携・活用に関する指針」と改め、これまで取り組んできた出資法人の「効率化・経営健全化」と併せて、本市の
行政目的に沿った「連携・活用」を図っていくこととした。

１ 方針策定の趣旨

【出資法人の統廃合等】
・出資率25％以上の法人数 38法人（H14（2002）年度）⇒ 21法人（R3（2021）年度） ※神奈川県住宅供給公社を除く
【財政的関与の見直し】
・出資率25％以上の法人への補助金 5,933百万（H14（2002）年度決算）⇒ 1,068百万（H29（2017）年度）⇒ 1,391百万

（R2（2020）年度決算）
【派遣職員の引上げから再開】
・出資率25％以上の法人への職員派遣 218人（H14（2002）年度）⇒ 0人（H26（2014）年度）⇒2人（R3（2021）年度）
【市退職職員の再就職規制等の見直し】（令和元（2019）年度以降）
・離職時に課⻑級以上の職員で、一定の権限を有する者についても、選考委員会による客観的・専⾨的な審議を⼗分に行うこと

等を条件として、その権限等に関連する企業等からの求人に対して、人材情報を提供し、再就職することを可能とする。
・出資法人の「効率化・経営健全化」と「連携・活用」の両立を図っていくため、マネジメントの強化が求められており、その

役職や責任に見合った報酬（限度額 年額500万⇒700万）の支給を可能とし、役員業績評価の導入を推進。
【経営目標の設定・評価・公表プロセスの見直し】
・平成29（2017）年度までの法人主体による「経営改善計画」の策定・評価・公表プロセスから、平成30（2018）年度以降、

市が主体となった「経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定・評価・公表プロセスに見直し。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）出資法人を取り巻く状況（H26.8.5̲総務省⾃治財政局̲第三セクター等の経営健全化等に関する指針等の概況）
・総務省が平成21（2009）年度から取り組んできた第三セクター等の抜本的改革の全国的な推進は当初の予定どおり平成25(2013)

年度末で終了。
・平成26（2014）年度以降、地方公共団体は第三セクター等に対して徹底した効率化と経営健全化を始めとした適切な関与を行う

ことが必要。
・人⼝減少・少⼦⾼齢化等、現下の社会経済情勢を踏まえれば、公共部⾨への⺠間の資金・ノウハウの導入が可能であり、地方公

共団体の区域を超えた活用が機動的、弾⼒的に可能などの⻑所を持つ第三セクター等を適切に活用し、効率化・経営健全化と地
域の元気創造の両立を図ることも重要。

１ 方針策定の趣旨

■留意点１ 経営状況等の把握、評価
・地方公共団体は、第三セクター等の経営状況や資産債務の状

況、財政的リスク等について、適切に把握した上で、継続的
に評価を行うことが必要

・第三セクター等の経営状況等について把握、評価を行った結
果、経営悪化等が判明した場合には、速やかに経営健全化に
取り組むことが必要

■留意点３ 経営責任の明確化と徹底した効率化等
・第三セクター等は独立した事業主体として自らの責任で事業

を遂行する法人であり、その経営責任は経営者に帰する。
・役職員の選任について、人材を広く求め、⺠間の経営ノウハ

ウ等の知見を有する者が積極的に登用されるよう努める。
・役職員の数及び給与の見直し、組織機構のスリム化等、徹底

した効率化について不断の取組を進めることが必要

■留意点４ 公的支援（財政支援）の考え方
・第三セクター等の経営は自助努⼒により行われるべきである

が、その収入を持って充てることが適当でない又は能率的な
経営を行ってもなおその収入のみをもって充てることが困難
な経費について、公的支援を行う。

・公的支援を行う場合でも、将来的に負担が生じる可能性を有
する損失補償は行うべきではない。

■留意点２ 議会への説明と住⺠への情報公開
・地方公共団体は、議会・住⺠に対して、第三セクター等の財

務書類等を報告・公表することに加え、その経営諸指標、地
方公共団体が行っている財政的支援とそれに伴う財政的なリ
スク、現在の経営状況に至った理由、将来の見通し等につい
て、分かりやすい説明を行い、理解を得ることが必要
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（３）方針策定の趣旨
■「川崎市行財政改革第３期プログラム」上の位置づけ

出資法人の経営改善及び連携・活用については、行財政改革第３期プログラム上、改革の取組の一つとして、次のとおり方向性を
示しており、その中で「各出資法人の経営目標の設定・評価・公表プロセスをより適切に行うこと」を明確化している。

■「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針」における考え方
これまでの出資法人改革の経緯、取り巻く状況の変化を受け、上記指針の中で、

経営改善及び連携・活用の方法について、次のとおり規定している。

１ 方針策定の趣旨

【本市】

経営改善及び連携・活用に関する方針

【本市】

経営改善及び連携・活用に関する方針

・法人に求める本市施策推進に向けた取組、指標の設定

・法人に求める経営健全化に向けた取組、指標の設定

【法人・所管】

改善策等（Action）
【法人・所管】

改善策等（Action）

【法人・所管】

評価（Check）
【法人・所管】

評価（Check）

【法人・所管】

実施結果（Do）
【法人・所管】

実施結果（Do）

【法人・所管】

計画（Plan）
【法人・所管】

計画（Plan）

【本市】

総合評価

【本市】

総合評価
・法人の取組を市と

して総合的に評価

・社会経済環境や市⺠ニーズの変化などを踏まえながら、引き続き、出資法人の役割を確認していくとともに、その設立目的や
ミッション等を振り返りつつ、出資法人の効率化や経営健全化と連携・活用との両立に取り組む。

・各出資法人の経営目標の設定・評価・公表プロセスをより適切に行うことにより、市⺠サービスの向上や効率的・効果的な事
業運営の実現を図る。

【ＰＤＣＡサイクル】

・本市は、各法人について「経営改善及び連携・活用に関する方針」（以下
方針）を策定し、その運用を通じて事業の適切な方向付け・誘導を行うと
ともに、法人の財務状況等にも留意しながら、経営健全化に向けた法人の
主体的な取組を促す。

・その策定に当たっては、法人の経営の方向性が本市の施策推進に寄与する
ものとなるよう、本市の施策における法人の役割等を改めて明確にする。
その上で、法人に求める本市施策推進に向けた取組や経営健全化に向けた
取組、法人が本市から期待される役割を適切に果たしているかどうかを測
る指標等を法人と⼗分調整し、本市が主体となって設定する。

・毎年度、方針に沿った法人の計画（Plan）の取組状況（Do）を本市及び各
法人が点検・評価（Check）するとともに、改善等に向けた今後の取組の
方向性等（Action）を示し、本市と法人が連携して、事業の有効性及び効
率性の向上や経営健全化に向けた取組等の推進を図る。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）現行方針の構成
・現行の方針については、最初の２頁で方針全体の内容を簡潔に把握できるようにしている。
・１頁目で法人の概要と本市施策における役割、関連する市の計画、現状と課題、取組の方向性を示しており、２頁目で本市が法人

に求める経営改善及び連携・活用に関する計画として「本市施策推進に向けた事業計画」「経営健全化に向けた事業計画」「業務
・組織に関わる計画」ごとに取り組むべき事業・項目とその指標、４カ年の目標を概括できるようにしている。

・３頁目以降では、当該取り組むべき事業・項目ごとに、その現状と行動計画、指標とその説明、当該指標の現状値と目標値を確認
できるようにしている。

・方針の最終頁では、各法人の経常収支、投資収支、財務収支に係る４か年の資金計画を確認できるようにしている。
≪現行方針の様式イメージ≫

１⾴ ２⾴ ３⾴〜 最終⾴

２ 方針策定の考え方

経営改善及び連携・活用に関する方針

（１）法人の事業概要

（２）法人の設立目的

（３）法人のミッション

本市施策における法人の役割

現状と課題

市総合計画と連携す
る計画等

分野別計画

法人の取組と関連す
る計画

法人の施策概要

所管課

経営改善及び連携・活用に関する方針
（平成30（2018）年度～平成33（2021）年度）

法人名(団体名)

取組の方向性
（１）経営改善項目

（２）本市における法人との連携・活用

施策基本政策

法人名：

（単位：千円）

決算 予算

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

経常収支 収入 事業収入

営業債権増加高

補助金収入

委託費収入

寄付金収入

雑収入

その他収入

・・・

経常収入合計 0 0 0 0 0

支出 事業費

管理費

減価償却費（△）

貸倒引当金繰入（△）

退職給付引当金繰入（△）

営業債務増加高（△）

法人税等支払

・・・

経常支出合計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

投資収支

0 0 0 0 0

財務収支

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

経常収支

資　金　計　画　表
[　平成30年度～令和3年度　]

期末現金預金

固定資産売却収入

・・・

投資等収支

借入れによる収入

借入金償還による支出

利息/配当金の支払

計画

財務収支

現金預金増加高

期首現金預金

固定資産取得支出

項　目

２．本市施策推進に向けた事業計画①

本市施策推進に向けた事業計画②

説明

3

指
標

説明

事業別の本市財政支出

直接事業費－直接自己収入

説明

2

R元年度 R2年度 R3年度 単位

事業名

スケジュール
現状値 目標値

H29年度

指標

現状

指
標

説明
3

1

行動計画

H30年度

直接事業費－直接自己収入

説明

2
説明

1

事業別の本市財政支出

事業名

H29年度
スケジュール

現状値 目標値

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 単位

指標

現状

行動計画

１．本市が法人に求める経営改善及び連携・活用に関する計画

業務・組織に

関わる取組

コンプライアンスに反する事案の発

生件数

①

②

取
組
№

事業名 指標
現状値 目標値

４カ年計画の目標

本市施策推進に向けた事業計画

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 単位

①

②

事業別の本市財政支出

（直接事業費－直接自己収入）

事業別の本市財政支出

（直接事業費－直接自己収入）

経営健全化に向けた事業計画

平成29年度 平成30年度

取
組
№

項目名 指標
現状値 目標値

業務・組織に関わる計画

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

取
組
№

項目名 指標
現状値 目標値

令和元年度 令和2年度 令和3年度

単位

①

②

単位
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）現行の取組評価から見えてきた課題
現行の方針について、平成30（2018）年度〜令和２（2020）年度と取組評価を行ってきた中で、次期方針策定に向けて、社会状況

の変化や本市施策の進展、記載内容の妥当性等、次のとおり課題となる事項が想定されるところである。

２ 方針策定の考え方

■課題１ 現行の方針策定時からの本市施策における法人の役割の
変遷

・現行の方針を策定した平成30（2018）年8月から、社会状況の変
化や本市施策の進展がある中、各法人に求められる役割について
も変遷がないか確認が必要である。

・特に、令和2（2020）年3月に策定した⺠間活用（川崎版PPP）推
進方針に基づく一層の⺠間活用の推進や関連施策における市と出
資法人の役割分担の見直し、新型コロナウイルスの影響を踏まえ
た法人事業のあり方の見直し等の検討が必要である。

■課題２ 各取組事業・項目の次期方針策定における妥当性
・「本市施策推進に向けた取組事業」については、法人が行う事業

（次期取組期間において行うことが明確な指定管理事業を含む）
を網羅しているか、各事業の規模が独立して目標管理するのに相
応しいものとなっているか等の確認が必要である。

・「経営健全化に向けた取組項目」については、各法人の経営状況
や資産債務の状況、本市の財政支出等を踏まえた包括的な内容と
なっているか等の確認が必要である。

・「業務・組織に関する取組項目」については、コンプライアンス
の遵守等目標管理に馴染まないものではなく、「経営改善及び連
携・活用に関する指針」に基づき、効率的・効果的な事業実施や
運営体制の構築・強化など、各出資法人の取組として優先して行
う内容となっているか等の確認が必要である。

■課題３ 各取組事業等の指標及び目標値の次期方針策定における妥
当性

・各取組事業等の指標については、現行の方針では、アウトカムとア
ウトプット指標があり、経営健全化指標についても率と額の指標に
偏りがあるなど、当該事業等の結果や成果を評価するものとして、
より目的に合致したものとなっているか等の確認が必要である。

・また、インプット指標である事業別の行政サービスコストについて
も、より実態に即した捉え方の検討が必要である。

・各指標の目標値の設定については、新型コロナウイルスの影響も想
定されるため、経年での現状把握を行い、各取組事業等の実施によ
り、発現を目指す結果や成果について、合理性と実現性を考慮した
ものとなっているか等の確認が必要である。

■課題４ 次期方針策定における将来の経営状況等の見通しの把握方
法

・現行の方針策定時に作成した「資金計画表」と取組評価時に作成す
る「法人情報シート」の財務状況の関連性を整理（７頁・参考資料
１参照）するとともに、その財務指標等から「経営健全化に向けた
取組項目」を設定する仕組みとする必要がある。

■課題５ 次期方針の取組期間中における目標変更の取扱いの明確化
・次期方針の取組期間中に、想定外の社会状況の変化や本市施策の進

展があった場合、実施する指定管理事業の管理者や実施内容に大幅
な変更があった場合等で各取組事業等の適切な方向付け困難な場合
には、目標変更を要することを明確化する必要がある。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（３）上記課題を踏まえた対応の方針
平成３０（2018）年度〜令和２（2020）年度の取組評価等を通じて、（２）のとおり見えてきた課題について、次のとおり方針を

整理し、次期方針策定において、対応していくものとする。

２ 方針策定の考え方

■方針１ 川崎市総合計画第３期実施計画等の策定と連動した本市
施策における法人の役割の確認

・本市施策における法人の役割の確認にあたっては、法人の設立目
的やミッション、存続意義等を踏まえつつ、市総合計画上の関連
する政策・施策の方向性はもとより、関連する分野別計画の内容
等も考慮した上で、行うものとする。

・法人自ら施策上の位置づけや経営面、業務・組織等の現状を明ら
かにするとともに、課題を抽出し、その課題に対する今後４年間
の取組の方向性と具体的な取組・目標を明確化するものとする。

■方針２ 各取組事業の網羅性の確認や取組項目への経営状況、業
務・組織に関わる優先的取組の反映

・本市施策推進に向けた取組事業の網羅性については、出資法人の
現況との照合のほか、次期取組期間において行うことが明確な指
定管理事業等が包含されているか、確認を行うとともに、各事業
の規模を踏まえた整理・統合も検討するものとする。

・経営健全化に向けた取組項目については、各法人の収益性・安全
性・自立性を表す財務指標等を参考に、法人の種別や財務構造な
ども踏まえ、各法人の経営状況等の将来見通しを考慮の上、より
包括的な内容となるようにする。

・業務・組織に関する取組項目については、「経営改善及び連携・
活用に関する指針」等に基づき、昨今の社会情勢の変化等に応じ
た事業見直しや将来の法人運営のための人材育成等、各法人の取
組として優先して行う項目を設定（８頁・参考資料２参照）する。

■方針３ 各取組事業等の指標の合目的性及び目標値の合理性・実現
性の確認

・各取組事業等の指標については、現行の指標の他に総量と差分とい
ったような視点も加え想定しうる指標との比較検討を行い、より目
的に合致したものとなるようにするとともに、経営健全化指標につ
いては、効率性と規模感を把握する観点から、率と額の両面から捉
えるようにし、事業別の行政サービスコストについては、より直接
的かつ的確な投入費用の捉え方とし、効果分析を行う（９頁・参考
資料3参照）ものとする。

・各指標の目標値の合理性・実現性については、現行の方針の策定・
取組期間（H29〜R2）における実績把握の下、新型コロナウイルス
の影響からの回復傾向や行動変容等を事業ごとに整理した上で、各
取組事業等により、発現を目指す結果や成果について見込むものと
する。

■方針４ 各法人の直近の経営状況等の確認と将来見通しの算出
・各法人の直近の経営状況や資産債務の状況、本市の財政支出等につ

いては、H28〜R2の5か年の推移を確認するとともに、次期取組期
間（R4〜7）における経常的・投資的・財務的な動きを踏まえ、将
来見通しを算出するものとする。

■方針５ 次期取組期間中における目標変更の可能性の確認
・次期取組期間中における目標変更の可能性については、関連する分

野別計画の改定予定や実施する指定管理事業の指定期間の更新等の
タイミングを想定し、各取組事業等の適切な方向付けが困難となる
場合には、目標変更を要することをあらかじめ明示する。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（参考資料１）各法人の経営状況等の確認と将来見通しの捉え方〔課題４関係〕
①従前の資金計画表が意図していたこと（H22.11̲経営改善計画の⼿引（策定編）より）

・前回方針策定時に作成した資金計画表は、期間中、各法人において、いつ・いくらの・どういった種類のお金が入金になるか、
また、どのような内容の支出が、いつ・いくら必要となるかを表にしたもの。

・資金計画表は、法人の活動を「経常収支」、「投資収支」、「財務収支」の３つに区分して表示。
・「経常収支」には、収入として事業収入や補助金収入等、支出として事業費、管理費等を計上。また、資金収支が発生しない

減価償却費等は控除。
・「投資収支」には、固定資産の取得や売却に係

る収支、定期預金の預入や満期に伴う収支等を
計上。

・「財務収支」には、借入の実行や返済による収
支、利息の支払による支出等を計上。

②取組評価時の財務状況の記載項目との相違
・上記資金計画表が各年度の資金収支に着目して

いたのに対し、評価時の財務状況は実際の決算
数値を用い、その収益状況、資産債務の状況、
市の財政支出、財務指標、法人及び市の評価を
総合的に表示したものであり、比較が困難であ
った。

③方針と評価で連動した経営状況把握手法の確立
・方針策定から取組評価まで連動した経営状況の

把握⼿法とするため、旧「資金計画表」を改め、
評価時の財務状況の記載項目を基本に、事業収
益や人件費、特定資産、有利⼦負債等をその他
主たる勘定科目として特記する様式とする。

２ 方針策定の考え方

●法人情報

法人コメント 本市コメント

現状認識 今後の取組の方向性 本市が今後法人に期待することなど

総資産回転率（経常収益／総資産）

収益に占める市の財政支出割合（（補助金＋委
託料＋指定管理料）／経常収益）

正味財産比率（正味財産／総資産）

正味財産利益率（当期正味財産増減額／正味
財産）

財務に関する指標 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

流動比率（流動資産／流動負債）

出捐金(年度末状況)

(市出捐率)

貸付金（年度末残高）

損失補償・債務保証付債務（年度末残高）

委託料

指定管理料

本市の財政支出等（単位：千円） 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

補助金

　指定正味財産

エラーチェック

貸

借

対

照

表 正味財産

　一般正味財産

　流動負債

　固定負債

　固定資産

総負債

　流動資産

正味財産期末残高

総資産

（指定正味財産増減の部）

　当期指定正味財産増減額

　経常費用

正
味

財

産
増

減
計
算
書

（一般正味財産増減の部）

　経常収益

　当期経常増減額

　当期一般正味財産増減額

（１）財務状況
収支及び財産の状況（単位：千円） 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

取組評価時の財務状況の記載項目
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（参考資料２）業務・組織に関する取組項目への優先的取組の反映イメージ〔方針２関係〕
① 旧経営改善計画での「業務・組織に関する取組」の位置づけ（H22.11̲経営改善計画の⼿引（策定編）より）
・旧経営改善計画では、業務・組織に関する取組について、業績目標や「財務の改善」を実行するために、主に業務の見直しの観点

と組織・人員の観点から、抜本的な経営改善につながる施策を検討することとしてきた。
・具体的には、業務の能率向上、組織体制の見直し、人事給与制度及び研修制度の見直し、適正な業務運営、透明性の⾼い法人運営

などの項目設定と、その指標についても、人事給与制度の改革、人件費比率の低減、正規職員・市派遣職員の削減、事業評価制度
の導入、業務・組織の最適化などを参考に計画を策定することとしきた。

② 「経営改善及び連携・活用に関する指針」上の業務・組織に関する取組
・指針上、出資法人が取り組む課題として「経営改善

及び連携・活用に関する方針」に基づく取組のほか、
効率的・効果的な事業実施、運営体制等の構築・強
化、本市に準じた取組の推進、情報公開の推進、監
査の実施など（右表大項目）が挙げられている。

・そのうち、本市施策推進に向けた取組や経営健全化
に向けた取組に当たらないもの、（数値による）毎
年度の目標管理に適したものを選択すると右表小項
目のとおりとなる。

③ 上記業務・組織に関する取組の体系からの項目及び指標設定イメージ
・次期方針策定においては、旧経営改善計画から

「業務」「組織」の観点を踏襲しつつ、指針に
掲げられている取組（小項目）を基本に分類分
けを行った右表の取組項目及び指標例にならっ
て、各法人において優先的に取り組むべき事項
を選定する方法が考えられる。

２ 方針策定の考え方

指針上の取組（大項目） 業務・組織に関する取組（小項目）
効率的・効果的な事業実施 事業の抜本的な見直し、業務プロセスの可視化等

運営体制等の構築・強化
簡素・効率的な運営体制、役職員の選任・採用、
役員の報酬、職員の人事・給与制度、職員の人材
育成

本市に準じた取組の推進 契約、広報
情報公開の推進 情報開示、インターネットの活用
監査の実施 監査体制の強化、外部監査の実施

取組項目 指標例
業務 事業見直し・業務改善 事業の縮小・廃止、業務フローの作成等

情報公開 規定資料の開示率、インターネットの活用率等

組織
運営体制 役職員数、プロパー比率、⺠間出⾝者比率等

役員報酬・職員給与体系 業績評価導入状況、勤務形態の弾⼒化等
人材育成 役職員の研修参加率、資格取得率等
監査体制 外部監査の実績数・反映実績等
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（参考資料３）本市施策推進に向けた取組事業における事業別の行政サービスコストの捉え方〔方針３関係〕
① 現行の事業別の行政サービスコストの考え方（H24.3̲経営改善計画の⼿引（評価編）より）
・事業別の行政サービスコストとは、実施している事業単位に着目して算出するもので、

各事業の成果に対してどの程度のコストが発生しているかを明らかにするもの。直接
事業コストから直接自己収入を控除した差額を事業別の行政サービスコストという。

・直接事業コストは「各事業に直接的に関連づけられるコスト」をいう。財団法人の事
業費と管理費・機会費用のうち事業に直接的に関連づけられるもの、株式会社の売上
原価・販管費・機会費用等のうち直接的に関連づけられるものが該当。

・機会費用とは「団体が市から有利な取扱い（市有財産の減免等）を受けている場合に、
そのために住⺠が負担することとなるコスト」をいう。

・直接自己収入は「事業に直接的に関連づけられる自己収入」をいう。この自己収入とは「出資法人が市以外の者から得た収入」の
ことで、各事業で受益者負担の原則に基づき得た収入や国・県からの補助金収入などが該当。自己収入に該当しないものとしては
川崎市からの補助金、受託収入、指定管理料収入、特定預金取崩収入、繰入金収入などが当たる。

② 事業別の行政サービスコストの算定上の課題
・事業別の行政サービスコスト＝直接事業コストー直接自己収入（前期繰越額や特定資産からの繰入金等は含まれず、逆に収益とな

るような自己収入は含まれる）であるため、本来の本市の財政支出以上又は以下の値となり、実態が反映されないことがあった。
・「各事業に直接的に関連づけられるコストや自己収入」「機会費用」等の考え方が分かりづらいという課題があった。
・「各事業に直接的に関連づけられないコストや自己収入」である間接費や間接自己収入が見えづらい仕組みとなっていた。
③ 新たな事業別の行政サービスコストの捉え方
・これまでどおり「各事業に直接的に関連づけられるコストや自己収入、繰入金等」を捉えながらも、本市からの補助金、受託収入、

指定管理料などの財政支出も直接的に捉えることとする。それによって、本市の財政支出の単純な増減だけでなく、直接事業コス
トに占める本市の財政支出の割合など、本項の主旨である費用対効果や本市への依存度等をより的確に把握できるようになる。

・「各事業に直接的に関連づけられるコスト」から、実際に費用が生じていない機会費用は計算上除外するものとし、そのあり方は
別途コメント等において加味するものとする。

・間接費や間接自己収入の評価については、経営状況の将来見通しと確認を行う中で、一層の効率化や確保を図っていくものとする。

２ 方針策定の考え方

直接事業コスト

直接費
＋

直接機会費用

事業別の行政
サービスコスト

直接自己収入

収益繰入金

本
来
の
行
政
Ｓ
Ｃ
に
上
積
み

本
来
の
行
政
Ｓ
Ｃ
が
目
減
り
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
かわさき市⺠放送
（株）

１ 法人の事業概要
・放送法に基づく超短波放送事業
・放送番組の制作及び販売
・出版および録音事業
・音盤の製作および販売
・映画会、音楽会、講演会等の企画と実施
・放送に関する人材の育成のための教育事業
・防災関連用品の企画、販売
・前記各号に関連附帯する事業
２ 法人の設立目的

上記事業を行うことを目的とします。
３ 法人のミッション

地域社会に密着した、市⺠が主人公のコ
ミュニティＦＭとして、川崎市の豊かな街づ
くり、市⺠生活の安⼼安全に貢献します。

・市⺠生活に必要な地域の情報や市の魅
⼒情報をタイムリーに提供します。
・市⺠が発信する情報を通じ、地域のコ
ミュニティづくりに貢献します。
・災害時における緊急放送の担い⼿とな
ります。

１ 現状
・市内唯一のコミュニティＦＭ局として、
市政情報や安全・防災等の生活に役立つ
情報から、音楽・芸術・スポーツ等の文
化的な情報まで、地域密着の放送を継続
しています。
・コロナ禍のなか、スタジオ出演の人数
制限を実施する一方で、電話出演を積極
的に取り入れ、継続して地域のコミュニ
ティづくりに貢献しています。
・令和元年台風19号の際の特別放送の実
施やコロナ関連情報の随時発信など、災
害時等には市⺠が必要とする地域のきめ
細かい情報を迅速かつ的確に放送できる
よう備えています。
・平成28年度に累積負債を解消し、その
後も継続して営業利益を確保しています。
・ＡＩアナウンサーを導入し、天気予報
等の情報を発信しており、災害時には、
⻑時間の放送にも備えることができてい
ます。
２ 課題
・⾼単価で販売可能な生放送枠はほぼ完
売しており、放送収入を増収するには実
勢価格の値上げが必要になりますが、メ
ディアの多様化によりラジオへの広告出
演は減少をしている中での値上げは厳し
い状況です。また、今後も放送外収入の
拡大等にも取り組むなど、安定経営を継
続していくことが求められています。
・災害時等における緊急放送の担い⼿と
して期待される役割は、近年の異常気象
や新型コロナウイルス感染症の経験を踏
まえ、一層重要になってきており、少人
数で24時間365日災害時等に備える体制
の構築が急務であるといえます。
・近年、放送局がある中原区を中⼼に川
崎市では若い世代の転入者が多くなって
いますが、そういった新しい市⺠に対す
る認知度向上が課題となっています。

１ 経営改善項目
市内に特化した地域情報、災害情報な

どの提供というコミュニティＦＭとして
の役割を一層発揮していくとともに、引
き続き、適正なコスト管理やスポンサー
獲得に向けた積極的な営業活動を行い、
本市に依存しない財務体質の確立を図り
ます。また、市⺠と地域をつなぎ、街が
盛り上がる番組制作やＳＮＳと連動した
情報発信などを行い、認知度の向上を図
ります。
２ 連携・活用項目
・市内唯一のコミュニティＦＭとして、
広域ラジオやテレビなどのメディアでは
カバーしきれない市⺠向けのきめ細やか
な情報を発信できることから、市政情報
や地域安全・防災等の生活に役立つ情報、
音楽・芸術・スポーツ・イベントなどの
市の魅⼒情報の発信を行います。
・リモート出演等、新しい生活様式に合
わせ、引き続き市⺠が出演し情報発信が
できる環境を作ります。
・災害時においては、川崎市地域防災計
画に規定されている重要な情報媒体とし
て、総務企画局危機管理室と連携を図り
ながら、災害応急・復旧時に市⺠に不可
欠な情報を的確かつタイムリーに放送し
ます。

⾝近で役立つ魅⼒的な番組や地域安全・
防災情報を提供するとともに、放送事業
を中核とした収益の確保を図り、市に依
存しない経営を目指します。
・市内唯一のコミュニティＦＭとして、
地域の話題や、行政・イベント・交通等
の地域に密着したきめ細かな情報を提供
し、自社ワイド番組での情報発信を強化
します。
・音楽・スポーツ等、魅⼒ある番組制作
を行うとともに、市⺠の放送参加や番組
出演についても積極的に推進します。
・災害時における緊急放送の担い⼿とし
ての役割を果たすため、定期的に緊急割
込放送の訓練を実施するとともに、防災
意識の啓発に向けた番組の放送を一層強
化します。
・新規番組等の獲得に合わせて、放送料
金の実勢価格の値上げ及び放送外事業の
開拓拡大に取り組み、継続的な収益確保
に努めます。
・新たに転入してきた市⺠（特に若い世
代）に対する認知度を向上するため、
SNS等を活用した情報発信を積極的に
行ってきます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
川崎市土地開発公社 （１）法人の事業概要

公有地の拡大に関する法律（昭和47
年法律第66号。以下、「公拡法」とい
う。）第17条に基づき市が必要とする
公共用地等の取得、管理、処分等を行
います。
（２）法人の設立目的

公共用地、公用地等の取得、管理、
処分等を行うことにより、地域の秩序
ある整備と公共の福祉の増進に寄与し
ます。
（３）法人のミッション

地域の健全な発展と秩序ある整備を
促進するために必要な土地を公拡法に
基づき市の依頼により市に代わって先
行取得し、市の再取得まで適正に管理
するとともに、市の再取得依頼に速や
かに対応することにより、良好な都市
環境の計画的な整備に寄与します。

川崎市の事業計画を円滑に進めるため、
市の公共用地先行取得の要請に応じた機
動的かつ安定的な用地取得を行い、市の
再取得まで適正に管理することで公共の
福祉の増進に貢献します。また、川崎市
土地開発公社に係る⻑期保有土地解消計
画に基づき、市と連携して⻑期保有土地
の解消に向け取り組みます。

（１）現状
平成３１年２月に策定した川崎市土地

開発公社に係る⻑期保有土地解消計画に
基づき公社保有地を処分してきたこと及
び、令和元年６月に資金調達⼿法を公社
債発行に見直したことにより、簿価総額
が軽減されました。
（２）課題

保有地の処分件数は市の事業進捗によ
るところが大きく、一時貸付により貸付
収入を得ていた土地についても市への処
分により収入は減少しており、収支均衡
を図る上で課題となっています。また、
市からの用地取得の要請に対し、機動的
かつ安定的に対応できていますが、簡素
で効率的な組織体制を進めていく中で、
効率的に業務を進める必要があります。

（１）経営改善項目
・現状の土地貸付率を維持するとともに、
新たな収入源について検討を行うことで、
安定的な土地貸付収入の確保を図ります。
・市の再取得により、土地貸付収入が減
少する場合においても、費用の抑制等に
より、計画期間を通じて経常収支の⿊字
を確保します。
（２）連携・活用項目
・公拡法に基づき市の依頼により機動的
かつ安定的に公共用地を先行取得すると
ともに、保有期間中における適正かつ効
率的な保有地管理を行い、市の再取得依
頼に速やかに対応します。
・先行取得３制度における土地開発公社
の利点・特徴を活かし、機動的かつ安定
的な公共用地取得に活用します。なお、
新規取得については、必要性、効果及び
事業化の確実性等を検討し、慎重な運用
を図ります。
・⻑期保有土地の解消に向け、その処分
に向けた見通しを整理するとともに、金
利負担の軽減により将来的な市の財政負
担の軽減を図るため、先行取得資金調達
の際には、最も有利な資金調達⼿法を検
討します。
・事務改善により業務の効率化に向けて
取り組みます。

・公拡法に基づき市の依頼により機動的
かつ安定的に公共用地を先行取得すると
ともに、保有期間中における適正かつ効
率的な保有地管理を行うことで、市の再
取得依頼に速やかに対応します。
・保有土地の買戻しは市の財政事情によ
るところが大きいものの、市と協⼒して
今後の見通しを整理しながら、計画的な
処分を行います。あわせて、将来的な市
の財政負担軽減のため先行取得資金調達
の際には、最も有利な資金調達⼿法を検
討します。
・安定的な経常利益を実現するため、市
の再取得により財源が減少する場合には
新たな収入源について検討します。
・業務改善を推進し、効果的、効率的な
業務運営を行います。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
文化財団

（１）法人の事業概要
・文化芸術の創造及び発信
・文化芸術活動の支援及び協働
・文化施設の管理・運営
・その他公益目的事業の推進に資する事業
（２）法人の設立目的

市⺠の文化芸術活動の振興を図り、もっ
て川崎市における文化芸術の創造を促進し
ます。
（３）法人のミッション
・多様な文化芸術事業の実施（市⺠の文化
芸術活動の振興、川崎市における文化芸術
の創造を促進、多様なジャンルの文化芸術
事業の推進）
・文化芸術施設の管理運営（市⺠の自発的
かつ創造的な文化芸術活動の場を提供、文
化芸術の創造と発信、文化芸術活動の支援
と協働を推進）
・効率的な事業運営（財団全体の組織⼒を
結集、経営感覚に富んだ効率的な事業運
営）

誰もが気軽に文化芸術に触れ、多くの
市⺠が文化芸術の楽しさを感じることが
できるよう、文化芸術活動を振興し、市
⺠が文化芸術活動に参加しやすい環境づ
くりを進めることが必要であり、財団は
市とともに文化施策を担う両輪となって、
多様な文化芸術事業の実施、文化芸術施
設の効果的な運営を行うとともに、市⺠
の主体的な文化芸術活動を促進するため
に、文化芸術に係る中間支援の取組を推
進することが求められます。

さらに、平成30年には障害者による文
化芸術活動の推進に関する法律が制定さ
れるなど、文化芸術を通じたダイバーシ
ティ（多様性）とソーシャル・インク
ルージョン（社会的包摂）を実現するこ
とが求められています。また、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大により、市
内の文化芸術活動も大きな影響を受けて
おり、社会変容を踏まえた取組や、文化
芸術団体等を支援することも求められて
いるところです。

市制100周年を迎える令和6（2024）
年を見据え、持続的な文化芸術を振興し
ていくためには、文化芸術の専⾨組織で
ある財団の役割はますます大きくなるも
のと思われます。

（１）現状
文化芸術の振興を目的として設立された

川崎市文化財団は、多様な文化芸術事業の
実施、文化芸術施設の管理運営等の公益性
の⾼い事業を展開しています。平成29年度
より市の文化芸術施策の中核を担うための
財団の機能強化を進め、「音楽のまち・か
わさき」推進協議会事務局と機能統合した
上で、本市職員を１名派遣するなど組織強
化を図るとともに、浮世絵ギャラリーの運
営、パラアート推進事業の実施など、新た
な文化芸術事業の取組を展開しています。

一方で、経営面においては、施設使用料
収入、入場料収入等を主たる収入源として
いたところ、新型コロナウイルスの感染拡
大により施設使用料収入等が大幅な減収と
なったことから、財団において収支改善の
取組を進めています。しかし、施設運営等
にかかる固定経費（建物の賃借料、人件費
等）が大きな割合を占めることなどから、
その取組の効果は限定的です。
（２）課題
・本市における文化芸術の振興のために、
財団が文化芸術振興に関する専⾨性やノウ
ハウを蓄積し、魅⼒的な文化芸術事業のさ
らなる展開、優秀な人材の確保・育成、中
間支援機能の強化に努める必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
え、従前の文化芸術事業の効果検証を行い
ながら、社会変容に対応した文化芸術事業
を構築する必要があります。
・管理運営する文化芸術施設について、稼
働率や老朽化等の課題があり、その対応を
図りながら、施設の有効活用を図っていく
必要があります。
・自立的な財団運営に向けて、財団の経営
基盤の強化が求められています。新型コロ
ナウイルス感染症の影響を踏まえて、効率
的な施設運営等による支出削減を行うとと
もに、新たな自己収入の確保も求められま
す。

（１）経営改善項目
・財団が主催する文化芸術事業について、
参加者数の増加、効率的な経費執行を図
り、収益性を⾼めます。
・管理運営する文化芸術施設について、
施設の有効活用の見地から稼働率の向上
に向けた取組を進め、収益性を⾼めます。
・自己収入割合を向上させるとともに、
効率的な施設運営等による支出の削減を
すすめ、財団経営の健全化を進めます。
（２）連携・活用項目
・財団において、文化芸術事業の実施、
施設の管理運営を適正かつ効果的に行う
とともに、広報、相談、ネットワーク構
築など中間支援の取組を展開して、誰も
が文化芸術に親しむことができる環境の
整備を行います。市は、財団と密接に連
携し、適切な支援を行いながら、人材育
成などの財団の自主的な取組を促してい
きます。
・平成30年度より本市職員（係⻑級）を
財団に派遣していますが、財団の人材育
成等の取組を進め、中間支援のための組
織・事業体制を整備するために、市が財
団の組織・事業に関与していくことが必
要です。

（施策推進に向けた取組）
○社会変容を踏まえた多様な文化芸術事
業の実施、運営施設の利用促進、文化芸
術に係る中間支援の取組を推進し、文化
芸術の一層の振興を推進します。
（経営健全化に向けた取組）
○自己収入割合を向上させるとともに、
効率的な施設運営等による支出の効率化
をすすめることで収益性の強化及び自立
性の強化を図り、財団経営の健全化を進
めます。
（業務組織に関する取組）
○川崎市の文化芸術振興に寄与する専⾨
組織として、研修等を通じた人材育成を
行うなど、職員の専⾨性の向上を図り、
財団の組織強化を推進します。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
国際交流協会

１ 事業概要
(1)諸外国の情報及び資料の収集並びに
提供
(2)市⺠レベルでの国際交流、多文化共
生の推進に関する事業
(3)国際交流事業等の調査及び研究
(4)市⺠団体及びボランティアの育成
(5)川崎市国際交流センター事業
(6)その他目的を達成するために必要な
事業
2 設立目的

川崎市内の外国人や市⺠に対する内外
の情報の提供及び川崎市の特性を生かし
た市⺠レベルでの国際交流活動を推進す
ることにより、川崎市の一層の国際化を
図り、国際相互理解の増進と国際友好親
善に寄与し、多文化共生社会の実現をめ
ざすことを設立目的とします。
3 法人のミッション

川崎市の一層の国際化を図り、国際相
互理解の増進と国際友好親善に寄与する
ために、市⺠や外国人のための情報提供
や、国際理解・多文化共生のための講座
などの事業を実施するとともに、国際交
流や多文化共生の推進のための市⺠団体
及びボランティアの育成、ネットワーク
化、活動支援を行います。

〇本市の国際施策に係る総合計画「川崎
市国際施策推進プラン」及び多文化共生
社会の実現に向けた「多文化共生社会推
進指針」に基づく施策が効率的・効果的
に行われるよう、市関係部局と密に連携、
役割分担をしながら、法人が専⾨性や柔
軟性をもって具体的取組を推進します。
【取組内容】
１ 市⺠レベルでの国際交流を促進する
ための事業を実施するとともに、市⺠団
体やボランティア等の活動を支援し、活
動支援のための情報提供機能、ネット
ワーク機能、コーディネート機能、人材
育成機能等を有する支援組織としての役
割を担います。
2  多文化共生を推進するため、外国人市
⺠への日本語学習支援をはじめとする生
活支援、平常時・災害時の情報提供、多
言語による相談等、公共性が⾼く、専⾨
性を要するサービスの担い⼿としての役
割を担います。
3 国際交流や多文化共生の推進にかかわ
る地域の課題について、実践的な調査・
研究を行い、解決に向けた事業の展開に
つなげます。

【現状】
1 組織体制

役員を除く職員は24名。うち、常勤職
員3名（市退職職員2名、公募1名）、非
常勤職員21名。
2 財務状況

法人収益はおよそ以下のとおり。①施
設管理受託収益（指定管理受託、国際交
流センター利用料収益等）: 6.5割、②市
補助金: 2割、③講座事業収益: 1.2割、④
その他（基本財産運用益他）: 0.3割。
3 その他の状況

市内在住外国人市⺠の増加が続いてい
ること（令和3年3月末現在45,168人）、
外国人観光客の増加や市⺠のボランティ
アへの関⼼の⾼まりが見られるなど、法
人設立時（平成元年）から社会環境が大
きく変化しています。定住外国人市⺠の
増加・多様化に伴う多方面における支援
や新たな課題等に対する相談対応など、
法人に期待される役割は増加しています。
【課題】
1 嘱託職員の人件費の大部分を国際交流
センター事業収益及び同センター利用料
収益に依存しているが、厳しい財政状況
の中、経営や事業展開のさらなる効率化
を図る必要があります。
2 市⺠レベルの国際交流促進や、日本語
講座をはじめとする外国人市⺠を対象と
した各種講座、相談等の多文化共生事業
は、公共性・必要性が⾼いが、収益性が
低いため自主財源の確保に努める必要が
あります。
3 臨時・人材派遣等多様な人材活用等、
効果的・効率的な人員・人材の配置に努
める必要があります。

１ 経営改善項目
（1）川崎市の国際交流・多文化共生機能
の担い⼿として、健全な組織運営に向け
て経営能⼒をさらに⾼めるため、各職員
の専⾨性の向上を図りながら、市⺠等か
らの要望に対して関係機関・団体・ボラ
ンティア等と連携、協⼒、調整して速や
かに対応できるような体制の整備を構築
します。また、自立的経営を担う人材育
成のため、研修機会の拡大に努め、職員
の資質向上を図ります。
（2）講座事業や施設利用収入等の国際交
流協会事業において主たる自主財源とな
り補助率の抑制につながることから、今
後も引き続き確保・拡大に努めます。ま
た、外部助成金の活用や寄附受入など、
その他財源の確保に向けた取組を進めま
す。
２ 連携・活用項目

本市の国際施策に係る総合計画「川崎
市国際施策推進プラン」及び多文化共生
社会の実現に向けた「多文化共生社会推
進指針」において法人の役割は明記され
ており、これらに基づく施策の推進にお
いて、市関係部局と緊密に連携、役割分
担をしながら、法人が専⾨性や柔軟性を
もって具体的取組を進め、さらに貢献し
ていくことが望まれます。

また、本市の外国人市⺠が近年増加傾
向にある中、外国人市⺠の多様なニーズ
があることから、異文化交流や国際理解
の促進、外国人市⺠への情報発信や相談
窓⼝としての支援など、行政と連携・協
⼒しながら、多文化共生の実現に向けた
取組を進めます。

１ 法人の役割として、川崎市の一層の
国際化を図り、国際相互理解の増進と国
際友好親善に寄与し、多文化共生社会の
実現を目指すために市⺠や外国人への情
報提供や、国際理解・多文化共生のため
の講座などの事業を実施します。
２ 交流促進のための⺠間国際交流団体
及びボランティアの育成・登録を促進す
るとともに、行政や教育機関等からの依
頼に対し登録者をコーディネートし、
様々な活動支援を行います。さらに、幅
広くネットワーク化することで、市⺠を
主体とした国際交流・多文化共生活動の
幅を拡充します。
３ ⾼い専⾨性を持ちながら、外国人市
⺠の行政・生活全般の情報提供・相談を
多言語で行う「多文化共生総合相談ワン
ストップセンター」の役割を果たします。
４ 事業収益の確保に引き続き努めなが
ら、その他の自主財源確保に向けた取組
も継続して進めます。
５ 日常生活に必要な日本語の習得や文
化の違いなどにより支障をきたしている
外国人市⺠や外国につながる⼦ども達が、
文化的アイデンティティを保持しながら、
主体的に地域社会に関わることができる
よう、日本語講座や学習支援などの取組
を進めます。
６ 法人組織体制を構築するため、職員
の管理運営能⼒及び専⾨性の向上を図り、
さらに認知度向上のための取組を進めま
す。
７ 令和５年度には、⻑寿命化に伴う改
修工事（空調機の更新、昇降機改修等）
による３ヶ月間程度の全館休館が見込ま
れることから、各事業等に影響がありま
すが、施設・設備の経年劣化に伴い、本
市が実施する施設⻑寿命化工事等と調整
を図りながら、中⻑期的な視点を持って
維持管理に努めます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
スポーツ協会

１ 事業概要
（1）スポーツ文化の普及・振興事業
（2）スポーツ指導者の養成・確保に関す
る事業
（3）スポーツ団体の育成・指導
（4）競技⼒の向上に関する事業
（5）受託したスポーツ振興事業の実施
（6）スポーツ施設等の管理運営
（7）その他目的を達成するために必要な
事業
２ 設立目的

市⺠のスポーツ文化の普及・振興・競
技スポーツの強化及びスポーツに関する
指導者・組織の育成を図ることにより、
川崎市のスポーツ振興の核づくりに努め、
明るく豊かな市⺠生活の形成に寄与する
ことを目的とします。
３ 法人のミッション

超⾼齢化社会の到来や人⼝減少、地域
コミュニティの希薄化など市⺠の暮らし
を取り巻く環境も変化しており、スポー
ツへのニーズや求められる役割が多様化
しています。

スポーツを市⺠一人ひとりの生活に根
付いた文化にするとともに、スポーツの
⼒で市⺠生活の充実を図るため、川崎市
との連携を強化し、両輪となって、時代
の流れに対応したスポーツ施策の推進を
展開します。

川崎市では、少⼦⾼齢化、地域コミュ
ニティの希薄化などが進行している中、
市⺠の誰もが、いつでも、どこでもス
ポーツ・レクリエーション活動に親しむ
ことができる環境を整備し、健康増進や
コミュニティの形成を図るため、生涯ス
ポーツの推進に⼒を入れています。また、
競技⼒の向上を目指し、全国・世界レベ
ルに通用する選⼿や指導者の育成を図る
とともに、ホームタウンスポーツ活動を
振興し、スポーツを通して市⺠に川崎へ
の愛着と誇り、連帯感を育むことを行っ
ています。

川崎市スポーツ協会においては、次の
項目を法人の役割とします。
①⼦供から⾼齢者まで幅広い世代を対象
に裾野を広げ、数多くの種目のスポーツ
教室を開催して、スポーツ体験機会の拡
大を図る。
②多様化するスポーツの中で市⺠のニー
ズを的確に捉え、競技人⼝の多少にかか
わらず専⾨性を発揮しながら、生涯ス
ポーツ・競技スポーツ・ホームタウンス
ポーツの振興を図る。
③スポーツを市⺠一人一人の生活に根付
いた文化にすることを目的とし、市⺠ス
ポーツ文化の普及・振興、指導者や組織
の育成、競技⼒向上に関する事業を実施
し、４１の加盟団体を統括して、市と加
盟団体をつなぐ役割を果たすとともに、
市のスポーツ施策の中核を担う。
④新型コロナウイルス感染拡大等の影響
を受けている各種スポーツ大会やイベン
ト等に対して、感染防止対策物品の配布
や加盟団体との事前協議を行い、市⺠に
安全・安⼼して参加してもらうための環
境を整備する。

（１）現状
当協会は川崎市と共に「スポーツのまち

づくりの推進」を進めることが重要と考え
ています。平成18年度から受託していたス
ポーツ施設の指定管理が平成28年度に全て
なくなるといった厳しい状況になり、29年
度以降、人員配置の見直しや事業の見直し
など抜本的な改革を行ってきました。令和
元年度に4１事業あった事業を、廃止5事業、
予算を伴わない共催事業への転換5事業と整
理し、31事業に縮小するとともに、業務の
効率化、支出の削減、指定管理施設の受託
など財源の拡充を図りました。令和2年度か
ら、市のスポ−ツ施策に合致した事業につ
いて、市からの補助金が増額され、財政基
盤安定化の端緒についたところです。

また、運営組織体制として従来は定期的
な経営会議を実施していませんでしたが、
令和元年度からは定期的に経営会議（役員
会）を実施し、財政状況をはじめ協会のも
つ課題について共通理解を図っています。

更に、市と協会の役割分担の見直しを図
り、「スポーツ協会取組方針」を作成し、
その役割と方向性を確認したところです。
（２）課題

財政状況について、補助金の増加や新た
な指定管理の確保など一定の改善がみられ
るものの、未だ⿊字になっていない状況に
あり、今後さらに経営改善の必要がありま
す。

また、かわさきパラムーブメントに見られ
るような障害者理解を促進し、共生社会の
実現についての取組がまだ⼗分でない部分
もあると考えています。

川崎市のスポーツの中核としての役割を
果たすため、川崎市や加盟団体、総合型地
域スポーツクラブと連携した取り組みを進
めてきましたが、連携についてまだ不⼗分
と考えており、更なる取組が求められてい
ます。

（１）経営改善項目
１．財政基盤の安定化を第一に考えるとともに、
市と同じ方向性でスポーツ振興を進めることが肝
要であると考え、市との定期的なミーティングを
月1回開催するとともに、取組方針の職員への徹底
を図るため、事務局会議を月1回開催します。
２．安定的な経営を図るため経営会議（役員会）
を四半期ごとに開催し、情報の共有化を図りなが
ら、財政の改善を進めます。
３．事業評価を行い、41事業あったものを31事業
へと整理しましたが、引き続き各事業の執行方法
など検討し、効率的な運営を図ります。
４．令和３年度に新たに指定管理施設の管理を構
成企業として3カ所獲得し計４カ所となりましたが、
引き続き等々⼒緑地や富士見公園の再編整備進捗
状況を踏まえ、これら２公園のスポ−ツ施設管理
運営に関わっていきます。
（２)連携・活用項目 スポーツを「する」、「み
る」、「ささえる」

市⺠がスポーツを⾝近に感じ、もっと楽しむこ
とができるよう、スポーツを「する」、「みる」、
「ささえる」機会を創出し、多くの市⺠がスポー
ツに参加するきっかけを作ります。
１．「する」： マラソン大会をはじめとする市
⺠が気軽に参加できる大規模大会の開催や市⺠大
会、スポーツ教室などを開催し、体験機会の拡充
を図るとともに、生涯スポーツの推進や競技⼒の
強化を実施します。
２．「みる」：国内外のトップクラスの選⼿が競
うトランポリン競技大会を開催するとともに、か
わさきスポーツパートナーと連携し、試合日程・
結果などを広報誌でお知らせするなどのサポート
をします。
３．「ささえる」：指導者や競技団体の育成など
スポーツ指導者の育成・強化に努めるとともに、
ボランティアの育成を実施します。
４．かわさきパラムーブメントを進展させるため、
年齢や国籍、障害があるなしに関わらず、多様な
ニーズに応じて、誰もが生涯にわたって日常的に
スポーツに親しみ、そして楽しめる機会を充実し
ていきます。
５．総合型地域スポーツクラブ、区スポーツセン
ターなどと連携し、地域スポーツを盛り上げます。
６．競技団体の統括組織として、各競技団体との
連携を深め、市⺠スポーツの振興を図っていきま
す。

（１）施策推進
既存の事業については、社会的な要請や参
加者の需要を調査やアンケートなどで把握
し、実施方法の見直しなども含め効率的な
運営を図りながら、参加料、協賛金や負担
金・補助金などを活用し、スポーツを「す
る」・「みる」・「ささえる」機会を創出
し、多くの市⺠がスポーツに参加するきっ
かけを作ります。具体的には、様々なス
ポーツイベントの実施、ジュニア選⼿や
トップアスリートの支援など競技⼒の向上
事業の実施、年齢や性別、国籍、障害のあ
るなしに関わらず、多様なニーズに応じて、
誰もが生涯にわたって日常的にスポーツに
親しみ、そして楽しめる機会を充実してい
きます。また、各年代に合わせた教室の実
施、スポーツ指導者の育成・確保、障害者
スポーツの理解・普及によりスポーツを通
じた共生社会の実現を進めます。さらに、
指定管理施設等において、参加者ニ−ズを
把握し、市⺠満⾜度の⾼い事業を実施いた
します。
（２）経営健全化
市と両輪で進めるスポ−ツ施策推進に合致
した事業については市補助金だけでなく、
市財政支出以外の自主財源など安定した収
入の確保に努め、効率的な運営による支出
の削減を進め、経常収支比率を向上させ安
定的な⿊字経営による正味財産の確保を目
指します。
また、経営会議を定期的に実施し経営幹部
が常に情報の共有化と同じ方向性で経営が
進むようにします。
（３）業務・組織計画
職員の意識や専⾨性を向上させるため、ス
ポーツ、救命救急、安全確保、組織運営な
どに関する研修への参加を進めます。また、
プロパー職員の幹部登用など意識の向上に
より、組織の活性化を図ります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）かわさき
市⺠活動センター

１ 法人の事業概要
【市⺠活動推進事業】

市⺠活動団体が必要とする様々なリ
ソース（場所・情報・人材・資金等）を
提供し、市⺠活動団体を育成するととも
に、その活動を支援します。
【⻘少年健全育成事業】

指定管理者として、こども文化セン
ター及びわくわくプラザの管理・運営を
通し、⼦ども・若者の⼼⾝の健全育成を
図ります。
２ 法人の設立目的

川崎市⺠相互の連帯と協調の意識を⾼
めるとともに、市⺠主権と参加の原則に
基づき、ボランティア活動その他の地域
的諸活動への１００万市⺠参加を推進援
助し、もって住みよい文化的な地域社会
の確立に寄与するために、財団法人川崎
ボランティアセンターを設立。（設立趣
意書昭和57年2月3日）その後、川崎市か
らこども文化センター及びわくわくプラ
ザの管理・運営を受託し、財団法人かわ
さき市⺠活動センターと改称、機能拡充
を経て平成22年7月に公益財団法人に移
行しました。
３ 法人のミッション

川崎市における市⺠活動の中間支援組
織として市⺠相互の連携を図りながら市
⺠活動の活性化を促進するとともに、⻘
少年の⼼⾝の健全な育成を図るため、⻘
少年事業の推進及び地域組織への支援を
行い、もって住みよい地域社会の確立に
寄与することを目的としています。（定
款第3条）

１ 市⺠活動の自主性・自立性に配慮し
た行政の支援基準である「川崎市市⺠活
動支援指針」において、行政による直接
支援よりも、中間支援組織を通じた支援
の方が効果的・効率的であり望ましい旨
がうたわれており、当法人が市域におけ
る市⺠活動の中間支援組織を担うものと
位置づけられています。
２ ⼦どもと若者が安全に安⼼して過ご
せる居場所となるよう「こども文化セン
ター」・「わくわくプラザ」を適正に管
理運営するとともに、市⺠活動拠点とし
て、その利用を促進する役割も担ってい
ます。
３ この二つの公益目的事業を通じ、地
域社会の活性化と共生社会の実現が期待
されています。

【市⺠活動推進事業】
（現状）
「川崎市市⺠活動支援指針」に基づき、市⺠活
動団体へ「人材の育成」「資金の確保」「場の
提供」「情報の共有化」に係る支援サービスを
提供し、市⺠活動団体の支援に取り組んできま
した。
（課題）
・市⺠活動支援にかかる市の拠点としての専⾨
機能の強化や、他の中間支援組織との連携強化
を引き続き図っていく必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響による市⺠
活動団体を取り巻く社会環境の変化を踏まえ、
市⺠活動団体の活⼒や社会的評価が⾼まるよう
に、支援サービスの見直しや新規開発が課題と
なります。
【⻘少年健全育成事業】
（現状）
・こども文化センターにおいては、少⼦⾼齢化
の進行や核家族世帯の増加など、⼦ども・若者
を取り巻く環境が変化する中、地域や関係機関
等と連携しながら、乳幼児親⼦や小・中⾼生な
どへの支援機能を⾼めています。
・わくわくプラザにおいては、地域人材を活か
し、⼦供たちの体験を支えたり、安全安⼼の場
としての環境を整えたりできる取り組みを推進
しています。
(課題）
・共働き世帯の増加や核家族世帯の増加など、
⼦育てを取り巻く環境が変化する中、⼦育て家
庭のニーズも多様化しており、プログラムを充
実していくことが課題となります。
・乳幼児から⻘年期に至るまで、切れ目のない
支援と、地域で⼦ども・若者を見守る体制づく
りを進めることが課題となります。
【共通】
（現状）
・法人としての使命を果たすべく公益目的事業
の２本柱である市⺠活動推進事業及び⻘少年健
全育成事業を円滑に推進するとともに、健全経
営に向けて収支の均衡を図りながら経費の効率
的な執行に取り組んでいます。
(課題）
・公益目的事業を安定的に推進する必要があり、
収益事業がない中でどのように自主財源の確保
を行い、市の財政支出とのバランスを図ってい
くことが課題となります。

１ 経営改善項目
（１）全市・全領域的な中間支援組織と
して、市⺠活動団体が必要とするリソー
ス及び支援サービスを時宜に即して提供
するとともに、全市拠点として求められ
る役割・機能を⼗分に担い得る執行体制
を確立します。
（２）こども文化センター・わくわくプ
ラザの指定管理者として、資格取得や研
修を通じて職員の資質向上とスキルアッ
プを図りながら良質なサービスの提供に
努めるとともに、利用者の信頼を一層得
られる事業運営を行います。
（３）公益法人の会計基準により即した
予算執行及び会計処理を確立し、自主財
源の確保と収支均衡の達成を図っていき
ます。また、スケールメリットを生かし
た事業運営を推進します。 法人の中核
を担う人材を確保・育成します。コーポ
レートガバナンスの取組を強化します。
２ 連携・活用項目

市⺠活動の一層の活性化を図るために
は、その自主性・自立性の確保に対する
適切な配慮を前提とし、区役所及び他の
中間支援組織との情報共有、連携を進め
ることで、かわさき市⺠活動センターの
中間支援機能の充実・強化を進め、各区
内におけるソーシャルデザインセンター
の進捗状況に応じて、有機的連携のあり
方等について検討します。また、⻘少年
の健全育成事業を通し、地域社会の活性
化と共生社会の実現が期待できることか
ら、当該法人の活用を図ります。

【市⺠活動推進事業】
・市⺠活動の中間支援組織として市⺠相互
の連携を図りながら市⺠活動の活性化を促
進するため市⺠活動団体が必要とする支援
サービスを時宜に即して提供するとともに、
全市・全領域的な中間支援組織として求め
られる役割・機能を⼗分に担い得るように
職員の⼒量を⾼め執行体制を強化します。
・市⺠活動の自主性・自立性を前提とし、
新型コロナウイルス感染症収束後を想定し
た市⺠活動支援の新たなサービスを企画開
発し、他の中間支援組織との情報共有、連
携を進めて、市⺠活動の一層の活性化を図
ります。

「これからのコミュニティ施策の基本的
考え方」を踏まえ、各区やこども文化セン
ター等との有機的連携、まちのひろばの活
動などに資する支援等の取組を図ります。
また、各区におけるソーシャルデザインセ
ンターの進捗状況に応じて、有機的連携の
あり方等について検討します。
【⻘少年健全育成事業】
・⻘少年の⼼⾝の健全な育成を目的として
こども文化センター・わくわくプラザの指
定管理者として、家庭、学校、地域、行政
などと連携し、利用者ニーズに寄り添いな
がら、⼦供の成⻑を見守り、多世代交流の
場づくりに向けた事業展開を推進します。
・「こども文化センター」は、市⺠活動の
拠点としての役割を担っており、その役割
を推進します。
◎この二つの公益目的事業を通じ、地域社
会の活性化と共生社会の実現が期待できる
ことから、当該法人の活用を図ります。
◎健全経営に向けて経費の効率的な執行を
行いながら公益目的事業の推進を図ります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
川崎アゼリア
（株）

１ 法人の事業概要
川崎駅前の立地を生かして次の事業

を通じて、商業施設としてのイメージ
アップや集客の向上を図ります。
（１）公共地下歩道、公共地下駐車場、
店舗等の管理運営事業、（２）不動産
賃貸業、（３）駐車場業・広告業・催
事事業等
２ 法人の設立目的

市⺠が安全で快適に利用できる公共
地下歩道や公共駐車場を適切に維持管
理するとともに、川崎駅周辺の各大型
商業施設及び商店街と地下空間で繋が
り、魅⼒的な商業施設としての運営を
することで、川崎駅周辺市街地におけ
る商業活性化の中核的な役割を担いま
す。
３ 法人のミッション
・駅周辺商業施設の集客を⾼め、中⼼
的な商業施設として活動します。
・川崎市のイメージアップに資する明
るく楽しい地下空間を創出します。
・公共地下歩道を設け、川崎駅前広場
の人車分離により歩行者の安全性を確
保します。
・公共地下駐車場の管理・運営により、
川崎駅周辺の道路交通の円滑化や都市
機能の維持・増進に努めます。
・災害時における一時滞在施設として
の対応や地域等と連携したイベント等
の実施により、地域社会に貢献します。

１ 周辺の各大型商業施設や商店街と
地下空間で繋がるメリットを活かし、
魅⼒的な商業施設として運営すること
で、川崎駅周辺における集客や回遊性
の向上、賑わいの創出を図ります。ま
た、川崎駅周辺の開発動向等に対応し
ながら、当該エリアの中⼼的な商業施
設として商業活性化を推進します。
２ 川崎駅前広場の人車分離により歩
行者の安全性を確保するため、市⺠が
安全で快適に通行できる公共地下歩道
を管理・運営するとともに、道路交通
の円滑化や都市機能の維持・増進を図
るため、公共地下駐車場を適切に管理
運営します。
３ 災害時における一時滞在施設とし
て、防災訓練等により対応⼒を向上さ
せるとともに、近隣商店街や行政、被
災地域等と連携したイベント等に取組
むことにより、地域社会に貢献します。

１ 現状
・昭和61(1986)年10月から川崎駅東⼝駅前広場地下で地下街『ア
ゼリア』を管理・運営しており、地下１階に約150店舗で構成する
商業ゾーンと地下歩道・広場、地下２階に自動車347台、バイク15
台収容の自走式駐車場ゾーン、これらに付帯する機械室等を配置
して、地域経済活性化、駅前広場周辺の利便性・回遊性向上に寄
与しています。
・川崎市から東⼝駅前広場施設等の維持管理を受託し、川崎駅前
の地下、地表一体となった総合的管理業務を効率的・効果的に
行っています。
・「安全・安⼼かつ快適に買い物やサービスを楽しんで頂ける施
設・空間づくり」を実践していくため、計画的な施設整備及び施
設更新を実施することはもとより、施設の集客⼒を⾼める施策と
して魅⼒的かつ収益性の⾼い店舗の誘致に努める必要があり、大
規模リニューアル工事を実施し、平成28(2016)年3月にオープンし
ました。
・平成30(2018)年に収支改善計画を作成し、経費の削減に努める
とともに、店舗の入替などにより店舗売上増に取組んできました。
しかし、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う影響により、現状、
同計画を下回っていることから、引き続き、収支の改善に取り組
んでいます。
・新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、国等による行動制限
や在宅勤務の広がり等により人流が減少するとともに、ＥＣが一
層発展する等、法人を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
２ 課題
・新生アゼリアの店舗施設運営において、「ライフシェアモー
ル」の理念のもとに、川崎アゼリアの将来にわたる持続的発展に
向けた施設運営を行うため、日々の店舗管理、店舗指導を的確に
行い、強固な販売体制を築き、売上増を目指すとともに、リ
ニューアルコンセプトに添ったリーシングを遂行し、各ゾーンに
最適なテナントミックスを実現することにより施設全体の活性化、
店舗売上の向上を図っていくこと
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、平成30(2018)
年に策定した収支改善計画を見直し、新たな計画のもと施設全体
の活性化を図り、収入の拡大、経費の縮減等の経営健全化に取組
むこと
・魅⼒的なセールや催事の開催、ポイント付与等、効果的なプロ
モーションの展開により、アゼリアのブランディングと店舗売上
の促進を図るとともに、リニューアルに当たって作成したデザイ
ンの基準に則り、各テナントと共に、快適で⼼地良い施設環境、
施設空間づくりを推進していくこと
・公共的な地下施設としての特性、役割を生かし、災害時の対応
⼒の向上や地域と連携したイベント等の取組などにより、地域社
会へ貢献すること

１ 経営改善項目
・具体的な増収策、抜本的な経費
の見直しによる収支改善の取組の
推進
・各ゾーンの最適なテナントミッ
クスを実現することによる施設全
体の活性化及び店舗売上の向上
・効果的なプロモーションの展開
による新生アゼリアのブランディ
ングと店舗売上の促進
・各テナントと連携した快適で⼼
地良い施設環境、施設空間づくり
の推進
・勤務形態の合理化及び効率化並
びに組織・機構の適正化の推進
２ 連携・活用項目
・川崎駅周辺における集客や回遊
性の向上、賑わいの創出、商業活
性化の推進
・市⺠が安全で快適に利用できる
公共地下歩道及び公共地下駐車場
の管理運営
・災害時対応⼒の向上や地域と連
携した取組等による地域社会への
貢献

・ライフシェアモールの理念のも
とに、各テナントと共に、快適で
⼼地良い施設環境、施設空間づく
りを推進し、川崎アゼリアの将来
にわたる持続的発展に向けた施設
運営を行います。
・新型コロナウイルス感染症拡大
の影響を踏まえ、平成30(2018)年
に策定した収支改善計画を見直し、
新たな計画のもと、顧客に支持さ
れる魅⼒ある店舗への入替や効果
的なプロモーションの展開、イベ
ント広場の活用等により施設全体
の活性化を図り、店舗家賃収入等
の増加に取組むとともに、委託費
等の経費の縮減に取組むなど、経
営の健全化に向けた対応を強化し
ます。
・在宅勤務やWeb会議等のITを活
用した業務の効率化、働き方の見
直しなどに取組むとともに、適正
な組織体制の構築を図ります。
・安全・安⼼・快適な公共地下歩
道、公共地下駐車場、店舗設備環
境等を提供します。
・計画的な施設・設備の整備・更
新を進めるとともに、環境に配慮
した施設整備及び維持管理を実施
します。
・災害時対応⼒の向上や地域と連
携した取組等により、アゼリアの
公共的施設としての役割を的確に
担うとともに、地域社会への貢献
を一層推進します。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
川崎冷蔵（株） １ 法人の事業概要

（１）冷蔵凍結の業務
（２）氷の製造及び販売
（３）上記に付帯する一切の業務。
２ 法人の設立目的

上記事業を通じて、市⺠への生鮮⾷料
品等の供給拠点である川崎市中央卸売市
場北部市場の冷蔵・冷凍保管機能等を担
い、市⺠の豊かな⾷生活を支えることを
設立目的としています。
３ 法人のミッション

⾷の安全・安⼼が求められている中、
冷蔵・冷凍保管機能等のサービス提供や
凍氷の製造販売を行うことにより、市⺠
への安定的な⾷料供給体制の一翼を担い
ます。また、独立した法人として経営を
行うよう効率的な業務運営に努め、持続
可能な安定した経営を確保していきます。

生鮮⾷料品等を大量に取引する北部市
場においては、取り扱い物品の円滑な流
通を図るために冷蔵・冷凍保管機能が必
要不可欠であり、冷蔵・冷凍設備は、欠
かすことのできない附属設備です。また、
これらの業務や施設の運営は専⾨性が⾼
いことから、専⾨性を有した外部主体の
活用が効果的です。当該法人が柔軟かつ
効率的な業務運営を行うとともに、公共
性を保持しつつ企業的創意と工夫を行う
ことにより、市⺠への安定的かつ効率的
な生鮮⾷料品等の供給を実現するための
一翼を担っています。

１ 現状
北部市場水産物部の取扱量が低迷を続

ける中、冷蔵庫利用ニーズを踏まえ、稼
働率を上げることで売上を確保するとと
もに、計画的な修繕による経費の平準化
や効率的な動⼒の運用による動⼒費の抑
制などによる経費の削減に向けた取組を
継続的に行っています。「川崎冷蔵経営
モニタリング委員会」等を通じて、「経
営改善基本計画書」の進捗管理やこれら
経営改善に向けた取組の検証を行ってお
り、令和元（2019）年度には債務超過を
解消するなど、経営の改善が図られてい
ます。
２ 課題

債務超過は解消したものの、依然とし
て利益剰余金がマイナスで借入金の残債
があり、また経営支援として、現在市よ
り使用料の減免を受けている状況である
ことから、今後もさらなる経営改善を進
め、独立した法人として経営が行われる
よう取組を進めていく必要があります。

併せて、新型コロナウイルス感染症の
影響については、市場取扱量の増減は経
営に影響を及ぼすことから、市や場内事
業者等と連携しながら、引き続き注視す
るともに、経営の効率化を進める必要が
あります。

１ 経営改善項目
場内事業者の利用ニーズを踏まえ、場

内外事業者への効果的な営業展開等に努
め、稼働率の向上、売上の確保を図ると
ともに、計画的な修繕や動⼒費の抑制等
により経費の削減を、継続してまいりま
す。併せて、経営の健全化に向けて、
「川崎冷蔵経営モニタリング委員会」を
継続し、「経営改善基本計画書」に基づ
き、効率的な運営に努めてまいります。
また、独立した法人として経営が行われ
るよう使用料の減免の見直しを進めると
ともに,機能更新を見据えて基本的な経営
の方向性について市と協議してまいりま
す。
２ 連携・活用項目

市⺠に安定的かつ効率的に生鮮⾷料品
等を供給する卸売市場の機能は、今後と
も大変重要で必要な機能です。当該法人
が、効率的で安定的な経営を確保しなが
ら、場内事業者等に対して冷蔵・冷凍保
管機能等のサービス提供や凍氷の製造販
売を行うことは、その機能の実現に大き
く寄与するものであることから、今後と
も連携・活用を図っていきます。

・市⺠に安定的かつ効率的に生鮮⾷料品
等を供給する卸売市場の機能は、今後と
も大変重要で必要な機能です。当該法人
が、効率的で安定的な経営を確保しなが
ら、場内事業者等に対して冷蔵・冷凍保
管機能等のサービス提供や凍氷の製造販
売を行うことは、その機能の実現に大き
く寄与するものであることから、今後と
も連携・活用を図っていきます。
・場内事業者の利用ニーズを踏まえ場内
外事業者への効果的な営業展開等に努め、
稼働率向上及び売上の確保を図るととも
に、計画的な修繕や動⼒費の抑制等によ
り経費の削減を引き続き行っていきます
・引き続き、「川崎冷蔵経営モニタリン
グ委員会」を開催し、「経営改善基本計
画書」に基づき、効率的な運営に努めて
まいります。
・当該法人が建設した３号棟冷蔵庫にか
かる借入金を、経営改善計画に基づき返
済を進めるとともに、市からの使用料の
減免については、令和６（2024）年度の
借入金の返済終了時に向けて、「川崎冷
蔵経営モニタリング委員会」での意見等
も踏まえ、独立した法人として経営が行
われるよう開設者と協議し見直してまい
ります。
・今後の経営にむけては、機能更新まで
の基本的な方針の作成に向けて取組みを
進めるとともに、北部市場の機能更新後
のあり方に向けて、独立した法人として
の対応を市と協議していきます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
産業振興財団

１ 法人の事業概要
川崎市産業振興会館、かわさき新産業

創造センター及びナノ医療イノベーショ
ンセンターを拠点に、市内産業の⾼度化
と地域産業、科学技術振興のための事業
を実施。
２ 法人の設立目的

⾼度情報化に対応するとともに、企業
間の情報交流の促進、技術開発及び産業
経済に関する調査研究、人材育成等を行
うことにより、川崎市内及び周辺地域に
おける産業の⾼度化と、地域産業の振興
を図り、もって地域の産業経済の発展に
寄与すること、また、先端的な医療分野、
薬学分野等における研究開発の推進、技
術移転、人材の育成等を産学公のもとに
行うことにより、医療、福祉の向上及び
産業経済の発展、さらに学術の進歩に寄
与することを目的とします。
３ 法人のミッション
（１）市内中小企業・ベンチャーの成⻑
を支援する総合的な相談支援サービスの
実施 （２）戦略的情報発信の実施
（３）指定管理者としての効果的・効率
的な川崎市産業振興会館及びかわさき新
産業創造センターの運営 （４）事業の
適切な執行と効率的・効果的な執行体制
の整備 （５）先端的な医療分野、薬学
分野等における研究開発の推進、技術移
転、人材の育成等を産学公のもとに実施
（６）キングスカイフロントのクラス
ター機能の活性化・発展を目指します。

１ 当該財団は、本市をはじめ関係機関
との緊密な連携を保持しながら、社会経
済環境の変化等を的確に捉え、複雑化す
る経済状況下における中小企業の産業競
争⼒の強化に向けて、⻑年にわたる中小
企業等への支援により蓄積された知見や、
これまでに構築したネットワーク等を活
用し、ネットワークの核となる中間支援
組織としての役割、中小企業へのコー
ディネートマッチング支援、起業及び新
事業の創出を支援する役割や市内中小企
業支援のワンストップサービス窓⼝とし
ての役割を担っています。
２ 川崎市産業振興会館の指定管理者と
して会館の適正かつ効率的な運用やかわ
さき新産業創造センターの指定管理者と
して創業・成⻑支援や新分野進出支援等
に努めています。
３ 本市が推進するライフイノベーショ
ンなど新しい分野の産業振興にも積極的
に参画し、ナノ医療イノベーションセン
ターを拠点として、先端的な医療分野、
薬学分野等における研究開発の推進、技
術移転、人材の育成に取り組むことで、
医療技術や福祉の向上、産業経済の発展、
学術の進歩に貢献していくとともに、市
内中小企業と同センターの研究開発機能
とのコーディネートを図ることにより、
市内中小企業を含む市内産業のさらなる
⾼度化を支援する役割を担っています。

１ 現状
（１）中小企業サポートセンターの登録
専⾨家を活用した市内中小企業・ベン
チャー等の経営支援のほか、創業支援、
新製品・新技術開発、海外展開支援など
様々な経営課題に対応しています。また、
社会経済環境の変化等に的確に対応し、
市や関係団体との連携を図ることなどに
より、組織⼒の向上等に繋げています。
令和2（2020）年度からは、キングスカ
イフロントのクラスター機能の活性化・
発展に資する事業を行っています。
（２）産業振興施設管理運営として、川
崎市産業振興会館及びかわさき新産業創
造センターの管理運営を行っています。
（３）ナノ医療イノベーションセンター
を管理・運営し、川崎市の進めるライフ
サイエンス分野の国際戦略拠点の中核を
担っています。
２ 課題
（１）効果的な中小企業支援を行うため
に事業間連携を進め、産業振興施設を適
切に運営します。また、ナノ医療イノ
ベーションセンターの持続的、安定的な
運営を確保していく必要があります。
（２）財務の安定性を確保するために財
団全体の収益性向上を目指すともに借入
金の返済財源を確実なものとしていく必
要があります。
（３）事業の実効性を⾼めるために継続
的な業務改善を推進するとともに職員を
育成・強化し、専⾨性を向上する必要が
あります。

１ 経営改善項目
多様な事業を効率的かつ効果的に実施

するために、組織での横の連携や業務の
改善等に取り組みます。安定的な事業運
営にむけては、産業振興施設管理運営に
おいては指定管理施設の利用増、研究開
発推進事業においては国等の補助金への
応募やiCONMでの共同研究や入居促進等
によって収益の確保を目指します。また、
オンラインでの支援や在宅勤務等の社会
環境の変化に対応した投資による生産性
向上を図りながらコストの管理を行いま
す。
２ 連携・活用項目
（１）当財団の強みを活かして幅広い業
種の市内中小企業・ベンチャーの成⻑を
支援する「総合的な相談サービス」を提
供します。
（２）川崎市産業振興会館及びかわさき
新産業創造センターの指定管理事業の効
率的な管理・運営を行います。
（３）ナノ医療イノベーションセンター
事業は、施設の効率的な管理・運営を行
いながら医療・薬学分野における研究開
発を推進し、オープンイノベーションに
よりスマートライフケア社会の実現に向
けた社会実装を目指します。

１ ビジネスにおけるオンラインの活用
やDXへの取組など、ウィズコロナ・ポス
トコロナ社会への変化に市内企業・産業
が適切に対応できるよう、事業間の連
携・連絡体制を強化し、様々な支援施策
のメニューを総合的に活用して、中小企
業・ベンチャー支援を効果的に実施しま
す。また、キングスカイフロントのエリ
ア価値の向上に努めます。
２ 指定管理施設である川崎市産業振興
会館及びかわさき新産業創造センターは、
当該財団の他の事業との連携を更に進め
ることにより事業の効果を⾼めるととも
に、引き続き効率的な運営に努めます。
３ ナノ医療イノベーションセンターに
ついては、引き続き基礎研究と社会実装
を進めるとともに、更なるイノベーショ
ンの創出に向けて支援体制の強化に努め
ます。
４ 財団全体として、産業振興施設管理
運営においては指定管理施設の利用増、
研究開発推進事業においては国等の補助
金への応募やiCONMでの共同研究、入居
促進等によって収益の確保に努めるとと
もに業務システム等への効率的な投資と
コストの管理を行います。
５ 継続的な業務改善と並行して事業運
営に必要な組織体制の構築を推進すると
もに、中小企業支援スキルの向上や事業
実施に必要な資格取得を支援することに
より職員の能⼒開発に努めます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標

川崎市信用保証
協会

１ 法人の事業概要
市内中小企業者等の金融円滑化を図る

ため昭和23年に設立された｢信用保証協会
法｣に基づく公的機関で、中小企業者等が
金融機関から事業資金の融資を受ける際、
その保証人となります。
２ 法人の設立目的

中小企業者等のために信用保証の業務
を行い、もってこれらの者に対する金融
の円滑化を図ることを目的とします。
３ 法人のミッション

信用保証協会は、事業の維持・創造・
発展に努める中小企業者等に対して、公
的機関として、その将来性と経営⼿腕を
適正に評価することにより、企業の信用
を創造し、「信用保証」を通じて、金融
の円滑化を図るとともに、相談、診断、
情報提供といった多様なニーズに的確に
対応することにより、中小企業者等の経
営基盤の強化に寄与し、もって中小企業
者等の振興と地域経済の活⼒ある発展に
貢献します。

信用保証協会は、中小企業者等の金融
の円滑化を図る信用補完制度の中⼼的役
割を担うため、信用保証協会法に基づき
設置されている認可法人です。「川崎市
中小企業融資制度」の実施にあたり、中
小企業者等が金融機関から貸付を受ける
際の債務を保証する他、経営支援・再生
支援等中小企業の経営環境を整備するこ
とにより、地域経済の活性化、産業振興
等に寄与しています。

１ 現状
・令和２（2020）年初頭から感染拡大した
新型コロナウイルス感染症の影響により、
厳しい経営状況にある中小企業者等に対し
当協会ではセーフティネット機能を発揮し、
令和２年５月に創設された川崎市新型コロ
ナウイルス感染症対応資金等の保証制度に
よる資金繰り支援に取組みました。令和２
年度は、各種政策の効果もあって、企業倒
産が低く抑えられ、当協会の代位弁済も前
年度より減少しました。しかしながら、コ
ロナ禍の終息が不透明な状況であり、中小
企業にとって厳しい状況が続いていること
から、協会においても代位弁済の増加が懸
念されます。
・そのような中で、協会は、厳しい経営環
境にある中小企業者等への金融支援や、ポ
ストコロナに向けた、中小企業者等の経営
改善のための経営支援を図る役割も求めら
れています。
・また、中小企業者等や金融機関に信頼さ
れる体制を維持強化するために、安全で効
率的な資金運用や回収の最大化、経費の節
減による経営基盤の強化が求められます。
・なお、経済状況の変化に適切に対応する
ため、信用保証協会法に基づく通知により
策定する中期事業計画及び年度経営計画に
おける計画値に適宜修正します。
２ 課題
・信用保証協会と金融機関の緊密な連携に
よる、創業支援・経営改善・生産性向上・
事業再生・事業承継等の各種支援の強化を
図ること
・中小企業者等の経営状況に応じた多様な
資金需要への的確な対応をすること
・大規模な経済危機や災害時など、中小企
業者等が支援を必要とする際の迅速かつ的
確な対応をすること
・総合的中小企業支援機関としての役割を
果たすための優れた人材の確保及び育成を
すること
・経営基盤の強化を図ること

１ 経営改善項目
コロナ禍において厳しい状況にある中

小企業者等からの資金需要に応えるため、
安定的な収入の確保や経費の削減に努め、
効率的・安定的な事業執行の確保に努め
るとともに、組織体制及び機能の強化を
図り、職員の育成・強化を進めることで、
より機能的な組織体制の構築を進めます。

・信用保証事業
・回収事業
・財務基盤の強化
・信用補完制度の適切な運営

２ 連携・活用項目
（１）将来に渡って中小企業者等の発展
を支えるため、市及び取扱金融機関と協
調して実施している「川崎市中小企業融
資制度」の円滑な運用を行います。
（２）また、企業の発達状況や事業の継
続性に応じた多様な支援や、SDGｓ・働
き方改革等社会情勢に応じた支援を通じ、
地域経済活性化のための取り組みを推進
します。

１ 中小企業者等の経営改善・生産性向
上に向けた取組の推進

厳しい経営環境にある中小企業者等の
経営改善・生産性向上を促すため、金融
機関と連携・協調して中小企業者等の安
定的な資金調達を支援します。
２ 経営支援に関する取組の推進

厳しい経営環境にある中小企業者等の
経営状況に応じたきめ細やかな対応が求
められていることから、金融機関と連
携・強調した経営支援に取り組みます。
３ 地方創生等への貢献を果たすための
取組の推進

市内中小企業者等の金融円滑化を図る
中小企業支援機関として、川崎市や関係
機関との連携を進め、地域経済活性化の
ための取り組みを推進します。
４ 回収の最大化に向けた取組の強化

求償権の管理回収は、信用補完制度の
維持やモラルハザードの防止、事業再生
支援等の側面も併せ持つ協会の重要な業
務であることから、効率性を重視しつつ
その最大化に取組みます。
５ 利用者から信頼される体制の維持・
強化

中小企業者等や金融機関にとって頼り
になる支援機関であり続けるため、職員
の能⼒向上や広報活動の充実を図るとと
もに、透明性の⾼い業務運営を行います。
また、適切な収入確保と経費の抑制に努
めるとともに安全で効率的な資金運用に
より、収益確保に努め経営基盤の強化を
図ります。

３ 方針案の策定状況
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎・
横浜公害保健セ
ンター

１ 法人の事業概要
・公害健康被害被認定者の閉そく性呼吸器
疾患に係る検査、検診に関すること
・被認定者の保健福祉に関すること
・被認定者の療養に係る資料の収集及び管
理に関すること
・被認定者の応急医療に関すること
・広く市⺠に対する大気汚染等による呼吸
器疾患に伴う健康被害の予防に関すること
・その他目的を達成するために必要な事業
２ 法人の設立目的

川崎市⻑及び横浜市⻑が認定した公害健
康被害被認定者の健康の回復及び福祉の向
上を図るとともに、川崎及び横浜両市⺠の
大気汚染に係る健康被害の予防に寄与する
ことを目的としています。
３ 法人のミッション
・川崎・横浜公害保健センターは、川崎・
横浜両市の公害健康被害被認定者の健康の
回復及び福祉の向上を図るとともに、広く
川崎・横浜両市⺠の大気汚染に係る健康被
害の予防に寄与する専⾨施設として設立さ
れたものです。
・両市の公害健康被害被認定者の医学的検
査を行うことにより認定審査の公平性を担
保するとともに、被認定者に保健福祉事業
を行い、更には広く市⺠に呼吸器疾患に係
る予防事業を行うことにより、両市におけ
る環境保健事業の効果的推進に寄与してい
ます。

川崎・横浜公害保健センターは、公害
健康被害に係る専⾨的施設として設立さ
れ、被認定者への医学的検査やリハビリ
テーション事業、また市⺠に対する呼吸
器健康相談事業を実施することにより、
被認定者の健康の回復及び福祉の向上と、
広く市⺠への呼吸器疾患の予防を図って
いることから、本市の環境保健事業を推
進する役割を担っています。

１ 現状
・公害健康被害の新規認定が昭和
63(1988)年３月の第1種指定地域の指定
解除により既に終了し、被認定者も年々、
減少しており、検査・検診事業が減収傾
向にあると言えます。
・組織面では、令和元年度に正規職員が
定年となり、在職している職員は、嘱託
職員及びパート職員です。
２ 課題
・被認定者数は減少傾向にあるものの、
40〜50代の被認定者が多数存在しており、
公害保健センターが担う役割は今後も継
続して必要とされています。
・また、公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律第14条に基づく収
支相償を勘案しつつ収支均衡に努め、保
健福祉事業や健康被害予防事業を充実さ
せることが求められます。
・組織面では今後、職員間の円滑なチー
ムワークを向上させるとともに、緊急時
の執行体制を構築し、安定した事業継続
を図る必要があります。

１ 経営改善項目
今後は、収支相償を勘案しつつ収支均

衡に努め、保健福祉事業や健康被害予防
事業の委託事業の増加の検討と事業実施
⼿法を含めた執行体制を確立するほか、
少人数職員による効率的・安定的な事業
運営を行い、各事業に参加した方々に満
⾜いただけるような事業内容の充実を図
ります。
２ 連携・活用項目
・公害保健センターの主な設立目的は、
公害健康被害被認定者の健康の回復及び
福祉の向上と、市⺠への大気汚染による
呼吸器疾患に伴う健康被害の予防となっ
ています。
・特に、被認定者の医学的検査結果を基
に判断する認定審査においては、公平性
の確保が重要であるため、客観的事実に
基づいたデータ収集に注目しながら検査
を実施しています。
・また、呼吸機能訓練等の保健福祉事業
の実施や、呼吸器健康相談等の健康被害
予防事業の実施により、公害保健セン
ターが本市の環境保健事業の一翼を担っ
ていることから、今後も当法人と連携し、
本市環境保健事業を推進していきます。

・公害健康被害被認定者の医学的検査を
行うことで、本市における認定審査の公
平性を担保するとともに、被認定者に保
健福祉事業を実施し健康の回復と福祉の
向上に寄与すること、また、広く市⺠に
対して呼吸器疾患に伴う予防事業等を行
うことにより、環境保健事業の効果的な
推進に寄与することを目標にしています。
特に、被認定者の医学的検査、認定更新
や障害程度の見直し等については、専⾨
性が⾼く、⻑年にわたる医学的データが
蓄積されていることから、被認定者の専
⾨施設として当法人を今後も活用してい
くことが効果的です。
・今後、被認定者が減少していく中で、
検査・検診事業が減収傾向となる一方、
相対的な固定費の割合の増加が見込まれ
ることから、呼吸機能訓練等の保健福祉
事業や呼吸器健康相談等の健康被害予防
事業に注⼒する必要があります。
・委託事業等の事業実施⼿法を含めた執
行体制の確立とチームワークの向上によ
り安定した事業運営を行い、各事業に参
加した方々に満⾜いただけるような事業
内容の充実を図ります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
シルバー人材セ
ンター

１ 法人の事業概要
市内の一般家庭や公共・企業などから

⾼年齢者向きの仕事を受注し、これを生
きがいや健康のために働きたいという⾼
年齢者に就業の場として提供する事業な
どを行います。また、川崎市葬祭場の指
定管理者として管理運営業務を行います。
２ 法人の設立目的

健康で働く意欲を持つ⾼齢者の希望に
応じた臨時的かつ短期的な就業又はその
他の軽易な業務に係る就業機会を確保し、
⾼齢者の生きがいの充実、福祉の増進並
びに社会参加の推進を図り、もって⾼齢
者の能⼒を活かした活⼒ある地域社会づ
くりに寄与するとともに、あわせて市⺠
サービスの向上に寄与することを目的と
します。
３ 法人のミッション

⾼齢者のための臨時的かつ短期的な就
業及びその他の軽易な業務に係る就業等
を通じて、⾼齢者の生きがいの充実、福
祉の増進及び社会参加の推進を図るため
に必要な事業を行います。また、指定管
理者として、川崎市が設置する葬祭場を
円滑かつ適切に運営します。

⾼齢化の継続的な進展により、超⾼齢
社会を迎える中、⾼齢者が培ってきた知
識や経験を活かして、⾝近な地域の社会
活動に参加することの重要性が増してい
る状況にあります。

シルバー人材センターは、働く意欲の
ある⾼齢者の就業機会の確保、就業を通
じた生きがい・健康づくりの促進、社会
参加の場の提供等を通じて、⾼齢者の社
会活動を促進する役割を担っています。

また、葬祭場の運営には、施設の用
途・特性を踏まえた、公益性・永続性の
確保が求められることから、公益財団法
人として適切な運営を確保するとともに、
施設の管理運営を担うことにより、⾼齢
者を対象とした新たな就業機会の確保を
通じ、市⺠サービスの向上が見込まれて
います。

1 シルバー人材センター事業の現状
シルバー人材センター事業は、「自

主・自立・共働・共助」の理念のもと、
６０歳以上の健康で働く意欲のある⾼齢
者に地域に、密着した臨時的かつ短期的、
その他の軽易な作業を家庭、企業、公共
団体から受注し、会員に提供することに
より、より多くの⾼齢者の方に働くこと
を通して健康的に生きがいを持って地域
に貢献してもらうことを目的として始ま
りました。

その後、本格的な⾼齢社会を迎え、少
⼦⾼齢化による生産年齢人⼝の減少が続
く中、年金の支給開始年齢の引き上げや、
企業等における定年延⻑など、⾼齢者を
取り巻く環境が多様化したことで、就業
能⼒の⾼い会員を確保することが困難に
なったことに加え、安定した労働⼒を提
供することが求められ、適正就業の推進
や新型コロナウィルス感染症による影響
もあって、契約金額が減少しております。

また、経費や人員等の面から３事務所
体制の維持が困難な状況となってきてい
ます。
２ シルバー人材センター事業の課題

職員のスキルアップ等による効率的な
事業推進体制を図ること、登録会員数の
増加及び受注増よる契約金額の増額を最
優先課題としています。
３ 葬祭場運営事業の現状

かわさき北部斎苑の大規模改修工事も
完了し、工事期間中制限していた火葬受
入れ件数が従前の件数に戻ったため、概
ね火葬需要に対応している状況です。
４ 葬祭場運営事業の課題

⾼齢者人⼝の増加に伴い、今後更なる
火葬需要の増加が見込まれることから、
火葬受け入れ件数の増加への対応が必要
となります。

１ 経営改善項目
限られた経営資源を効果的・効率的に

活用するため、職員のスキルアップによ
り、効率的な事業推進体制の構築に努め
るとともに、３事務所のうち、中部及び
北部事務所を統合し、２事務所体制とす
ることで固定経費等の運営コスト削減を
目指します。また、市及びシルバー人材
センター、だいＪＯＢセンター、キャリ
アサポートかわさきとの情報交換会を通
じて、関係機関相互の連携を図りながら、
シルバー人材センターの特徴である「臨
時的かつ短期的、その他の軽易な仕事」
を希望する⾼齢者に対しての就労を促進
することなどを通じて、契約金額の増額
を図ります。
２ 連携・活用項目

シルバー人材センター事業の認知度向
上に向けた広報活動を強化します。また、
会員になり得る⾼齢者の掘り起こしを行
うとともに、他センターと比較して、契
約金額の公⺠比率が低率であるため、川
崎市などの公共団体部⾨を中⼼に就業開
拓活動をしていきます。

葬祭場運営事業については、市及びシ
ルバー人材センター・富士建設工業共同
体において、定期的な会議等を通じ緊密
な連携を図るとともに、火葬需要の増加
への対応に向けて、南北斎苑の連携によ
る受入れ体制の確保や、組織運営体制の
維持を図ります。

川崎市シルバー人材センター「第3期基
本計画（令和2年〜令和6年度）」を基本
とした事業活動を展開し、組織体制の整
備、職員の資質向上等に努めつつ、シル
バー人材センターの認知度向上及び登録
会員数、就業者数の増加を図ります。

また、他都市と比較して低率となって
いる公共団体部⾨を中⼼に、訪問営業活
動などの就業開拓に取り組むことで、契
約金額の増額を図り、正味財産の適正な
水準を保持してまいります。

葬祭場運営事業については、火葬件数
の確保を図り、葬家や葬祭事業者等の斎
苑利用者に対して、一層の利便性やサー
ビスの向上に努めてまいります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
⾝体障害者協会

１ 法人の事業概要
⾝体障害者団体に対する組織活動の
推進事業、⾝体障害者の福祉事業、
地方公共団体からの受託事業及び指
定管理事業、⾝体障害者スポーツ及
び文化活動の促進に関する事業、障
害者・児に関する第2種社会福祉事
業、その他この法人の目的を達成す
るのに必要な事業
２ 法人の設立目的
川崎市内の⾝体障害者に対する援護
と福祉に関する事業を行い、⾝体障
害者の自立更生及び社会参加と福祉
向上に寄与することを目的とします。
３ 法人のミッション
全国的に⾝体障害者団体は、⾼齢化
や参加者の減少という共通の課題に
直面しています。一方で、川崎市に
は多くの流入人⼝があります。老若
男女を問わず、障害をお持ちの方々
がイベント等に参加いただくことに
よって、社会参加の機会を提供する
とともに、団体の活動を交え、各種
事業を展開することで⾝体障害者の
福祉の向上を図るものです。

川崎市の⾝体障害者福祉事業にお
ける実施体制の中核として、団体の
育成、障害者理解促進のための普
及・啓発、地域生活支援及び社会参
加推進等を行うことを通じて、市内
の⾝体障害者福祉の充実・発展と、
「完全参加と平等」の理念に基づく
⾝体障害者の地域社会での自立と社
会参加の支援に寄与しています。

また、市内の⾝体障害者の自立更
生と福祉向上のため、⾝体障害者に
対する援護と福祉に関する事業を行
う法人としての役割を担うとともに、
障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービスの拡充など自主財源の確保
に努め、引き続き経営改善を進めま
す。

さらに、市内に在住、在勤、在学
の障害者に対して、部局の枠組みに
とらわれることなく、その成⻑を促
す取り組みを通じて市⺠とともに、
存在意義を⾼めていきたいと考えま
す。

１ 現状
市内における⾝体障害者福祉の充

実・発展及び障害者のニーズに対応
するため、⾝体障害者に対する福祉
事業、障害者社会参加推進事業、川
崎市中部⾝体障害者福祉会館事業
（以下「中⾝館」）等を実施してい
ます。
２ 課題

課題としては、⾼齢化の影響が当
法人にも及んでおり、会員数の減少
等の事態を招いており、法人の活性
化や一層の福祉の向上のためにも会
員の拡大(非加盟団体・非会員障害者
の取り込み)を行う必要があります。

また流入人⼝が多くある川崎市に
おいては、既存の枠組みだけでは新
たなニーズに対応できなくなってい
る側面もあり、より効果的・効率的
な事業の実施が求められています。

経営面については、職員の資質向
上により提供するサービスの質の向
上を図りながら、同時に提供する各
種サービスの安定化・拡充により、
より収益的な経営基盤の構築を図り
たいと考えており、中期的な課題と
して向き合い、取り組むことによっ
て、当法人自⾝の成⻑を図っていき
たいと考えます。

１ 経営改善項目
安定的に各種サービスが提供される
ように、意欲ある優秀な職員の育成
に取り組み、同時に引き続きコスト
意識を持ちつつ収益の改善を図り、
安定的な経営となるよう努めてまい
ります。
２ 連携・活用項目
障害者スポーツに関しては障害者や
市⺠が持てる能⼒を発揮できる環境
や機会の提供に努め、生活訓練にお
いては広報周知や会場確保などに努
め、これらの取組を通じて広く市⺠
に障害者スポーツや生活訓練等の機
会の提供ができるよう関係機関とよ
り一層の連携を図ってまいります。
また川崎市福祉キャブ運行事業や地
域相談支援センターすまいるにおけ
る利用数や利用者満⾜度の向上、中
⾝館における貸し会議室の利用向上
やサークル活動の活性化、同作業室
における利用の向上等に取り組み、
障害者福祉や地域福祉に一層寄与で
きるよう取り組んでまいります。

・生活訓練等事業などの障害者の社
会参加のための事業の充実
・障害者スポーツの更なる普及・促
進のための、スポーツ大会等への参
加増や障害者スポーツ協会の基盤整
備
・福祉キャブ運行事業における顧客
満⾜度の向上
・相談支援センターすまいるにおけ
る相談体制の向上
・中⾝館管理部⾨における事業（貸
し会議室の提供・講習会の実施等）
の充実
・中⾝館作業室における利用の向上
・職員研修を通じた職員の資質向上
や各種資格保有者の増加、及び職員
が働きやすい環境整備
・収益事業を中⼼とした収益の改善

22



次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（一財）川崎市
⺟⼦寡婦福祉協
議会

１ 法人の事業概要
生活支援事業、自立促進事業 交

流促進事業、地区⺟⼦寡婦福祉会の
育成、研修会の開催、職業紹介事業、
物資の販売並びに自動販売機及び売
店の設置運営、調査研究事業、その
他⺟⼦家庭等に対する総合的な支援
等
２ 法人の設立目的

⺟⼦家庭及び寡婦の福祉に関する
調査及び研究並びに⺟⼦家庭及び寡
婦に対する必要な援助を行うことに
より、川崎市内の⺟⼦家庭及び寡婦
の自立の促進と生活の安定を図り、
もって福祉の増進に寄与することを
目的とします。
３ 法人のミッション

川崎市内の⺟⼦家庭及び寡婦の福
祉のため地域で活動する地区⺟⼦寡
婦福祉会の育成を図りながら、⺟⼦
家庭及び寡婦 に対する生活援
護、自立促進対策を行うほか、⺟⼦
家庭及び寡婦の福祉に関する調査研
究及び各種研修会の開催、啓発広報
等の事業を行います。

当該法人は、⺟⼦⽗⼦寡婦福祉法
に規定された市内唯一の⺟⼦、⽗⼦
及び寡婦の福祉団体であり、⻑い歴
史の中で⺟⼦⽗⼦寡婦福祉の専⾨知
識を蓄積していることから、当該分
野の本市施策の一部について受託団
体として実施するとともに、市が実
施に至っていない事業を自主事業と
して主体的に実施するなど、市の施
策推進の一翼を担っています。また、
９地区の福祉会を包含していること
から、地域に密着した事業推進を可
能としています。

一般財団法人に移行後も、法人の
目的・趣旨には、公益性が強いため、
⺟⼦・⽗⼦福祉団体として本市との
施策上の関係性を維持し、「法人の
自立化」と「施策上の役割強化」を
両立させていきます。

また、⺟⼦・⽗⼦福祉団体は、生
み出した収益を福祉に還元すること
が目的であるため、法人が生み出す
収益を有効活用し、法人の事業拡充
を図り、ひとり親家庭及び寡婦の支
援を強化し、⺟⼦⽗⼦寡婦福祉の向
上に還元していきます。

１ 現状
・生活・就労相談事業における個々の相
談内容については、ひとり親家庭となる
経緯が様々であり、また新型コロナウィ
ルス感染拡大等の社会情勢の変化に伴い
多様化しています。
・ひとり親家庭については、その生活環
境から職種や雇用条件等が特に限定され
ることもあり、依然厳しい雇用状況にあ
ります。
・地域活動については、⻑年における地
域ネットワークを活用しながら実施して
おり、参加者の満⾜度も比較的⾼いです。
・法人の収益事業の一つである川崎市南
部斎苑及び川崎市北部斎苑で実施してい
る売店事業については、新型コロナウィ
ルスの感染拡大以降の社会状況の変化に
より、販売収益が大幅に悪化しています。
・多様化するニーズや事案に対応するべ
く、更なる関係機関との連携、専⾨知
識・能⼒の向上が求められています。
２ 課題
・ひとり親家庭における相談内容の多様
化により、支援相談における対応が困難
化しています。
・ひとり親家庭における雇用状況が厳し
い中、経済的自立に向けて、より効果的
な就労支援が必要です。
・効果的な地域活動を実施する一方、現
在、若い世代の組織離れ等の傾向により、
法人会員数が近年横ばい傾向です。
・新型コロナウィルス感染症の拡大以降、
斎苑売店事業の収益が大きく悪化してお
り、法人の財産額が減少している状況を
踏まえ、改善のための取組を早急に進め
る必要があります。
・社会情勢が変遷するなかでひとり親家
庭等を取り巻く現状を踏まえ、課題や
ニーズを把握した適切な対応を行うため
に、専⾨知識の習得と資質向上に努める
必要があります。

１ 経営改善項目
・収益事業について、⻑期的な収益
の確保に向けて今後の収益事業の在
り方も含め検討します。
・多様化するニーズや事案に対応す
るべく、外部研修への参加等により
職員の資質向上を図ります。
２ 連携・活用項目
・生活相談や就労相談について、相
談員の専⾨知識及びスキルの向上や
関係機関との連携により、効率的か
つ効果的な対応を行います。
・生活支援や就労支援について、
ニーズを捉えた講習を的確に実施し
ながら、利用者への効果的な支援を
行います。
・地域活動について、主に若い世代
のひとり親家庭に向けた広報や交流
事業を強化し、会員の確保や地域活
動の活性化に繋げます。
・ひとり親家庭等に関する専⾨知識
や地域の情報等を共有し、市と法人
双方の支援体制の連携・強化を図り
ながら、効果的に事業を進めていき
ます。
・その他、国の動向や社会状況等を
踏まえながら、適宜関係機関との連
携・調整を行っていきます。

１ 施策の推進に向けた事業計画と
して、主に次の事業における取組を
実施し、支援の効果等についての向
上又は維持を図ります。
・生活支援事業において、生活相談
の適切な対応や効果的な生活支援講
座を実施することで、ひとり親家庭
の生活⼒の向上を図ります。
・自立支援事業において、就労相談
に対しては、ニーズに応じ関係機関
と連携しながら適切に対応するとと
もに、効果的な資格や技能の取得に
向けた就業支援講習を実施し、ひと
り親家庭の将来の安定した自立の促
進を図ります。
・地域活動推進事業において、会員
確保に向けた取組や地区⺟⼦寡婦福
祉会を通じた地域活動や交流を促進
し、地域⼒の向上を図ります。
２ 経営健全化に向けた事業として、
主に斎苑の売店事業等の収益事業に
おいて、法人の事業執行や運営に必
要な収益の確保を図ります。
３ 業務・組織に関わる計画として、
主に法人職員の専⾨意識の向上やス
キル習得等の取組を推進し、法人組
織の支援体制の強化を図ります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（一財）川崎市
まちづくり公社

１ 法人の事業概要
「川崎市のまちづくりと一体と

なり、良好な都市環境の形成を図
り、市⺠生活の向上に寄与す
る。」ことを経営の基本方針とし、
定款に基づいて実施している事業
を次の４つに分類して基本目標と
して定め、個別事業を推進してい
ます。
(１)各拠点地区におけるまちづく
りを支える施設の整備・運営
(２)川崎市が進める公共施設等の
建設や適切な維持管理ヘの支援
(３)市⺠等の良質な資産形成を支
援し、良好な都市環境の形成への
寄与
(４)市⺠が安⼼して暮らせる住ま
い、まちづくりへの支援
２ 法人の設立目的・ミッション

川崎市における良好な都市環境
の形成に関する調査・研究、都市
環境に適した施設の整備等を行う
ことにより、活⼒に満ちた魅⼒あ
るまちづくりの推進を図り、もっ
て市⺠生活の向上に寄与すること
を目的としています。

都市諸施設の管理運営事業（再
開発事業等に関連して取得した施
設の管理運営等）、公共施設等整
備・設計・監理・建設業務（公共
建築物等の改修、補修工事の設計、
工事監理業務の委託）、住宅・マ
ンション管理相談等住宅情報提供
事業（ハウジングサロンにおける
住宅・マンション管理相談、専⾨
アドバイザーの派遣等）等を通じ、
活⼒に満ちた魅⼒あるまちづくり
の推進を図ります。

１ 現状
(１)所有施設の良好な稼働

所有するオフィスビル、集合住宅、商業施設、
ホテルの入居率、稼働率は⾼い水準を達成して
おり、街の活性化に資するとともに、安定した
賃料収入を確保しています。これによって、借
入金の返済及び施設の大規模修繕のための積み
立てを計画的に実施しています。
(２)公共施設等の適切な維持管理の支援

市のパートナーとして、公共施設等の建設、
維持保全業務を受託し、市の施策推進を支援し
ています。
(３)ハウジングサロンの運営

市の住宅政策に基づく取り組みとして、一般
住宅相談、マンション管理相談、住宅関連の図
書の閲覧などを行っており、多くの市⺠やマン
ション管理組合から多数の相談を受けています。
また専⾨家を講師としたマンション管理基礎セ
ミナーを年２回開催し、参加者から⾼い満⾜度
を得ています。
(４)効率的、効果的な運営

市の出資する一般財団法人として、公共的機
関の持つ安定性と信頼性、⺠間企業が持つ柔軟
性と機動性を活かして、公益的事業を効率的か
つ効果的に推進し、自立した経営を実現してい
ます。
２ 中期的課題
(１)所有施設の適切な維持・管理

各拠点におけるまちづくりを支える施設を良
好な状態に保ち、現在の⾼い入居率を確保して
いくことが重要です。そのため、テナント等の
状況を把握し満⾜度を⾼める対応をするととも
に、計画的に大規模修繕等を行っていきます。
(２)借入金の計画的返済

当公社の⻑期借入金は、令和２(2020)年度末に
おいて約123億円であり、これを令和22(2040)年
度に完済する返済計画を策定して実行している
ところです。
(３)技術⼒の維持・向上

公共施設等の建設関係業務や所有施設の管理
を行っていくため、⾼い技術⼒、知識、経験を
有する組織を維持し、人材の確保・育成をして
いきます。

１ 経営改善項目
・⻑期借入金の計画的返済
・自己資金で賄う大規模修繕工事
・技術⼒の維持・向上、人材の確
保・育成
２ 連携・活用項目

個性と魅⼒にあふれた利便性の⾼
い地域生活拠点等の整備推進、安⼼
して暮らせる住宅・住環境の整備と
既存ストックの有効活用の推進、良
質な公共建築物の整備と⻑寿命化の
推進など市の施策を実施する上で、
適宜連携・活用を行います。

・都市諸施設の管理運営、計画的修
繕の実施、⾼い入居率・稼働率の保
持
・市の進める公共施設の適正な維持
管理の支援、業務の受託
・住宅相談、マンション管理相談の
継続
・⻑期借入金の計画的返済、有利⼦
負債比率の計画的な削減と主要な売
上⾼の維持
・技術⼒の維持・向上、人材の確
保・育成
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
川崎市住宅供給
公社

１ 法人の事業概要
（１）住宅の積立分譲を行うこと。
（２）住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡
を行うこと。
（３）住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その
他の管理及び譲渡を行うこと。
（４）市街地においてこの地方公社が行う住宅
の建設と一体として商店、事務所等の用に供す
る施設の建設を行うことが適当である場合にお
いて、それらの用に供する施設の建設、賃貸そ
の他の管理及び譲渡を行うこと。
（５）住宅の用に供する宅地の造成とあわせて
学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を
行うことが適当である場合においてそれらの用
に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲
渡を行うこと。
（６）この地方公社が賃貸し、又は譲渡する住
宅及びこの地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅
地に建設される住宅の居住者の利便に供する施
設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこ
と。
（７）前各号に掲げる業務に附帯する業務を行
うこと。
（８）水面埋立事業を施行すること。
（９）前各号に掲げる業務の遂行に支障のない
範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸そ
の他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理
並びに市街地においてみずから又は委託により
行う住宅の建設と一体として建設することが適
当である商店、事務所等の用に供する施設及び
集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する
施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。
（１０）公営住宅法(昭和26年法律第193号)に
基づき公営住宅又は共同施設の管理の一部につ
いて事業主体に代わって行うこと。
２ 法人の設立目的

住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立
分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅
及びその用に供する宅地を供給し、もって住⺠
の生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること
を目的としています。
３ 法人のミッション

安全・安⼼な暮らしを支える住まい・まちづ
くりを通じて、活⼒ある地域社会の実現に向け
た貢献をすることです。

川崎市住宅基本計画において、公的団
体として市⺠や事業者等の信頼があり、
ノウハウを有するため、住宅政策を市と
連携して実施する重要なパートナーとし
て、住まいや住環境の質の向上に向けた
先導的な取組を実施することが期待され
ており、主に次の４つの役割があります。
１ 住宅事業者としてのノウハウを活か
したコーディネーターとして、また、地
域に根差した実施主体として、住まいに
関する施策を推進する役割
２ 住まいに関する取組におけるNPO等
の活動を支援し、育成を図るため、NPO
等と連携して事業を行うことや、事業委
託、研修支援等を行う中間支援組織とし
ての役割
３ 様々な分野の多様な主体による取組
を効果的・効率的に実施する上での、⺠
間事業者のみでは実現が難しい、異なる
業種・団体・主体間のコラボレート機能
としての役割
４ 健全な住宅市場の育成に向け、広く
各専⾨家やNPO等と連携し、専⾨家等が
持つノウハウや情報を収集、発信する住
情報拠点としての役割

また、新型コロナウイルス感染症等の
影響により、住宅困窮者が増えていると
ともに、今後30年程度は、低所得者や⾼
齢者などの住宅確保要配慮者数が⾼い水
準で推移していく状況が見込まれており、
今後も引き続き、川崎市の住宅政策の一
翼を担い、地域に根差した住宅やまちづ
くりのノウハウを有する事業者として、
住宅を必要とする市⺠に対し、安全・安
⼼な住まいを提供していくことが重要と
なります。

１ 現状
（１）住宅政策実施のパートナーとしての役割

市の住宅政策実施のパートナーとして、市営住
宅の管理代行業務やすまいの相談窓⼝業務等を市
より受託して事業を実施しています。受託事業に
ついては、適正な業務執行や事務の効率化、市⺠
サービスの向上などを目指し、業務を実施してい
ます。市営住宅の管理代行については、令和４
（2022）年度から新たに５年間の管理代行の協定
を締結する予定となっています。
（２）賃貸住宅の適切な管理

住宅供給公社は、賃貸住宅の管理者として、公
社所有賃貸住宅や⺠間所有者より管理受託を受け
た賃貸住宅の管理を行っています。管理している
住宅は、住宅を必要としている市⺠に対して供給
を行い、適切な管理を行っています。
（３）財務状況について

現在、公社の財務状況は健全であり、出資法人
に求められる「自主的・自立的な経営」を実現し
ています。
（４）組織体制について

組織については、各事業の業務内容や人員構成
等を踏まえ、組織の見直しと人事異動を毎年実施
し、組織の活性化を図っています。また、職員の
育成については、住宅供給公社独自の人材育成計
画や人事評価制度を導入し、計画に基づいた研修
や職員ひとりひとりの評価を実施することで、職
員の人材育成を進めています。
２ 課題
（１）市営住宅については、令和４（2022）年度
から５年間の管理代行制度の継続が決定している
が、これからの市営住宅の管理に求められる新た
な取組も示されているため、住宅供給公社も市と
連携をしながら取り組む必要があると認識してお
ります。また、管理代行に係る各種の事務につい
ては、更なる効率化に向け、見直しを図っていき
ます。
（２）公社所有賃貸住宅については、現在⾼い入
居率を維持しておりますが、入居率を維持するた
めにも、建物の保全工事（大規模修繕工事等）を
適切な時期に実施するとともに空家対策（設備の
リニューアルやリノベーション等）を実施してい
く必要があると認識しています。
（３）公社の財務状況は健全でありますが、今後
も現状の維持と公社事業の一層の効率化が必要と
考えています。

１ 経営改善項目
（１）賃貸住宅管理事業をはじめ
とした各事業の実施による安定し
た収益の維持
（２）住宅供給公社が策定した人
材育成計画及び人事評価制度の推
進による職員の人材育成
２ 連携・活用項目
（１）川崎市営住宅の管理代行に
よる適切な管理の維持、市⺠サー
ビスの向上、これからの市営住宅
の管理に求められる新たな取組の
実現に向けた取組実施
（２）パートナーシップ事業の実
施による市の施策の推進と多方面
への展開

「川崎市住宅基本計画」に位置づ
けられた公社の役割を踏まえ、「市
営住宅管理事業」「パートナーシッ
プ事業」「賃貸住宅管理事業」を効
率的かつ効果的に実施します。
・川崎市の管理代行者として適切な
入居管理を行いながら、住宅管理事
務の効率化や市⺠サービスの向上に
取り組みます。また、これからの市
営住宅の管理に求められる新たな取
組の実現に向け、市と連携しながら、
「市営住宅管理事業」を推進します。
・市や専⾨家団体（宅建団体等）と
の連携を行いながら「パートナー
シップ事業」の推進を図ります。
・「賃貸住宅管理事業」については、
適切な建物管理を行うことで管理物
件の⾼い入居率を維持し、経営基盤
の充実・強化を図ります。

経営面や組織に関しては、安定的
な収益確保や個人情報資産の適切な
管理に努めるとともに、人材育成計
画や人事評価制度を活用して人材育
成を推進していきます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
みぞのくち新都市
（株）

１ 法人の事業概要
溝⼝駅周辺の地域経済活性化の

ため、「再開発ビルの管理・運営
並びにこれに関する工事の調査、
請負、企画、設計及びコンサル
ティング」、「都市再開発事業に
関する調査、請負、企画、設計及
びコンサルティング」などの事業
を推進します。
２ 法人の設立目的

溝⼝駅北⼝地区第１種市街地再
開発事業の一環として平成９
（1997）年９月に開業した再開発
ビル（ノクティプラザ）の公正な
管理・運営を行う第３セクターと
して、平成７（1995）年に設立さ
れました。法人の運営にあたって
は、川崎市・地元権利者・株式会
社丸井の三社の総意を運営の基本
としています。
３ 法人のミッション

商業及びコミュニティ機能が導
入された大規模複合施設の全体的
な調整や適正・公正な管理運営を
行うとともに、地域社会に貢献す
る事業を通じて、溝⼝駅周辺地区
の商業振興とまちづくりの発展に
寄与します。

再開発ビルの管理・運営並びに
これに関する各種調査等の再開発
事業関連施設の管理運営事業を通
じ、個性と魅⼒にあふれた利便性
の⾼い地域生活拠点等の整備推進
を図ります。

１ 現状
・平成９（1997）年に開業したノク
ティ１、ノクティ２（マルイファミ
リー）は、溝⼝駅前複合再開発のシン
ボル的ビルとして、堅実な営業を持続
し、溝⼝駅周辺の商業振興とまちづく
りの発展に寄与してきました。
・商業施設を管理運営する株式会社と
して、継続的な発展を目指した経営に
努めた結果、純利益を計上していたが、
新型コロナウイルス感染症の影響で純
利益を計上することができなかったこ
とから、商業動向や景気動向を踏まえ
た経営が必要となっています。
・社会状況の変化が厳しい中、ESG
（環境、社会、ガバナンス）に配慮し
た公正な管理運営に努めています。
２ 課題
・持続的に企業価値や施設価値の向上
に取り組むとともに、地域や行政と連
携しまちづくりへ寄与することが求め
られています。
・経営の安定的運用を図るため収支状
況の改善を図るとともに、継続的な自
己収入の確保が求められています。
・複合商業施設の管理運営会社として、
公正な管理運営に努め、安定的・成⻑
的な経営基盤づくりが求められていま
す。

１ 経営改善項目
・地域に根ざした会社として地域貢
献を行える経営を目指します。
・株式会社として収益性の維持を図
り持続的な経営を目指します。
・複合商業施設の管理運営会社とし
て、公正な管理運営に努め、安定
的・成⻑的な経営基盤づくりに努め
ます。
２ 連携・活用項目

個性と魅⼒にあふれた利便性の⾼
い地域生活拠点等の特殊性を活かし、
地域商業の活性化、持続可能なまち
づくり、市政情報の発信などの取り
組みを進めます。

・川崎市施行の市街地再開発事業に
伴い開業した複合商業施設の管理運
営会社として、公正な管理運営に努
め、溝⼝の地域商業の活性化とまち
づくりの発展に寄与してきました。
引き続き、経営資産、資源等を活か
した堅実な経営を継続してまいりま
す。
・お客様や社会のニーズに的確に対
応し、地域、お客様、ステークホル
ダーに信頼され、愛される商業施設
へ進化し続ける努⼒を重ねるととも
に、魅⼒ある施設づくり、環境にや
さしい施設づくりを計画的に進めま
す。
・地域、行政等と連携し、地域生活
拠点としてまちづくりに貢献してい
きます。
・安定的、継続的な経営を行うため、
収益の確保に努めます。
・複合商業施設の管理運営会社とし
て、公正な管理運営に努め、安定
的・成⻑的な経営基盤づくりに努め
ます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
公園緑地協会

１ 法人の事業概要
【公益目的事業】
（１）緑の街づくりの推進及び普及
啓発に関する事業
（２）公園緑地の運営及び健全な利
用促進に関する事業
【公益目的事業の推進に資するため
に実施する収益事業等】

駐車場及び売店等の経営
２ 法人の設立目的

緑の保全と緑豊かな街づくりの推
進及び公園緑地の円滑な運営を通し
て市⺠に健全な利用の促進、潤いと
安らぎのある街づくりを行うことに
よる地域社会の健全な発展への寄与
３ 法人のミッション
（１）⺠有地の緑の保全及び緑化の
普及啓発と市⺠の緑化意識の向上、
市⺠による緑の街づくりの推進
（２）緑のボランティアセンター機
能としての、緑のボランティアの育
成、活動支援の充実
（３）公園緑地施設等の円滑な運営
と健全な利用の増進
（４）行政との協働により、市⺠の
窓⼝となり市⺠ニーズを踏まえた多
様な事業展開ができる緑の情報発信
基地としての機能を果たし、緑豊か
な潤いと安らぎのある街づくりに寄
与すること

市の緑地等に関する事業及び⺠有
地の緑化に関する事業の推進に協⼒
し、公園緑地の円滑な運営及び健全
な利用の促進並びに市⺠の緑化意識
の向上を図ることによって緑豊かな
潤いと安らぎのあるまちづくりに寄
与するとともに、ボランティアセン
ターとしての機能を付加することで、
市⺠活動拠点として充実させること
・緑のボランティア育成及び持続的
な活動の支援
・⺠有地に対する助成事業を行い、
緑の保全、緑化の推進及び緑化意識
の向上
・公園緑地施設等の管理運営

【現状】
「川崎市緑の基本計画」に基づき、

市⺠との協働による都市緑化の推進
と緑のボランティア活動支援に取り
組み、各種講座、コンクール、イベ
ント等を実施しています。また、公
益目的事業の推進、公益財団法人と
しての自立的な経営に向けて、事業
の簡素化、効率化、収益事業の拡充、
組織再編等を図り経費削減に努めて
います。
【課題】

協会は、定款記載の公益財団法人
としての目的を達成すべく緑に関す
る事業に特化した法人運営を目指し
ていきたいと考えています。そのた
めに緑のボランティアセンターとし
て現在継続している緑のボランティ
アの育成と支援を行う活動拠点を中
⼼とした事業運営の拡充し、グリー
ンコミュニティの形成を図ることが
必要であると考えています。また、
等々⼒緑地再編に伴い協会自主財源
の主である収益事業の減収に伴う既
存事業の見直し及び組織再編を含め
た人員配置計画の策定並びに継続的
な事業経費の確保と自主的・自立的
な協会運営が今後の課題であると考
えています。

（１）経営改善項目
公園緑地における新たな管理運営

を踏まえた事業の再構築を行うとと
もに経営改善に向けて、事業の簡素
化・効率化を図ります。
（２）連携・活用項目

「川崎市緑の基本計画」における
各施策について、これまでの取組の
継続に加えて、以下の観点を踏まえ、
法人の役割を確認しながら連携・活
用します。
・緑のパートナーとして多様な主体

との連携、促進を図り、「緑育」と
いう視点で、特に次世代を担う⼦供
たちに対する活動支援
・緑の空間の持続的な保全・創出・

育成という観点から、緑化助成制度
の更なる普及と充実
･グリーンコミュニティ形成の観点

から、ボランティアセンター機能の
拡充と⾝近な公園における地域コ
ミュニティ形成、柔軟な利活用

〇地域社会の健全な発展に寄与する
ため、緑の保全と緑豊かな街づくり
の推進及び公園緑地の円滑な運営を
通して市⺠に健全な利用の促進を図
り、潤いと安らぎのある街づくりを
行います。
〇「緑の街づくりの推進及び普及啓
発に関する事業」「緑のボランティ
アセンター運営事業」「公園緑地の
運営及び健全な利用促進に関する事
業」の３つを柱に、川崎市の緑の保
全と緑豊かな街づくりを推進し、法
人を市⺠等の緑の活動支援や育成、
普及啓発のためのボランティアセン
ターとしての機能を有する緑の拠点
として位置づけ、緑に関する事業運
営を推進拡充していきます。
〇自己収入を向上させることにより、
経営健全化に向けた財政構造の検討
を行います。
〇人員配置計画の策定を行い、当該
計画に基づき、引き続き、効率的か
つ安定的な業務を遂行します。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
川崎臨港倉庫
埠頭（株）

１ 法人の事業概要
倉庫等の運営事業では、主に川崎

港を利用する港運事業者に保管機能
等を提供しています。コンテナター
ミナル管理運営事業では、国所有の
岸壁は貸付を受けて、また、市所有
の荷役機械や荷さばき地等の岸壁の
背後にある施設は、法人が指定管理
者の指定を受けて、管理運営を行っ
ています。
２ 法人の設立目的

公共ふ頭に自社倉庫を立地する優
位性を生かして、川崎港利用貨物を
中⼼に集貨することにより、公共ふ
頭の利便性を⾼めるとともに、自社
で保管施設を有しない地元の中小港
運事業者に保管スペースを提供し、
川崎港を利用する地元企業の経済活
動に寄与することを目的に、昭和35
（1960）年８月に設立しました。
３ 法人のミッション

地元の中小港運事業者や川崎港を
利用する企業に対して、ニーズに応
じた保管スペースを提供するととも
に、川崎港コンテナターミナルを適
切に管理運営することにより、川崎
港の利用を促進し、生活関連物資や
産業物資の本市等背後圏への安定的
供給を図り、市⺠生活や産業活動を
支えること、また、カーボンニュー
トラル化への対応や千鳥町の再整備
など、市の施策と連携した取組を推
進し、川崎市総合計画に位置付けら
れた広域連携による港湾物流拠点の
形成に寄与すること。

１ 公共ふ頭の背後地に倉庫等を有
する優位性を生かして、川崎港利用
の貨物を中⼼に集貨することにより、
公共ふ頭の利便性を⾼めること。
２ 自社で保管施設を有していない
地元港運事業者等に保管スペースや
事務所を提供し、川崎港を利用する
地元企業の経済活動に寄与すること。
３ 川崎港コンテナターミナルの管
理運営に⺠間のノウハウや活⼒を導
入し、サービスの向上や経費の節減
を図るとともに、本市等と連携した
積極的なポートセールスを行うこと
により、同コンテナターミナルの活
性化を図ること。
４ 広域連携による港湾物流拠点の
形成に向けて、本市施策と連携した
取組を推進すること。

１ 現状
（１）倉庫等の運営事業

地元港運事業者等に対し、低廉かつ安定的
に保管スペースや事務所等の供給を図ること
により、川崎港の発展に寄与しています。一
方で利用者ニーズの変化や施設の老朽化への
対応が課題となっています。
（２）コンテナターミナル管理運営事業

指定管理者として川崎港コンテナターミナ
ルの管理運営を行うとともに、官⺠連携によ
る積極的なポートセールスを行うことにより
コンテナ貨物取扱量は概ね堅調に推移してい
ます。
（３）経営面及び業務組織

事業を適切に運営し安定した経営を維持し
ています。業務プロセスの可視化や役割分担
の明確化など、業務を適正かつ効率的に遂行
するための体制を整備しています。
２ 課題
（１）倉庫等の運営事業

施設の老朽化への対応を図りながら、安定
した収入確保に向けて、利用者ニーズを捉え
た適切かつ柔軟な倉庫等運営を行い、引き続
き⾼い稼働率を維持していくことが求められ
ます。
（２）コンテナターミル管理運営事業

更なるコンテナ貨物取扱量増加に向けて、
引き続き効率的かつ効果的な施設の管理運営
を行うと同時に、適材適所や必要な体制整備
を図り、適切な物流動向把握に基づく官⺠連
携した積極的なポートセールスに取り組むこ
とが求められます。
（３）経営面及び業務組織

安定経営を維持するため、コンプライアン
スを遵守するとともに、業務プロセスの可視
化や役割分担の明確化、監視の強化等、目的
に照らして業務を適正かつ効率的に遂行する
ための体制のチェック、必要に応じた見直し
が求められます。また、カーボンニュートラ
ル化への対応など、本市施策とのさらなる連
携を図ることにより、市出資法人として社会
的要請に応えることも求められます。

１ 経営改善項目
・倉庫等の運営事業では、引き続き、利
用者ニーズに応じた適切かつ柔軟な運営
を行いながら、効率的な老朽化対策を実
施し、⾼稼働率を維持することにより経
営の安定を図ります。特にテントハウス
については、より弾⼒的な運用を図りつ
つ、従来の主要取扱貨物であった製材の
国内需要減少への対応として、新たな貨
物ニーズの掘り起こしに努めます。
・コンテナターミナル管理運営事業では、
指定管理者として管理運営を行うことに
より培ったノウハウを生かすなどし、引
き続き、効果的・効率的なコンテナター
ミナルの管理運営を行います。また、荷
主企業と築いてきたパイプを生かしつつ、
本市等とも連携してポートセールスを行
い、集貨に努めることで利用料金収入の
増加を図ります。
・また、各事業の取組を効率的に推進す
るため、引き続き業務プロセスの可視化
や役割分担の明確化などの体制整備、積
極的な人材育成に取り組んでいきます。
２ 連携・活用項目

コンテナターミナル管理運営事業では、
川崎港コンテナターミナルの指定管理者
として適切な管理運営を行うと同時に、
本市等と連携して積極的なポートセール
スを行い、取扱貨物量の更なる増加を図
ることにより、川崎港コンテナターミナ
ルの活性化を図ります。さらに、全ての
事業を通じて川崎港の利便性の向上や利
用促進を図るとともに、カーボンニュー
トラル化への対応や千鳥町の再整備など、
市の施策と連携した取組を推進し、川崎
市総合計画に位置付けられた広域連携に
よる港湾物流拠点の形成に寄与します。

次の事業に積極的に取り組み、川崎
港の発展と地域振興に貢献します。ま
た、法人の安定経営を堅持するため、
コンプライアンスを遵守するとともに、
業務プロセスの可視化や役割分担の明
確化等、各事業を適正かつ効率的に遂
行するための体制のチェックや必要に
応じた見直し、積極的な人材育成に取
り組みます。
１ 倉庫等の港湾物流施設の運営事業

引き続き利用者ニーズに応じた適切
かつ柔軟な運営を行いながら、効率的
な老朽化対策を実施し、経営の安定を
図ります。特にテントハウスについて
は、より弾⼒的な運用を図りつつ、従
来の主要取扱貨物であった製材の国内
需要減少への対応として、新たな貨物
ニーズの掘り起こしに努めます。
２ 港湾共同事務所等の運営事業

引き続き、港湾共同事務所等の利用
者の利便性向上に努めるなどし、⾼利
用率の維持・向上を図ります。
３ コンテナターミナル管理運営事業

指定管理者として、効果的・効率的
な管理運営を行うとともに、本市等と
連携し積極的なポートセールスを行い、
令和７年度までに、年間のコンテナ取
扱貨物量20万TEU達成を目指します。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
かわさきファ
ズ（株）

1 法人の事業概要
・不動産及び附帯施設の賃貸及び管理
・保税及び関連情報サービス
・電気・ガス・水道等の供給、廃棄物・
排水等の終末処理に関する事業
・輸入貨物の保管・荷捌き場、その他の
輸入促進に関連する各種施設の建設、運
営についての調査、企画、立案等
2 法人の設立目的

平成4(1992)年7月、著しい貿易⿊字の
縮小をするために輸入の促進を目的とし
て「輸入の促進及び対内投資事業の円滑
化に関する臨時措置法」が制定され、本
市は同法に基づき、東扇島地区に輸入促
進基盤施設としてのかわさきファズ物流
センターを建設、運営することにより川
崎港の港湾物流機能の充実、卸売業など
の物流関連産業の集積、市内における国
際取引機会の増加、雇用機会の創出、輸
入の拡大に寄与することを目的に川崎
FAZ計画を策定しました。平成6(1994)年
3月に本市が「輸入促進地域」に指定され
たことを契機に、同センターの事業主体
として設立となりました。
3 法人のミッション
・保管・加工・輸送・展示と一貫完結型
物流を担う総合物流センターとして、そ
の特性を最大限に活用し、⾼度な流通加
工を行うテナントを誘致することで、川
崎港の港湾物流機能の強化を図るととも
に市⺠生活関連物資等を提供する広域物
流拠点を形成。
・東扇島総合物流拠点地区の中核企業と
して、他の同地区進出企業とともに川崎
港の港湾物流機能の⾼度化に寄与し、川
崎港の更なる発展を図る。

かわさきファズ株式会社は、かわ
さきファズ物流センターの運営主体
として総合物流拠点地区形成の一端
を担い、市⺠生活に密接な生活物資
を保管・加工・流通させ、かつユー
ティリティー設備を活かして⾼度な
流通加工を行うテナントを積極的に
誘致し、就業機会の増大を図ってい
ます。

また、総合保税地域の強みを活か
した総合物流センターの運営を行う
ことで、市が目指す「臨海部におけ
る港湾物流機能の⾼度化・⾼付加価
値化」に寄与し、市⺠の豊かな消費
生活に貢献しています。

更には、「東扇島総合物流拠点地
区形成計画」において、当該法人は
既存の中核企業と位置づけており、
本市と東扇島総合物流拠点地区進出
企業が一体となって東扇島地区の港
湾物流機能の強化を目指しています。

【現状】
かわさきファズ株式会社は、ユー

ティリティー施設を活かした総合物
流センターを運営し、⾼度な流通加
工を行うテナントを積極的に誘致す
ることで、東扇島地区の港湾物流機
能の充実を図り、市⺠生活関連物資
等を提供する広域物流拠点を形成し
ています。また、東扇島総合物流拠
点地区の中核企業として、同地区に
おける進出企業の円滑な事業推進を
目的とした同地区協議会の会⻑を
担っています。

さらに、社会情勢等による経営環
境の変化に対して柔軟に対応できる
人員の教育に努めています。
【課題】

安価な倉庫を提供する外資系倉庫
会社等の進出や、経済情勢の変化な
ど会社経営に影響を及ぼす事態が生
じることも想定されますが、安定し
た収入を確保すべく、ユーティリ
ティ−施設を活用する流通加工型テ
ナントの誘致を図り、引き続き、テ
ナントの⾼入居率維持による経営の
安定化、借入金の計画的返済及び老
朽化した施設の計画的な設備更新に
取り組む必要があります。

また、日々激しく変化する物流状
況を把握し、入居テナントの多様な
ニーズへの対応が求められることか
ら、常に経営環境の変化に対応でき
る人員の育成を図る必要があります。

（１）経営改善項目
激しく変化している物流状況の把

握や、入居テナントの多様なニーズ
に対応できる人員構成を構築するこ
とで、各事業における計画を着実に
実行し、収入の増加を目指すととも
に、計画的な修繕の実施により施設
を適切に維持管理するなど、効率的
に事業を行うことで、経常利益を確
保し、安定した経営を継続します。
また、財務の更なる健全化を目指し、
有利⼦負債比率の改善に努めます。
（２）連携・活用項目

計画的な修繕の実施により施設を
適切に維持管理するとともに、流通
加工型テナントの誘致等適切なテナ
ント構成に努めることにより、かわ
さきファズ物流センターの運営主体
として総合物流拠点地区形成の一端
を担い、港湾物流機能の⾼度化に寄
与します。

かわさきファズ物流センターの安
定運営を実現するとともに、東扇島
総合物流拠点地区の中核企業として、
港湾物流機能の⾼度化・⾼付加価値
化を目指します。

テナントの⾼入居率を維持するこ
とに加えて、ユーティリティ−施設
を活用する流通加工型テナントの誘
致を図ることで収入の増加を目指し、
適切な施設の維持管理等により効率
的に事業を行うことで、継続的に経
常利益を確保します。また、有利⼦
負債比率の改善により、財務の健全
化を図ります。

東扇島総合物流拠点地区協議会の
活用による川崎港の機能⾼度化に取
り組みます。

監査法人との業務監査において、
コンプライアンスに対する取組につ
いても意見交換会を実施し、事案の
発生を未然に防ぐとともに、施設見
学会及び勉強会へ参加することで人
員の育成に努め、より実効的な組織
の実現に向けて取り組みます。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
消防防災指導公
社

１ 法人の事業概要
火災その他の災害による生命及び

財産の被害の軽減など、公共の福祉
の向上に寄与することを目的として、
消防防災に関する普及啓発事業、各
種講習会事業及びアクアライン消防
活動支援事業を展開しています。
２ 法人の設立目的

消防防災に関する普及啓発及び調
査研究並びに防災関係者に対する指
導育成を行うことにより、火災その
他の災害による生命及び財産の被害
の軽減を図り、もって公共の福祉の
向上に寄与することを目的とします。
３ 法人のミッション

消防防災に関する普及啓発や調査
研究、消防防災に関する指導育成を
行うことにより、火災その他の災害
による生命及び財産の被害の軽減を
図り、公共の福祉の向上に寄与し、
安全安⼼なまちづくりを構築するこ
とが法人としてのミッションです。

消防に対する市⺠ニーズが年々増
大し、かつ多岐にわたっており、こ
れに対応するためには行政として、
組織整備や質的改革をはじめ、市⺠
ニーズへの的確な対応に向けて、組
織の最適化に取り組んでいるところ
です。そこで、法人の消防に係る専
⾨知識を有している消防退職者を有
効活用し、本市の消防行政の推進に
寄与し更には市⺠にとって最適な
サービスを提供できるよう事業を推
進します。
・公権⼒が伴わない消防事務のうち、
予防関係事務では火災予防広報、訓
練指導、防火・防災管理に関する各
種資格取得講習会の開催などにより、
防火意識の普及啓発及び有資格者の
養成を推進します。
・公権⼒が伴わない消防事務のうち、
警防関係事務では地震体験車の活動
及び各種救命講習の開催などにより、
防災意識の普及啓発及び市⺠救命士
等の養成を推進します。

１ 現状
・法人は、職員の９割以上が消防吏
員退職者で、消防の専⾨的な知識を
有しており、この専⾨的な知識を活
用し消防防災に関する普及啓発や調
査研究、消防防災に関する指導育成
及び防火・防災管理に関する各種資
格取得講習会等を行い、火災その他
の災害による生命及び財産の被害の
軽減を図り、公共の福祉の向上に寄
与しています。
・消防の専⾨的知識を活用し、本市
から地震体験車を活用した消防訓練
等業務を受託するとともに、平成２
９年度から修了証及び認定証を交付
する全ての救命講習を受託していま
す。
・支出抑制を目的とした臨時職員の
活用等、経費の削減を図っています。
２ 課題
・「防火防災及び救急に関する普及
啓発事業」の地震体験車の派遣を伴
う訓練指導及び「各種講習会事業」
の各種資格者講習会の開催の実施方
法について、コロナ禍の社会変容、
市⺠のニーズ等を踏まえて実施する
必要があります。
・経営健全化に向けて、効率的な事
業の実施及び管理費の削減を検討す
る必要があります。

１ 経営改善項目
事務能⼒及び市⺠サービス向上の

ため、職員研修会の実施による職員
の資質向上を図るとともに、事務の
効率化による経費削減に努めます。
２ 連携・活用項目
・本市施策を補完する防火防災及び
救急に関する普及啓発事業及び各種
講習会事業について、コロナ禍の社
会変容等を踏まえて、効果的に実施
します。
・消防施策の補完的事業である受託
事業について、⾼い専⾨性を活用し
効果的に事業を推進することにより、
本市事業との相乗効果により、地域
防災⼒の向上及び救命効果の向上に
つなげていきます。
・防火・防災管理に関する各種資格
取得講習会について、受講者のニー
ズに柔軟に対応することにより受講
機会が増え、本市事業との相乗効果
による防火防災意識の向上につなげ
ていきます。

１ 消防施策の補完的事業である受
託事業について、⾼い専⾨性を活用
して効果的に事業を推進することに
より、市⺠の防火防災意識の向上及
び応急⼿当の知識・技術の習得を図
り、本市事業との相乗効果により、
地域防災⼒の向上及び消防施策の成
果指標であるバイスタンダーによる
⼼肺蘇生実施率の更なる増加につな
げていきます。
２ 防火・防災管理に関する各種資
格取得講習会について、企業等への
講習会を実施するなど柔軟に対応す
ることにより、本市事業との相乗効
果による消防法令違反の削減及び早
期改善につなげていきます。
３ 東京湾アクアラインにおけるト
ンネル災害時に、床版下からの災害
対応に必要な車両及び資機材の適正
な維持管理により、公設消防隊の活
動を支援していきます。
４ コロナ禍の社会変容を踏まえた
社会情勢等に基づき「防火防災及び
救急に関する普及啓発事業」、「各
種講習会事業」及び「アクアライン
消防活動支援事業」を実施しながら、
職員の能⼒の向上を図るとともに、
人員、資機材等管理費の削減に取組
み、経営健全化を図ります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
学校給⾷会

（１）法人の事業概要
市内小学校・中学校など約１１万人の

給⾷物資の調達に関する事業として、安
全・安⼼で良質な⾷材を安定的に低廉な
価格で供給しています。また、学校給⾷
費の管理に関する事業として、引き続き、
令和２年度までの学校給⾷費に係る未納
金の債権管理を行います。その他、学校
給⾷実施に寄与する講習会や研究会等を
開催する事業、学校給⾷の普及奨励に必
要な事業等を行っています。
（２）法人の設立目的

事業を通して、成⻑期における児童生
徒の健全な⾷生活に関わる⾷育を推進し、
豊かな市⺠生活に寄与することを目的と
しています。
（３）法人のミッション

本市との委託契約により、給⾷物資の
調達購入、物資代金の支払い等の業務を
行うことを基本としています。市立学校
の統一献立における物資の共同購入を行
うことにより、安全で安⼼な給⾷物資を
廉価で継続的・安定的に学校に供給し、
学校給⾷事業の運営が円滑適正に実施さ
れるよう努めています。また、安全・安
⼼な学校給⾷を児童生徒に提供するため
に、規格基準書に基づく厳密な品質の管
理徹底、給⾷物資の各種衛生検査や給⾷
物資の調査研究、物資加工工場の視察等
を行うとともに、成⻑期における児童生
徒の健全な⾷生活に関わる⾷育を推進し、
市⺠生活に寄与することを目的としてい
ます。

本市では、中学校給⾷の目指す姿
として「健康給⾷」を定め、平成29
年12月より中学校全校で完全給⾷を
開始し、小学校においても「健康給
⾷」の実施に向け、学校給⾷を活用
した小中9年間にわたる体系的・計
画的な⾷育を推進することにより、
さまざまな経験を通じて「⾷」に関
する正しい知識と望ましい⾷習慣を
⾝につけ、生涯健康な生活を送るた
めの基礎を育むことを目指していま
す。

本法人は、本市との委託契約によ
り、市立学校の学校給⾷に係る物資
の調達業務を行っていますが、物資
の価格だけでなく、味・品質・安全
性等を考慮して献立に適した物資を
選定するとともに、公益性の視点を
持って納入できる業者を選定し給⾷
物資を共同購入することにより、安
全・安⼼な給⾷物資を廉価で継続
的・安定的に供給し、保護者や学校
運営の負担軽減を図っています。ま
た、給⾷に関わる研究協議会の開催
等、市と連携して児童生徒の健全な
⾷生活に関わる⾷育を推進し、豊か
な市⺠生活に寄与する役割を担って
います。

（現状）
・令和３年度からの学校給⾷費の公会計化
により、学校給⾷費徴収（令和３年度以降
の学校給⾷費に係る未納分の債権管理を含
む）及び⾷材調達については、本市の事業
となりました。
・⾷材調達については、本法人が本市と委
託契約を締結し、受託事業として市立学校
の統一献立における物資の共同購入を行う
ことにより、安全で安⼼な給⾷物資を廉価
で安定的に供給しています。今後において
も学校給⾷事業の円滑な運営に積極的に関
わっていくために、物資の規格管理、衛生
管理や情報提供、業者指導の徹底が必要で
す。
・令和２年度までの学校給⾷費に係る債権
については、引き続き、本法人が未納金の
回収や、「公益財団法人川崎市学校給⾷会
債権管理規程」に基づいた債権放棄を行う
など、適切に管理してまいります。
・学校給⾷実施に寄与する講習会、研究会
等を開催する事業及び学校給⾷の普及奨励
に必要な事業は継続して行っていきます。
（課題）
・給⾷物資の調達に関する事業については、
今後も、安全・安⼼で良質な⾷材を安定
的・継続的に低廉な価格で供給していくと
いう法人の公益的使命を達成していく必要
があります。
・学校給⾷費の未納の債権管理については、
過年度分の債権となり、年度を追って回収
が困難なものとなるため、当法人としては、
督促状・催告状の発送や家庭訪問等を密に
行い、より一層、未納の回収に努めていく
必要があります。
・これまでも、効率的な執行体制を図るた
め、給⾷管理システムの導入や電⼦データ
の積極的な活用等業務改善に努めてきまし
たが、今後もより効率的な業務執行を図っ
ていく必要があります。

（１）経営改善項目
・当法人は公益財団法人として安全・安⼼
で良質な給⾷物資を安定的に学校に供給し、
円滑な学校給⾷事業の運営に寄与すること
としており、自主財源の確保や経常利益を
上げることは困難です。物資の購入に係る
経費及び調達業務を円滑に執行するための
事務管理経費について、市は適切な費用を
委託料として支払い、また、令和２年度ま
でに生じた学校給⾷費の未納者への対応な
どが円滑適正に実施されるための運営体制
を維持していくための経費については補助
金として交付し、健全経営を推進していき
ます。
・令和２年度までの学校給⾷費の未納者に
ついては、学校訪問等により状況を把握し、
督促状・催告状の発送や家庭訪問等により、
効率的な回収に努めていきます。できる限
りの徴収努⼒を行う中で、未納保護者の生
活困窮や所在不明など、やむを得ない事情
により回収の見込みがない債権については、
債権管理規程に則り債権放棄を適切に行い
ます。
・引き続き、コスト意識を持った効率的・
合理的な事務執行体制を図り、必要に応じ
て、電⼦データの活用等による業務改善を
進めていきます。
（２）連携・活用項目
・安全で安⼼な給⾷物資を安定的に供給す
るために、規格衛生検査の実施、物資選定
に伴う⾷品成分表、配合内容表の提出を業
者に求めていきます。また、学校や学校給
⾷センターからの物資に関する連絡に対し
ては、給⾷提供前に速やかに交換、代替品
等で対応していくとともに、業者指導を徹
底していきます。
・給⾷に関わる研究協議会や新製品展示会
の開催、給⾷会だより等の発行、給⾷⾷材
を活用した⾷育講座等により、市と連携し
て、成⻑期における児童生徒の健全な⾷生
活に関わる⾷育活動を推進していきます。

・安全・安⼼で良質な給⾷物資を継
続的・安定的に学校に供給し、学校
給⾷事業の運営が円滑適正に実施さ
れるよう努めます。また、安全・安
⼼な学校給⾷を児童生徒に提供する
ために、規格基準書に基づく厳密な
品質の管理徹底、給⾷物資の各種衛
生検査や給⾷物資の調査研究、物資
加工工場の視察等を行うとともに、
給⾷に関わる研究協議会や新製品展
示会の開催、給⾷会だより等の発行
による情報提供、給⾷⾷材を活用し
た⾷育講座等を行うことにより、成
⻑期における児童生徒の健全な⾷生
活に関わる⾷育を推進し、市⺠生活
に寄与します。
・物資調達等の事業に係る会計処理
に当たっては、引き続き複数の
チェック体制が図れるよう、代表理
事と業務執行理事の承認のほかに、
公認会計士の定期指導時に通帳の照
合や会計伝票等のチェックを重点的
に行いながら、正確で透明性のある
会計処理を行ってまいります。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（１）各法人の役割と取組の方向性
３ 方針案の策定状況

法人名 法人の概要 本市施策における法人の役割 現状と課題 取組の方向性 ４か年計画の目標
（公財）川崎市
生涯学習財団

１ 法人の事業概要
・生涯学習に関する学習機会及び情
報の提供並びに活動支援事業（かわ
さき市⺠アカデミー協働事業、⻘少
年学校外活動事業、生涯学習プラザ
施設提供事業、シニア活動支援事業、
生涯学習に関する情報収集、情報提
供及び調査研究事業など）
・生涯学習関連施設管理運営事業
（大山街道ふるさと館、⼦ども夢
パークの指定管理）
・生涯学習活動及び情報に関する運
営管理受託事業（寺⼦屋先生養成講
座の受託など）
・収益事業（生涯学習に関する多彩
な体験講座事業など）
２ 法人の設立目的

川崎市における豊かな生涯学習社
会の実現を図るため、教育、学術及
び文化等に関する各種の事業を行う
とともに、市⺠に自主的な活動及び
交流の場を提供し、活⼒に満ちた市
⺠自治社会の構築に寄与することを
目的としています。
３ 法人のミッション
・全市的・広域的な視点から市⺠の
課題解決に向けた生涯学習の支援を
推進します。
・シニア活動支援事業やかわさき市
⺠アカデミーへの支援など、市⺠の
⾼度で専⾨的な学習ニーズに対応し
た学習の場を提供します。
・中間支援組織の特性を活かして学
校教育やNPO法人、⺠間事業者、大
学等との多様な連携により事業を展
開します。

本市の生涯学習の推進のために、
全市的・広域的視点から市⺠の課題
解決に向けた生涯学習の支援を行う
とともに、シニア活動支援事業、か
わさき市⺠アカデミーへの支援など
市⺠の⾼度・専⾨的な学習ニーズに
対応した学習の場を提供し、学校教
育やNPO法人、⺠間事業者、大学等
の多様な主体との連携により、市⺠
の学習成果を学校教育や⻘少年の学
校外活動、まちづくりに活かせるよ
う地域の人材を育成するほか、市⺠
の誰もが、いつでも、どこでも自主
的・主体的に生涯学習に取り組める
ような環境づくりを進めます。

１ 現状
市⺠の健康で生きがいのある、創

造性と個性を生かせる活⼒ある地域
生涯学習社会の形成と振興に寄与す
ることを目的として設立された、川
崎市生涯学習財団は、市⺠の生涯学
習の支援を行うとともに、学習の場
の提供や多様な主体との連携により
地域人材の育成や環境づくりを進め
ています。これまでも新たな事業の
展開や受講料・施設使用料の改定、
組織体制や各事業等の見直しを行い、
収益の改善並びに経費の削減に取り
組んでまいりましたが、平成22年
(2010)度から恒常的な赤字が続いて
います。
２ 課題
・公益財団法人の設置目的や役割に
基づき、全市的な視点で各事業を継
続的・効果的に実施するためには、
社会情勢に応じて事業内容の見直し
が必要となっています。多様化する
ニーズを踏まえ、魅⼒的な事業の実
施や快適性・利便性向上のための環
境整備、新しい生活様式に対応した
取組等が求められています。
・公益財団法人として社会状況の変
化、施設利用ニーズに適切に対応し
ていくためには、引き続き収益事
業・施設提供事業による収益増加に
取り組むほか、組織体制や事務分担、
各事業、委託業務等の見直しを推進
し、経営基盤の強化を図っていくこ
とが必要となります。

（１）経営改善項目
・魅⼒的かつ多彩な講座の展開、施設
の快適性・利便性の向上、施設利用促
進に向けた広報強化等の推進により収
益の増加を図り、安定的な自己財源の
確保と経営基盤の強化を図ります。
・各事業における恒常的な内部事務の
精査や集約化、⼿法の変更等による事
務経費の削減及び組織体制・事務分担
の見直しを行い、効率的・効果的な執
行体制にすることで、事業運営のさら
なる効率化を推進し、コスト縮減を図
ります。
・安定的な財政基盤の確保のため、収
入の増加及び管理費の縮減に向けた取
組を着実に行い、より一層の自主・自
立した経営を目指します。
（２）連携・活用項目
・中間支援組織の特性を活かし学校教
育やNPO法人、⺠間事業者、大学等と
の多様な連携を進めるため、本法人へ
の適切な助言・指導を行いながら、市
⺠の学習機会の充実を図ります。
・市⺠が主体的に学ぶ機会を提供した
り、生涯学習に関する相談や情報誌の
発行、ICTの活用による情報提供等に
取り組むなど、自らの知識や技術を地
域づくりに活かすための活動を支援し
ていきます。
・市の「地域の寺⼦屋事業」との連携
を図りながら、シニア世代をはじめと
する地域人材の知識と経験を活かして、
地域ぐるみで⼦どもたちの学習や体験
をサポートし、多世代で学ぶ生涯学習
の拠点づくりを進めます。

・本市の生涯学習の推進のために、
全市的・広域的視点から市⺠の課題
解決に向けた生涯学習の支援を行い
ます。
・かわさき市⺠アカデミーへの支援
を通して市⺠の⾼度・専⾨的な学習
ニーズに対応した学習の場を提供す
るとともに、学校教育やNPO法人、
⺠間事業者、大学等の多様な主体と
の連携により、市⺠の学習成果を学
校教育や⻘少年の学校外活動、まち
づくりに活かせるよう地域の人材を
育成するシニア活動支援事業を推進
します。
・市⺠の誰もが、いつでも、どこで
も自主的・主体的に生涯学習に取り
組めるような環境づくりを進めます。
・また、公益財団法人としての使命
をより積極的に果たしていくため、
施設提供事業・収益事業による収益
増に取り組むほか、組織体制や事務
分担、各事業、委託業務等の見直し
により、効率性を⾼めることでコス
ト縮減を図り、安定的な経営基盤を
確保します。
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値

３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
かわさき
市⺠放送
（株）

本市施策推
進に向けた
事業計画

放送事業 市⺠の⾝近な放送局として、市提供番組枠外にお
いても市⺠に役立つ情報の提供や市⺠の番組出演
を積極的に実施している。防災関連放送について
は、コミュニティFMの最大のミッションとして
取り組んでいる。市委託料の逓減に対し、市委託
料以外の⺠間等の売上増により事業収益の確保に
努めている。

ワイド番組（自社放送枠）内で、地域密着情報の発
信、ニーズの⾼い市政情報の発信や市⺠の放送参加
を可能な限り拡大する。また、防災関連については
市と連携した訓練や防災啓発番組等の強化を推進す
る。

・地域情報の発信件数 2,965 3,640 件

・市⺠の放送参加人数 759 930 人

・防災啓発番組の放送回
数

162 185 回

経営健全化
に向けた事
業計画

市に依存しな
い経営体制の
確立

令和２年度決算における営業費用のうち市財政支
出額の占める割合は52.9%と前年度比で減少し、
市財政支出額を除く営業収益の額は37,668千円と
前年度比で増加している。

引き続き、スポンサー獲得に向けた積極的な営業活
動により、放送枠・スポットCM等の販売を強化する
だけでなく、朗読セミナーなど、放送外の収益も確
保するとともに、適正なコスト管理により、費用を
縮減する。

・営業費用のうち市財政
支出額の占める割合【変
更】

52.9 44.0 ％

・営業収益（市財政支出
額を除く）の推移【新
規】

37,668 41,089 千円

業務・組織
に関する計
画

認知度の向上
【新規】

市内の認知度は必ずしも⾼いとは言えず、放送
サービスを安定的に提供するための収益確保に向
けて、認知度向上への取組の推進が求められてい
る。

ホームページやSNS等を活用し、認知度向上に資す
る情報発信の強化を推進する。
その取組の中で、アウトカム指標（アクセス数、
SNSフォロワー数等）を参考にしながら発信する情
報内容の改善等を図る。

・認知度向上のための情
報発信件数【新規】

50 500 件

※事業・項目名や指標について、現方針から新規・変更・統合があるものは【新規】【変更】【統合】と表示
※所管局及び法人と調整中のものについては〔調整中〕と表示
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値

３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

川崎市土地
開発公社

本市施策推
進に向けた
事業計画

公共用地取得事
業

道路、公園、緑地など、地域の秩序ある整備を図るために
必要な公有地となるべき土地を、市の依頼に基づき、先行
的に取得しています。土地の先行取得については、令和元
年度に1事業分、令和２年度に1事業分実施しており、確実
に遂行しています。

引き続き、市の依頼に基づき、地権者との調整や土地売買契
約等の公共用地等先行取得に関する⼿続きを迅速に遂行しま
す。また、市の将来の財政負担を軽減するため、土地の先行
取得資金調達の際には、最も有利な資金調達⼿法を検討しま
す。

・市の依頼に基づく土地の
迅速な先行取得の対応状況

100 100 ％

公共用地処分事
業

市の依頼に基づき先行取得した土地は、市からの再取得依
頼があった場合に処分しています。市の再取得依頼に基づ
く保有土地の処分については、令和元年度に６事業分、令
和２年度に３事業分実施しており、確実に遂行しています。

日頃から市との情報共有を綿密に行い、市の再取得依頼に基
づき、土地売買契約の締結や関係資料の提出等、公共用地等
の処分に関する⼿続きを確実に遂行します。

・市の再取得依頼に対する
保有土地処分の対応状況

100 100 ％

公共用地管理事
業

市の依頼に基づき先行取得した土地は、管理状況について、
随時市と情報共有を行いながら、定期的なパトロールを
行っています。また、隣地地権者の境界立ち合いの際につ
いても状況確認を行う等、適正に管理しています。

保有土地について、市と情報共有を行いながら適正に管理し
ます。不法投棄が発生した場合についても、早急に状況を把
握し、迅速に撤去作業を行う等、適切に対応します。

・保有土地の適正管理及び
迅速な不法投棄の対応

0 0 件

経営健全化
に向けた事
業計画

公社経営の健全
化

これまで経営改善を進めてきたことで、平成27年度以降は
経常収支が⿊字となっていますが、一時貸付により貸付収
入を得ていた土地についても市への処分により収入は減少
しており、収支均衡を図る上で課題となっています。

市の再取得により、土地貸付収入が減少する場合においても、
費用の抑制等により、計画期間を通じて経常収支の⿊字を確
保します。
保有土地貸付について、新たな収入源について検討を行う等、
収入確保に向けて取り組みます。

・経常収支比率【新規】 100.6 100 ％

・主要な経常収益【新規】
〔調整中〕

1,405,809 1,029,132 千円

・⻑期保有土地の貸付実施
割合【新規】

55 55 ％

業務・組織
に関する計
画

業務改善【新
規】

執務室内の紙文書が多く、共有性や検索性の点で非効率に
なっています。また、オンライン会議が導入されていない
ため、すべての会議について対面で実施しており、会議資
料の準備や移動等に時間を要しています。

計画的に紙文書の電⼦化を推進し、共有性や検索性を向上さ
せることにより、業務の効率化を進めるとともに、オンライ
ン会議を導入することにより、会議準備にかかる時間を縮減
させる等、効果的な会議運営を行います。

・紙文書電⼦化の推進
【新規】

ー 50 ％

・オンライン会議の実施
【新規】

ー 60 ％

社会貢献【新
規】

職員３名で業務を実施しており、調達件数は少ないものの、
障害者就労施設等からの調達について、市に準じた取組を
進めることを検討しています。

調達件数は少ない中で、電⼦化関連業務やホームページ関係
業務等、障害者就労施設等から調達できるものについて検討
し、市に準じた取組みを進めます。

・障害者就労施設等からの
調達の推進【新規】

ー 1 件

※事業・項目名や指標について、現方針から新規・変更・統合があるものは【新規】【変更】【統合】と表示
※所管局及び法人と調整中のものについては〔調整中〕と表示
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
（公財）川崎
市文化財団

本市施策推
進に向けた
事業計画

財団本部事業 財団は、川崎市能楽堂等の文化芸術施設を運営し、文化芸術振興に係る
多様な主催事業を実施しています。公益事業として収支の均衡をとること
が難しい状況にあるところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴っ
て利用キャンセルが多く発生するなど、施設運営や事業実施に大きな影響
を受けているところではありますが、これらの事業は市⺠が文化芸術に触
れるきっかけとなるものであり、事業実施方法の転換も視野にいれながら、
その機会を増やしていく必要があります。

様々な媒体を活用した施設広報、社会変容を踏まえた多用途での施
設利用、施設相互の連携、施設の利便性の向上等に向けた取組を進め、
段階的な施設稼働率の向上を図ります。併せて、地域の文化資源やIT
技術を活用した多様な文化芸術事業を実施し、事業に関する市⺠ニー
ズや効果を検証しながら参加者数の増加を図ります。

・財団所管施設の稼働率 32.3 52.0 ％

・財団所管施設における
財団主催事業の参加者数

2,196 6,000 人

指定管理事業 市⺠の自発的かつ創造的な文化芸術活動の場として、指定管理施設
（ミューザ川崎シンフォニーホール等）の運営を行っています。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大に伴って利用キャンセルが多く発生するなど、
施設運営や事業実施に大きな影響を受けているところではありますが、事
業実施方法の転換も視野に入れながら、市⺠の文化芸術活動の振興のため、
施設稼働率の向上、主催事業の参加者の増加を図る必要があります。
【各施設の指定管理期間】
ミューザ川崎シンフォニーホール：R2〜R11
川崎市アートセンター：R4〜R8
東海道かわさき宿交流館：H30〜R4

様々な媒体を活用した各施設の広報、社会変容を踏まえた多用途で
の施設利用、施設の利便性の向上等に向けた取組を進め、段階的な施
設稼働率の向上を図ります。併せて、IT技術等も活用した多様な主催
事業を実施し、事業に関する市⺠ニーズや効果を検証しながら参加者
数の増加を図ります。

なお、各施設の指定管理の継続受託を見据えていますが、本計画期
間中に指定管理者の変更があった場合は各指標の見直しを行います。

・指定管理施設の稼働率 49.8 71.0 ％

・指定管理施設における
主催事業の参加者数

63,803 164,000 人

文化芸術に係る
中間支援

財団は、市が推進する「アート・フォー・オール」に向けた取組も見据
え、広報、相談、ネットワークの構築、ボランティア等の人材育成など、
文化芸術に係る中間支援の役割を担うことが期待されています。新型コロ
ナウイルス感染症の影響で文化芸術活動が様々な制限を受けるなか、その
中間支援の役割の重要性は増しています。

財団は、これまで音楽やパラアートの分野における中間支援の実績を蓄
積してきましたが、そのノウハウを文化芸術全般へ広げていくことが求め
られます。

・文化芸術に関する相談に幅広く対応できるよう、職員のスキルアッ
プを図るとともに、相談窓⼝の広報周知の取組を行います。
・財団が管理する「『音楽のまち・かわさき』推進協議会」「ぱら
あーとねっと」のＷＥＢサイトを周知するとともに、社会変容により
文化芸術活動が多様化していることも踏まえ、多くのイベント情報を
掲載し、文化芸術活動の広報を通じた支援を行います。
・文化芸術公演の主催者に対する会場使用料の助成など、新型コロナ
ウイルス感染症の文化芸術活動への影響を踏まえた中間支援の取組を
行います。

・文化芸術に係る相談件
数

94 140 件

・ＷＥＢサイトにて広報
支援を行った市内での文
化芸術イベントの件数
【新規】

1,137 2,300 件

経営健全化
に向けた事
業計画

収益性の強化
【変更】

主要な経常収益（事業収益）から市の指定管理料を除いた財団の自己収
入は、新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年度以降大きく減少しま
したが、財団の経営基盤を強化して、新たな事業展開や優秀な人材の確保
等の課題に対応するためには、自己収入を増やしていく必要があります。

主催事業の実施による入場料収入や施設利用の促進による施設利用
料収入の増加により、段階的な自己収入の増加を図っていきます。

・主要な経常収益（市財
政支出を除く）【変更】

286,660 644,000 千円

自立性の確保
【変更】

経常費用に対する市財政支出（補助金、指定管理料）の割合は、新型コ
ロナウイルス感染症に係る逸失収入補償金を計上したことなどより、令和
２年度以降大きく増加しましたが、自己収入の増加と当該収入に基づく費
用の執行に努めて、市からの財政支援依存度を低減し、財団の自立性を確
保する必要があります。

一般正味財産額については、新型コロナウイルス感染症等の影響で減収
となったため、減少の傾向にありますが、財団経営の安定性、自立性を確
保する観点から、一般正味財産の確保に取り組む必要があります。

有料事業の実施、協賛金の確保等により事業収入の増加を図るとと
もに、市に依存しない事業執行に努めることで、市からの財政支援依
存度の低減を図っていきます。

収支均衡に向けた取組を推進し、一般正味財産額の確保に取り組み
ます。

・経常費用のうち市財政
支出の負担割合【変更】

77.6 68.0 ％

・一般正味財産額
【新規】

404,096 398,805 千円

業務・組織
に関する計
画

職員の専⾨性の
向上

文化芸術の専⾨組織として、職員のスキルアップを図り専⾨性を向上させ
ることは大きな課題であり、財団では、施設や職域ごとに文化芸術等に関
する職員研修を実施しています。

施設ごとに実施している研修を合同で実施したり、国等が主催する外
部の研修に職員を積極的に派遣させるなどし、職員のスキルアップを
図るとともに、研修の内容を職員間で共有するなどし、組織としての
専⾨性向上やサービス向上につなげます。

・研修への参加回数 10 28 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
（公財）川
崎市国際交
流協会

本市施策推進
に向けた事業
計画

国際交流促進事業 ・近年、インバウンドや2020オリンピック・パラリンピックを契機とする海外からの訪日外国人の増加により、
各種語学講座や通訳ボランティア研修など受講者の増加がみられましたが、現在、新型コロナウイルスの感染拡
大により、対面による国際交流は難しく、国際交流等に関する講座受講者数も減少傾向にあります。
・外国人留学生は増加傾向にあるものの、新型コロナウイルスの感染拡大により、現在、オンラインによる交流
活動にとどまっています。今後は、コロナ後を見据え、地域において留学生や在留外国人との国際交流の取組の
拡充が必要です。
・外国人市⺠が地域で主体的に活動したり、社会参加するための取組を支援することが求められています。

・国際交流や国際理解に向けた事業として、「各種語学講座」や「通訳ボランティア
研修」、「国際文化理解講座」や「国際理解講座」等を開催いたします。「国際理解
講座」では、外国人市⺠に事業への企画や運営に関わっていただき、地域社会で活躍
する場づくりを行います。
・多文化共生社会の実現に向けては、「外国人市⺠と共生するまちづくりセミナー」
など一般市⺠を対象に外国人市⺠の生活上の課題や多文化共生を考える講座・研修を
開催いたします。
・外国人市⺠・外国人留学生との交流事業として、オンラインなどの活用を含め、
「留学生との交流事業」や「日本語スピーチコンテスト」など外国人市⺠と日本人と
が相互理解や交流を深める機会を創出します。

・国際交流・理解のための講座、
外国人市⺠・留学生との交流事
業の参加者数【統合】

890 1,500 人

・外国人市⺠の事業への企画・
運営参画数

118 140 人

・参加者アンケートによる国際
理解・交流の満⾜度【新規】

92.4 92.5 ％

市⺠団体及びボラン
ティア活動支援事業

・国際交流協会では、市⺠レベルでの国際交流・国際協⼒を目的とした国際交流⺠間団体の登録を受け付けてい
ます。 登録団体は、地域の国際化の推進、相互交流、情報交換を目的とした「かわさき国際交流⺠間団体協議
会」に加入していただき、川崎市国際交流センターを拠点とする協会の各種イベント等への参加・協⼒をしてい
ただいています。
・⺠間交流団体について、かわさき国際交流⺠間団体協議会として現在59団体が加盟しており、活動内容に応じ
て「国際協⼒・援助部会」「国際交流部会」「音楽・文化・スポーツ部会」「日本伝統文化部会」「異文化理
解・研究・奉仕部会」に分かれています。主な協議会の活動として、「インターナショナルフェスティバル」や
「地球市⺠講座」の企画運営、各加盟団体の情報交換を行っています。現状の取組として、コロナ禍の中、交流
や発表の機会がない状況になっていますが、多文化共生に係る取組を実施する団体の加盟が増加しています。
・市内在住外国人市⺠及び訪日外国人観光客の増加に伴い、通訳ボランティア等の登録件数は増加しています。
・市⺠レベルでの交流を支えるホームステイのボランティアなど対面での交流を伴うボランティア活動について
は新型コロナウイルスの影響を受けて減少しています。
・2019年の入管法改正等により、在留外国人が増加傾向にあり、日常生活に必要な日本語習得に向け日本語講
座や外国につながる⼦どもの学習支援のニーズが増加しています。また、そうした支援活動に関わるボランティ
ア養成研修へのニーズも⾼まっています。

・多文化共生社会の実現に向けては、市⺠による主体的な活動を通して、共生社会の
構築に関わることが必要です。法人では、通訳・翻訳ボランティア、日本語ボラン
ティア、災害ボランティア等の養成研修や国際交流・多文化共生に関わる市⺠団体の
育成支援を行うことを通じて、外国人市⺠の自立支援や国際交流の促進を図ります。
・外国人市⺠の地域生活を支援するため、公的機関の⼿続き等の通訳・翻訳などの依
頼に的確に対応できるよう、市⺠のボランティア活動のコーディネートを積極的に行
います。

・ボランティア登録件数 1,314 1,415 件

・ボランティア・市⺠団体の
コーディネート件数

1,396 1,250 件

多文化共生推進事業 ・外国人市⺠を支援するため、11言語の相談員による多文化共生総合相談ワンストップセンターを開設していま
す。
・日本で生活を築く上で必要な情報を提供するセミナーについて、日常生活に必要な日本語習得に関わる学習支
援としての日本語講座、外国につながる⼦どもの学習支援や日本の教育システムに関するガイダンスなどを実施
しています。今後も多文化共生社会の実現に向け、外国人市⺠の社会参加や自立に向けた支援の拡充が求められ
ています。
・当法人は、災害時には「川崎市災害時多言語支援センター」を担っており、川崎市やかわさきFMと連携した
多言語での情報発信を行うなど、外国人市⺠の支援を推進するよう努めています。

・ワンストップセンター外国人相談窓⼝の実施など、多言語相談体制の充実に努める
とともに外国人市⺠を対象とした講座等については、ニーズを的確にとらえた企画を
行い、実施します。
・外国人市⺠の日常生活に必要な日本語の習得を図るため、平日午前・夜間の「日本
語講座」や土日にマンツーマンで行う「生活にほんごサロン」、「外国につながる⼦
どもの学習支援」の取組を実施します。
・防災については、国際交流センターにおいて外国人市⺠を主な対象とした体験的な
防災訓練の実施、広報など災害に備える意識啓発を図るとともに、市と協働して「川
崎市災害時多言語支援センター」設置運営訓練を実施します。

・外国人市⺠対象のイベント・
講座参加者数、日本語講座等受
講者数【統合】

547 800 人

・参加者アンケートによる多文
化共生の取組の満⾜度【新規】

89 90 ％

・外国人相談件数 2,895 2,770 件

経営健全化に
向けた事業計
画

自主財源の確保に向
けた取組

市⺠レベルの国際交流促進や、日本語講座をはじめとした外国人市⺠を対象とした講座、多言語による生活相談
等の多文化共生など、法人の事業分野は公共性・必要性が⾼く、補助金等の財政的関与は一定程度必要ですが、
自主財源を確保し経常費用に占める市財政負担割合を抑制することも必要です。現在、補助金及び指定管理料が
主な財源ですが、それ以外に国際交流センター利用料収入、講座事業収入、賛助会費等の自主財源を安定的に確
保するため、主たる自主財源となる語学講座を中⼼とした事業収益や国際交流センター利用料収益の増が必要と
なります。なお、指標とする市財政負担割合や主要な経常収益の現状値である令和２年度の数値については、コ
ロナ禍が影響を及ぼしています。

主要な経常収益であり自主財源の大きな部分を占める語学講座をはじめとする事業収
益やセンター利用料収益等については、コロナ禍において減となりましたが、４年間
の計画期間において、令和６年度までには改善し、自主財源の確保増を図ります。
また、基本財産運用、賛助会費、受託業務、収益事業など様々な⼿法について検討し、
自主財源の増加を行い、経常費用に占める市財政負担割合の抑制を図ります。また、
令和５年度に⻑寿命化に伴う改修工事による３カ月程度の全館休館が見込まれており、
指標とする市財政負担割合、主要な経常収益の令和５年度目標値の変動に影響を及ぼ
しています。

・経常費用のうち市財政支出額
の負担割合【新規】

78 66.6 ％

・主要な経常収益（市財政支出
額を除く）

21,593 41,907 千円

業務・組織に
関する計画

国際交流をめぐる多
様化するニーズに対
応する組織体制の構
築

・市内在住の外国人市⺠は増加（登録人⼝は令和3年3月末現在45,168人、市人⼝に占める割合は約2.97％）して
おり、外国人観光客の増加や、市⺠ボランティアへの関⼼の⾼まりが見られるなど、法人設立時（平成元年）か
ら社会・経済情勢が大きく変化しています。また、定住の外国人市⺠の増加・多様化に伴う多方面における支援
をはじめ、新たな課題等への相談対応業務など、当法人に期待される役割は増加しています。
・正確な情報を発信する必要性から、専⾨知識を備えた人材育成に努める必要があります。

・事業内容、人員体制等を検証して必要な改善を行います。
・自主的・自律的な運営を行うための管理運営能⼒及び専⾨性向上のための研修に積
極的に参加します。
・これまで習得した専⾨的な知識を研修等の講師として活かしていきます。

・管理運営能⼒及び専⾨性向上
のために参加した研修の回数

21 24 回

・講師として研修等に参加した
回数【新規】

4 5 回

認知度の向上 ・法人及びその指定管理施設である国際交流センターについて、市⺠、外国人市⺠の認知度は、必ずしも⾼いと
は言えない状況にあることから、認知度向上への取組が必要です。
・認知度向上に向けて、国際交流センター外での当法人の事業企画・参加が必要です。

・国際交流センターを拠点としながら、当センター外で開催・実施されるイベントや
事業に積極的に参加し、当法人の主催事業等をＰＲします。
・広報誌などの紙媒体、ホームページ、ブログ、フェイスブック、各種ポータルサイ
ト、かわさきFM等の様々な媒体を活用し、広報の充実を図ります。

・ホームページアクセス件数 119,150 139,000 件

・各種メディアへの掲載及び出
演回数

107 150 回

・国際交流センター外での活動
回数

3 5 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）川
崎市スポー
ツ協会

本市施策推
進に向けた
事業計画

スポーツ振興
事業

・令和２年度の市⺠大会等開催数は54回となっています。
・多種多様な事業を実施する上で、市⺠のニーズにあったスポーツ
教室の開催や参加者の増加ができるようアンケート調査を行いなが
ら事業内容の工夫を行っています。
・市内の小中学校の児童・生徒を対象に、パラスポーツの体験教室
を実施しています。

・各加盟団体に市⺠大会の意義の周知や、各競技の魅⼒を伝えて
いくことでスポーツを実施し大会に参加する市⺠を増やします。
・スポ−ツ協会が各加盟団体や市と連携して実施する教室につい
て、市⺠のニーズを把握するためにアンケート調査を行い、次期
開催時の教室に反映します。
・体験教室の参加者を増やし、パラスポーツの普及・啓発を図り
ます。

・市⺠大会等参加者数 7,362 30,150 人

・スポーツ教室参加者満⾜度
【変更】

80 82 ％

・パラスポーツ体験教室の参
加者数【変更】

430 590 人

競技選⼿強
化・指導者育
成事業
【変更】

・将来的に川崎市出⾝の選⼿が各種世界大会等で活躍できるような
トップアスリートの人材育成を行います。
・国体や全国大会に川崎市出⾝の選⼿が出場できるような選⼿強化
を行います。
・川崎市内にスポーツを普及・振興できるよう、選⼿や指導者の人
材育成を行います。

・加盟団体が実施するトップアスリート育成・強化支援事業に対
して、年間を通して支援を行っていきます。
・加盟団体が実施する、スポーツ普及や指導者育成事業に対して、
年間を通して支援を行っていきます。

・トップアスリート育成・強
化支援関連事業の参加者数
【新規】

257 650 人

・指導者育成事業の参加者数
（育成数）【新規】

108 200 人

施設管理運営
事業

・市内施設（とどろきアリーナ、宮前・多摩スポーツセンター、⻘
少年の家）の管理運営を行っています。
・各地域にてアンケート調査を行いニーズの把握を行います。
・宮前・多摩スポーツセンター及び⻘少年の家の指定管理期間は、
令和３年４月１日から令和８年３月31日、とどろきアリーナは、令
和２年４月１日から令和４年３月31日となっており、延⻑されない
場合は目標値の変更が生じることとなります。

・利用者のニーズに沿った施設管理運営を行いながら、アンケー
ト結果をもとに、利用満⾜度を向上させ、事業参加者の増加を図
ります。

・施設事業参加者数【新規】 20,499 43,710 人

・施設事業参加者満⾜度【新
規】

80 82 ％

経営健全化
に向けた事
業計画

収益性の確保
【変更】

・事業毎の管理を行うことにより、赤字事業の縮小・廃止に随時取
組ながら、経費削減・収入の確保をし、効率の良い事業運営を行う
必要があります。
・財務の安全性の確保を目的に、正味財産の推移の把握と共に、収
益性の比率分析を行い経営改善を図ります。

・引続き、⿊字となる自主事業等の継続・拡大とともに、赤字事
業の縮小・廃止にも取り組む必要があります。また、効率の良い
事業運営を行いながら経営基盤を強化し、新たな事業展開や優秀
な人材確保を行い健全かつ安定的な事業運営に努めます。
・収益率を明確にし、正味増減額の推移とともに経営改善の指標
としながら事業運営に努めます。

・正味財産の推移 166,161 166,623 千円

・経常収支比率の推移【新
規】

96.1 100 ％

自立性の向上
【新規】

賛助会費や協賛金等の収入確保を行いながら事業参加料収入等の自
主事業を拡充し、主要なな売上⾼を確保し自立性の向上を図ります。
新たな収入の確保や経費削減の取り組みを進めて、市財政支出の依
存度を低減し、自律的な事業運営を行う必要があります。

市⺠のニーズを把握しながら事業参加料収入や協賛金収入の拡充
を行い、主要な売上⾼の確保を図ります。また、市財政支出（指
定管理料収入等）以外での収入の確保や新規事業への模索を行い
ながら健全な事業運営に努めます。

・市財政支出額を除く主要な
売上⾼【新規】

40,269 49,742 千円

業務・組織
に関する計
画

適正な業務運
営・法人組織
体制の構築
【統合】

公益法人として、組織等の整備を随時進め、適正な公益法人として
の活動を行っています。また、コンプライアンスについて、随時役
員・職員を集め研修を行っています。

今後も定期的に経営会議を開催し、施設運営管理状況の把握と、
協会全体の経営計画の策定及び評価を行い改善していきます。ま
た、随時理事・役員・職員等を対象にコンプライアンスについて
研修を行い健全な組織構築を行います。

・定期的な運営会議等の開催
数

24 24 回

人材育成等の
研修計画

公益に資する活動をしているか、公益目的事業を行う能⼒・体制が
あるかなど、公益法人が満たさなければならない基準が厳格化され
ており、経理的基礎・技術的能⼒が必要となっています。労務・経
理やその他事業に関連する研修や資格の取得を随時行います。

職員の資質向上のため、意識改革と知識の習得・技術の向上を図
る研修会等への参加による人材育成を行います。また、労務・経
理等の法人にかかわる研修やその他事業に関連する研修・資格の
取得を随時行っていきます。

・資格取得件数【新規】 3 5 件

・年間研修参加者数 5 6 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）か
わさき市⺠
活動セン
ター

本市施策推
進に向けた
事業計画

市⺠活動推進事業 ・市⺠活動団体の育成・支援は、「川崎市市⺠活動支援指
針」（平成13年9月）に基づき取組を推進しており、 「川
崎市市⺠活動支援指針改訂検討委員会 報告書」による提言
を実施するためには、市⺠活動支援を担う職員の人材育成・
能⼒強化が継続して必要です。
・平成31年３月に策定された「これからのコミュニティ施策
の基本的考え方」において、全市拠点として担う役割や機能
強化が求められていることから、これを踏まえた更なる取組
の推進に努める必要があります。

①市⺠活動センターの施設利用の促進を図ります。
②市⺠活動の活性化を促す市⺠公益活動助成金の活用を推進しま
す。
③市⺠活動団体のニーズに応える講座を適宜開催します。

・施設利用者数（利用者
＋相談者）

10,296 26,000 人

・かわさき市⺠公益活動
助成金の申請団体数

90 85 団体

・講座受講者満⾜度 98 95 ％

⻘少年健全育成事業 ⼦ども・若者に関する基本的な考え方を継承し、一体化した
計画「川崎市⼦ども・若者の未来応援プラン（平成30年度〜
33年度）」に基づいて、「こども文化センター」や「わくわ
くプラザ事業」において、地域での活動や多世代交流、放課
後の活動を通した⻘少年の健全育成が進められています。

①ニーズや地域特性に応じた事業を実施することで、利用の促進
を図ります。
②⼦育て家庭のニーズを事業内容へ反映させることを通じて「わ
くわくプラザ」の登録率を引上げます。
③わくわくプラザにおいて、新たに利用者アンケートを実施し、
満⾜度の向上を図ります。

・こども文化センター利
用者数（延べ）【新規】

637,758 1,612,301 人

・わくわくプラザの登録
率

35.9 48.6 ％

・わくわくプラザの満⾜
度【新規】

― 83.9 ％

経営健全化
に向けた事
業計画

法人の自立化や経営の
安定化の推進
〔下記と統合について
調整中〕

【市⺠活動推進事業における主な自主財源】
賛助会員受取会費、市⺠活動事業収益（施設・設備の使用料
収入）、受取一般寄付金
【⻘少年健全育成事業における主な自主財源】
⼦育て支援・わくわくプラザ事業収益（サービス利用料）、
⻘少年事業収益（実習生等の受入れに伴う謝礼金）

利用者の利便性の向上を図るとともに、公益財団法人としての説
明責任及び社会貢献を果たすことにより、自主財源の確保に努め
ます。

・自主財源等の確保 27,480 44,195 千円

公益法人の会計基準に
より則した予算執行及
び会計処理の確立（財
務基準の遵守）

収支相償は、公益法人が守らなければならない財務基準の一
つで、原則として、各事業年度の収支を均衡させる必要があ
り、経常収益が経常費用を上回る状態が続くと、公益法人の
認定を取り消される場合もあります。公益法人として重要な
役割である公益目的事業を推進する上で、収支相償を満たし、
効率よく事業を実施するために、法人の運営上収支均衡を図
ることが重要となります。

予算の計画的な執行に努めるとともに、収支相償に取り組みなが
ら収支均衡を図っていきます。

・収支均衡の達成（経常
収支比率）【変更】

101.3 99〜101 ％

業務・組織
に関する計
画

法人の中核を担う人材
の確保・育成

・平成22年3月まで、法人の中核を担う人材は川崎市からの
派遣職員が行っていたことから、法人の組織運営を担えるプ
ロパー職員が不⾜しています。
・事業のサービス向上には、職員の資質向上を欠かすことが
できません。
・市⺠活動支援にかかる市の拠点として、職員の専⾨性を引
き続き⾼めていく必要があります。

職員の資質向上と業務知識の習得を目的として、自主研修を実
施するとともに市内外で開催される研修やシンポジウムへ積極的
に参加させます。また、職員の業務に対する意欲向上と更なるス
キルアップを図ります。

・業務関連研修の受講者
数

3,046 3,980 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
川崎ア
ゼリア
（株）

本市施策推
進に向けた
事業計画

施設環境整備事
業

１ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う経営状況等
を踏まえ、不急の施設・設備の整備・更新工事は一時休止を
している状況ですが、お客様及びテナントに安全･安⼼･快適
な施設空間を提供するため、計画的な施設･設備の整備・更新
に努めています。
２ 施設整備及び維持管理にあたっては、環境配慮、省エネ
ルギーに向けた取り組みを行っています。
３ 快適で⼼地よい施設環境、施設空間づくりを推進し、通
行者数の維持・向上を図っています。
４ 市⺠が安全で快適に利用できる公共地下歩道及び公共駐
車場の管理運営に努めています。

１ 施設･設備の安全･安⼼･快適性を維持・向上するために、劣化診断等
に基づいた計画的な整備・更新を推進するとともに、施設･設備の快適性
等に配慮した的確な維持管理を行います。
２ 施設整備及び維持管理にあたっては、効率性、経済性を発揮するとと
もに、環境配慮、省エネルギー等にも最大限の配慮を払います。
３ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う在宅ワークの広がり等に
より、通行者数は減少しています。施設・設備の安全・安⼼・快適性を維
持し、顧客への良好なサービス水準を維持するとともに、効果的なプロ
モーション等により歩行者数の維持を図ります。
４ 公共地下駐車場の管理・運営による川崎駅周辺の道路交通の円滑化や
都市機能の維持・増進に努めます。

施設・設備の整備・更新計画の執行率
【変更】

― 100 ％

CO2排出量【変更】 7,638 7,966 t

通行者数 238.3 244.9 千人

店舗活性化推進
事業

日々の店舗管理、店舗指導を的確に行い、強固な販売体制
を築き、売上増を目指すとともに、リニューアルコンセプト
に添ったリーシングを遂行し、各ゾーンに最適なテナント
ミックスを実現することにより施設全体の活性化、店舗売上
の向上を図っています。また、効果的なプロモーションの展
開により、アゼリアのブランディングと店舗売上の促進を図
るとともに、リニューアルに当たって作成したデザインの基
準に則り、各テナントと共に、快適で⼼地良い施設環境、施
設空間づくりを推進しています。

現状の継続実施を基本とし、顧客に支持される魅⼒ある店舗への入替や
効果的なプロモーションの展開、イベント広場の活用等の取組を強化し、
施設全体の活性化、店舗売上の向上を図っていきます。また、ライフシェ
アモールの理念のもとに、各テナントと共に、快適で⼼地良い施設環境、
施設空間づくりを推進します。

店舗売上⾼ 11,317 14,203 百万円

店舗レジ客数 8.7 10.9 百万人

地域社会への連
携・貢献事業

１ 市と連携し、大震災発生時の川崎駅周辺における帰宅困
難者による混乱の抑制に向けた避難誘導及び一時滞在施設開
設訓練を実施するなど、災害時の対応⼒強化に取組んでいま
す。
２ チャリティーコンサートの開催や熊本地震及び東日本大
震災復興支援を目的とした地方物産展の開催等により、地域
社会への連携・貢献に努めています。

１ 関係団体等と連携し、防災関係訓練を実施、参加することにより、災
害時の対応⼒を向上させます。
２ 駅周辺の回遊性を向上させ、商業エリアを活性化させるため、近隣商
店街や商業施設、行政等と連携したイベント等に取組むともに、地方物産
展を開催します。

防災関係訓練回数【変更】 3 3 回

近隣商店街・商業施設、行政等との連
携イベント数及び地方物産展実施回数
【変更】

10 12 回

経営健全化
に向けた事
業計画

財務の改善 １ 令和２(2021)年度には新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を踏まえ、新たな借入を行いましたが、リニューアルに
伴う借入金を含め、約定どおり返済を行い、有利⼦負債の削
減に努めています。
２ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により当期純利
益の確保が図れていない状況ですが、金融機関との約定に基
づく有利⼦負債の削減に努めています。
３ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により営業収益
が減少しており、営業収益成⻑率はマイナス成⻑が続いてい
ます。
４ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い厳しい経営
が強いられる中、収支の改善を図るため、継続的に経費の削
減に努めています。

１ 約定どおり返済を行い有利⼦負債の削減に取り組みます。
２ 約定に基づき有利⼦負債の削減に努めるとともに、経営改善を進め、
当期純利益の確保に取組みます。
３ 顧客に支持される魅⼒ある店舗への入替や効果的なプロモーションの
展開、イベント広場の活用等により施設全体の活性化を図り、令和４
（2022）から令和７(2025)年度でそれぞれ、48百万円、88百万円、201百
万円、201百万円の営業収益の増加（令和２(2021)年度比）を目標に取り
組みます。
４ 委託業務や工事内容等の見直しを図るなど継続的な経費の削減に取り
組みます。令和４（2022）から令和７(2025)年度でそれぞれ、20百万円、
160百万円、267百万円、310百万円の売上原価の削減（令和２(2021)年度
比）を目標とします。

有利⼦負債額 6,959 3,311 百万円

有利⼦負債比率【新規】 128.0 75.8 ％

営業収益成⻑率の増加【新規】 ― 7.5 ％

売上原価低減率の減少【新規】〔調整
中〕

― △10.4 ％

業務・組織
に関する計
画

効率的な組織の
構築【新規】

研修会の開催やマニュアルの整備、業務監査等を通じて社
員の人材育成や業務の効率化、適正化等に取組んでいます。

１ 適材適所、最適な人員配置に取組むとともに、売上の確保に向け魅⼒
ある店舗の誘致や店舗売上増加に向けた販売促進等に取組みます。
２ 業務の適正化のほか、効率的・効果的な組織、業務運営等に向け、業
務監査に取組みます。

従業員一人あたり営業収益（売上⾼）
【新規】

76,213 81,943 千円

業務監査の実施回数【新規】 2 2 回

39



次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

川崎冷蔵
（株）

本市施策推進
に向けた事業
計画

冷蔵・冷凍保管業務
事業

新型コロナウイルス感染症の影響や市場間競争など、卸売
市場を取り巻く環境は厳しい状況であり、北部市場水産物部
の取扱量も低迷を続けています。そのため、場内事業者の需
要の減少等により一般保管取扱量は減少傾向にあり、稼働率
の向上等売上の確保に努めていく必要があります。

卸売市場として冷蔵・冷凍保管機能を担う重要な事業とな
るため、引き続き、⻘果部や花き部を含めた北部市場全体の
需要の掘り起こしに努めるなど、一般保管取扱量及び容積建
稼働率の確保・増加に努め、事業を推進します。

・一般保管取扱量
（入庫量）

17,593 17,748 t

・容積建稼働率
（容積ベース）

96 96 ％

氷の製造及び販売業
務事業

新型コロナウイルス感染症の影響や市場間競争など、卸売
市場を取り巻く環境は厳しい状況であり、北部市場の水産物
部の取扱量も低迷を続けています。それら荷の減少、さらに
は利便性から自前の製氷装置で氷を作る業者が増えてきてお
り、場内事業者への売上は減少傾向にありますが、市場の冷
凍・冷蔵保管機能を担っており、継続していく必要がありま
す。

北部市場水産物部の取扱量が低迷を続ける中にあっても、
今後も卸売市場の冷蔵・冷凍保管機能を担う重要な事業です。
場内事業者への売上は減少傾向にあるものの、需要の掘り起
こしに努めるとともに、更なるPRや営業強化等より、引き
続き、事業を推進していきます。

・凍氷販売量 592 808 t

経営健全化に
向けた事業計
画

経常利益の確保 水産物部の取扱量の低迷が続く中、稼働率の向上や経費の
抑制に努め、⻑期借入金の原資となる経常利益の確保をして
います。

引き続き、効率的な運営に努め、⻑期借入金の返済原資と
なる経常利益を確保するとともに、持続可能な⻑期的会社運
営の視点に立ち、経営を行っていきます。

・経常利益 37,163 22,721 千円

自立的・安定的な経
営の実施【新規】

⻑期借入金の返済を計画的に実施しており、令和６（2024)
年度の返済終了を目指しています。

借入金の返済を計画的に進めるとともに、返済終了後の自立
的かつ安定的な経営に向けて、売上⾼の維持に努めていきま
す。

・有利⼦負債比率
【新規】

795.5 5.3 ％

・主要な売上⾼
【新規】

379,402 385,523 千円

・使用料の減免金
額【新規】

24,629 0 千円

業務・組織に
関する計画

効率的な業務体制の
確保【新規】

水産物部の取扱量の低迷が続く中、稼働率向上に向け場内
外事業者への効果的な営業展開等に努め、売上の確保や経費
の削減を図りつつ、効率的な業務体制を確保していく必要が
あります。

水産物部の取扱量の低迷が続く状況において、状況の変化
の把握に努め、売上⾼規模も踏まえたより効率的な業務体制
を目指すことで、安定的な経営を確保していきます。

・売上⾼に対する
人件費率【新規】

29 28 ％
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）川崎
市産業振興財
団

本市施策推進
に向けた事業
計画

中小企業・ベン
チャー育成事業
【変更】

中小企業サポートセンターの登録専⾨家を活用したワンデイコンサル
ティング等の経営相談のほか、「起業家オーディション」等による創業
支援、「出張キャラバン隊」等による新製品・新技術開発、川崎市海外
ビジネス支援センター（KOBS）の運営を通じた海外展開支援など、市内
中小企業が抱える様々な経営課題に対応しています。また、キングスカ
イフロントのクラスター機能の活性化・発展を目指して異分野交流・産
官学金のマッチング事業を行っています。
【指標1 令和2年度実績件数】窓⼝相談件数（145）、ワンデイ・コンサ
ルティング実施件数（233）、専⾨家派遣実施件数（45）、産学・新事業
訪問件数（681）
【指標2 令和2年度実績件数】知的マッチング企業訪問件数（214）企業
等のニーズ・シーズ調査（44）、ビジネスマッチング（41）

多様な事業や相談チャンネルを通して入ってくる課題に対して、当
財団の強みである実務に精通した専⾨相談員と協⼒し、中小企業サ
ポートセンター、新産業振興課及び川崎市海外ビジネス支援センター
等の連携・連絡体制を強化し、様々な支援施策のメニューを総合的に
活用して効果的な支援を実行します。

・市内中小企業等経営
支援件数【変更】

1,104 1,100 件

・産官学金の共同研究、
共同事業に向けたマッ
チング件数【変更】

299 300 件

産業振興施設管
理運営【新規】

産業振興施設管理運営として、川崎市産業振興会館及びかわさき新産
業創造センターの管理運営を行っています。川崎市産業振興会館ではセ
ミナー等の事業を実施し、かわさき新産業創造センターでは入居者の成
⻑支援や大企業等とのマッチング等を実施しています。
指定管理事業① 川崎市産業振興会館 指定管理期間：平成30(2018)年
度〜令和4(2022)年度
指定管理事業② かわさき新産業創造センター 指定管理期間：平成
30(2018)年度〜令和4(2022)年度

・川崎市産業振興会館の設備更新やサービス向上、PR等を通じた利
用率の向上に努めます。
・かわさき新産業創造センターは、インキュベーションマネージャー
が中小企業サポートセンター等と協働して中小企業・ベンチャー育成
に関わる事業間の連携を更に進めることによって、かわさき新産業創
造センターの価値向上に努めます。
※なお、指定管理者の変更等により、目標を変更する場合があります。

・産業振興会館の会議
室等の利用率

32 63 ％

・かわさき新産業創造
センターにおける入居
者等支援件数【新規】

826 826 件

研究開発推進事
業

文部科学省の補助金採択を受けて、国際戦略総合特区（キングスカイ
フロント）に整備されたナノ医療イノベーションセンターの管理運営を
行っているほか、一つ屋根の下に産学官が集うオープンイノベーション
拠点として、難治性疾患の治療技術等の研究開発と社会実装を推進して
います。

・ナノ医療イノベーションセンターの運営を、川崎市と連携しながら
円滑に推進し、ライフサイエンス分野の国際戦略拠点の中核機関とし
て、研究活動・社会実装を推進します。
・適切な研究支援体制により、新たな研究プロジェクト等を推進し、
ナノ医療イノベーションセンターに集う産学官による研究開発を活性
化させ、研究成果の早期実用化を目指した事業化支援等を行います。

・特許出願数 24 20 件

・iCONM入居率
【新規】

80 90 ％

経営健全化に
向けた事業計
画

財団全体の収益
の推移

産業振興施設管理運営における利用・入居増やナノ医療イノベーショ
ンセンターにおける国の大型の研究プロジェクトの獲得及び入居負担金
の更なる増加などに取り組んでいます。

指定管理施設のサービス向上や広報活動等を行い利用・入居促進を
目指しながら、財団で実施する多様な事業に関係する国や県などの補
助・委託事業等の情報収集を行い、市以外の収入の獲得を目指します。

・市財政支出額を除く
主要な経常収益

1,055,953 713,781 千円

借入金の返済能
⼒【新規】

令和3（2021）年度までは元本据え置き期間でしたが、利息は約定通り
に支払っています。

減価償却等に伴って継続的な正味財産の減少が見込まれるため比率
は上昇する傾向にありますが、確実な元本返済によって数値の上昇を
抑制します。

・有利⼦負債比率
【新規】

47.3 67.5 ％

・正味財産額【新規】 2,153,566 1,308,228 千円

業務・組織に
関する計画

効率的な支援体
制等の構築【新
規】

オンラインで予約から相談までを完結できる窓⼝相談やオンラインセ
ミナーなどの社会状況に対応して事業を実施できる体制を構築していま
す。また、職員が生産性を維持・向上しながら在宅勤務を実施できる体
制を構築しています。

オンラインによる支援と実地での支援の組み合わせによって支援効
果の最大化を図りながら中⻑期的な対応を進め、新たな生活様式に対
応し得る支援サービスを提供します。また、組織運営の効率化の観点
から業務プロセスや業務システムの見直し・改善を行います。

・業務改善・効率化に
むけた取組【新規】

1 3 件

計画的な人材育
成の推進【新
規】

人材育成計画に基づいて職員研修を実施しています。情報セキュリティ
及びコンプライアンスは全体研修として年1回実施し、その他は各事業に
必要な知識の習得のために外部研修の受講や個別研修の実施を行ってい
ます。【令和2(2020)年度実績】資格取得者：1名、中小企業大学校研修
修了者：9名 計10名

研究施設運営や法令に定める資格者を適切に配置するために計画的な
資格取得を行います。また、中小企業大学校で実施される中小企業診
断士の理論政策更新研修など中小企業支援の新たな知識を定期的に補
充することによって人材育成と能⼒開発を実施します。

・資格取得者及び研修
修了者数【新規】

10 10 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

川崎市信
用保証協
会

本市施策推
進に向けた
事業計画

信用保証事業 コロナ禍の状況等を見極めながら、コロナ禍の影響を受ける
中小企業者等への資金繰り支援や、経営改善・事業再生支援
等を行うとともに、コロナ後の新しい生活様式を踏まえた経
済の⼒強い回復と生産性の更なる向上に取組むことが求めら
れています。

・中小企業者等の経営改善・生産性向上を促すため、金融機
関と連携・協調し、中小企業者等の安定的な資金調達を支援
します。
・信用保証協会法に基づく通知により３か年の中期事業計画
及び年度ごとに経営計画を策定しており、策定に合わせて目
標値を再設定します。（現行の中期事業計画は、令和３
（2021）年度〜令和５（2023）年度です。）

・保証承諾金額 183,128 40,000 百万円

・保証債務残⾼ 219,048 160,000 百万円

・企業訪問数 295 700 回

回収事業 良好な経済情勢や適切な期中管理等により、近年は代位弁
済は減少傾向にありましたが、コロナ禍の影響や、新型コロ
ナウィルス感染症対応資金の据置期間や利⼦補給が終了する
ことにより、代位弁済が増加することが見込まれます。また、
無担保求償権や第三者保証人のない求償権の増加のため、回
収環境は困難な状況にあります。

・回収は、信用補完制度の維持やモラルハザードの防止を図
る上で重要な業務であることから、その最大化を図るため、
初動対応の徹底と効率性を重視し管理します。求償権の行使
については、担保権が設定されている案件については売却等
を進め、無担保案件についてはサービサーへの委託により回
収の強化を図ります。
・信用保証協会法に基づく通知により３か年の中期事業計画
及び年度ごとに経営計画を策定しており、策定に合わせて目
標値を再設定します。（現行の中期事業計画は、令和３
（2021）年度〜令和５（2023）年度です。）

・元損回収金額 302 550 百万円

・実際回収率 0.49 0.6 ％

経営健全化
に向けた事
業計画

経営基盤の強化
【新規】

適切な収入確保と効率的な業務運営による経費抑制に加え、
安全で効率的な資金運用を行う等により収益確保に努め、経
営基盤の強化を図っています。

・適切な収入確保と効率的な業務運営による経費抑制に加え、
安全で効率的な資金運用を行う等により収益確保に努め、収
支差額の一部を基金準備金として繰り入れることにより、経
営基盤を強化します。
・信用保証協会法に基づく通知により３か年の中期事業計画
及び年度ごとに経営計画を策定しており、策定に合わせて目
標値を再設定します。（現行の中期事業計画は、令和３
（2021）年度〜令和５（2023）年度です。）

・経常・経常外収支比
率【新規】

101.3 103.9 ％

・基金準備金造成
【新規】〔調整中〕

33 140 百万円

・安全で効率的な資金
運用

216 200 百万円

業務・組織
に関する計
画

資質向上を図る
ための人材育成

職員の資質向上を目的として、「職員研修要綱」「通信教育
研修要領」「公的資格取得奨励制度内規」を整備し、研修受
講や、中小企業診断士、信用調査検定（全国信用保証協会連
合会主催の検定）等の各種資格の取得を促進しています。

階層に応じた研修の受講や、専⾨資格等の取得に対して積極
的に取組むよう働きかけ、職員の資質向上を目指します。

・人材育成に関する取
組（資格取得者等）

10 15 人

経営の透明性の
向上

中期事業計画並びに年度経営計画に係る業務実績及びコン
プライアンス体制並びに運営状況について評価を受け、公表
しています。

また、統計や広報誌の掲載等、情報発信に努めています。

経営の透明性向上に資する資料として、中期事業計画及び
年度経営計画に係る業務実績並びにその評価、ディスクロー
ジャー誌、広報誌及び統計資料について、適切に情報発信を
行います。（合計年間20回掲載予定）

・情報発信回数
【新規】

20 20 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）川
崎・横浜公
害保健セン
ター

本市施策推
進に向けた
事業計画

検査・検診事
業

川崎・横浜両市の公害健康被害被認定者を対象とし、1年
ごとに行う障害程度の見直しと、3年ごとの認定更新の審査
に必要な検査・検診をセンターで行い、必要なデータを両市
に提供しています。

・年度当初の被認定者数について、受診率を指標として医学的
検査の受診者数を確保します。
・認定更新期限が満了する３か月前に、被認定者に認定更新案
内を通知することにより、周知を行います。
・認定更新のサイクルによる年度ごとの受診者や、⾼齢化に伴
う参加者の減少傾向等を見込み、各年度の受診率を推計します。

・受診率【新規】 57 88 ％

保健福祉事業 公害健康被害被認定者の損なわれた健康の回復、保持増進
と福祉の向上を目的として実施する事業であり、公害保健セ
ンターに本市が委託し、各分野の専⾨家による日常生活にお
ける療養の方法、呼吸指導等の訓練等、毎月1回の呼吸機能
訓練教室を開催しています。また、被認定者全員に案内通知
を発送し参加を募るとともに、参加者に対しては年度末にア
ンケート調査を行っています。

・参加者数確保のため、被認定者への個別通知やチラシ配布等、
広報の充実を図ります。
・アンケート回答の「満⾜」との回答率を指標とし、内容の充
実を図ります。

・呼吸機能訓練教室参
加者数

88 212 人

・「満⾜」と回答した
者の率

94 95 ％

健康被害予防
事業

呼吸器疾患の予防に寄与する事業を行うことにより、広く市
⺠の健康の確保を図ることを目的として、呼吸器健康相談を
実施しています。

・参加者確保のため、現状の広報⼿段である市政だより、タウ
ンニュースでの啓発を活用していきます。
・アンケート回答の「満⾜」との回答率を指標とし、内容の充
実を図ります。

・呼吸器健康相談参加
者数

23 54 人

・「満⾜」と回答した
者の率

100 96 ％

経営健全化
に向けた事
業計画

効率性の⾼い
業務運営・改
善【変更】

公益財団法人の本質により、各事業ごとの⿊字化を抑制する
収支相償が求められるため、経常収支比率や正味財産の額の
推移に留意することにより、効率的かつバランスの取れた事
業運営を行います。

経常収支比率や正味財産の額の推移を指標として、組織運営上、
各事業を効率的に運営し、収支バランスに留意していきます。

・経常収支比率【新
規】

90.2 85.7 ％

・正味財産の額【新
規】

156,513 100,962 千円

業務・組織
に関する計
画

効率的・効果
的な組織運営
【新規】

・効率的・効果的な事業の実施ための組織体制の強化には、
職員のスキルアップが必要不可欠です。
・研修に参加して終わりではなく、それを組織内でフィード
バックする機会を確保する必要があります。

・より効果的な事業実施体制を構築するため、内外の研修に参
加し、個々のスキルアップを図ります。
・また、研修して学んだ知識などは、組織内で繰り返し更新や
復習を行います。

・研修会参加後の
フィードバック件数
【新規】

― 6 件
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7計画値 単位

（公財）
川崎市シ
ルバー人
材セン
ター

本市施策推進
に向けた事業
計画

シルバー人材センター
受託事業

・粗入会率を上げ、一般に事業の啓発を図る
ためには登録会員数の増加が必要です。
・今後もより多くの会員に仕事を提供し、⾼
齢者の生きがいを⾼め、就業機会の確保を図
ることが必要です。

・会員募集の広報活動として、市広報掲示板など各種広報媒体への記事の
掲載等を充実させ、更に効果的な広報を検証し新規入会会員を獲得します。
・就業機会創出活動による受注拡大、会員募集活動による登録会員数の増
加、会員組織の活用による事務処理の効率化を図り、就業実人員数の増加
を図る体制を整えます。
・令和６年度までの目標値については、シルバー人材センター第３期基本
計画に基づき設定し、その増加数から令和７年度の目標値を設定しており
ますが、変化する社会状況等を見据えたシルバー人材センターの次期計画
等で見直しを図ります。

・シルバー人材センター登録者数 5,780 7,180 人

・シルバー人材センターを通じて
仕事に就いた⾼齢者の数（請負・
委任事業）

1,864 1,973 人

川崎市葬祭場管理運営
事業

指定管理事業（期間：令和２年度から令和６
年度の５年間）
・⾼齢者人⼝の増加に伴う火葬需要の増大へ
の対応が求められています。
・家族葬、一日葬の増加など葬儀形態の変化
に伴う多様なニーズへの対応が求められてい
ます。

・夏期、冬期の火葬需要が増加する時期において、友引日開苑を実施する
ことで火葬需要への対応を図ります。
・葬祭場運営会議を定期的に開催し、情報・課題等の共有、課題等の整
理・対応及び重要事項の決定を行うとともに、効率的な葬祭場運営に努め
てまいります。
【葬祭場運営会議における主な課題解決に係る取組事例】
新型コロナウイルス感染症で亡くなった方の火葬に関するガイドラインの
策定、友引日開苑の日程、斎苑利用案内の改訂、予約システムの改修、斎
苑工事に伴う臨時休苑等の対応
※指定管理者の変更等によって目標変更の必要が生じる場合があります。

・火葬件数の確保 10,883 12,000 件

・葬祭場運営会議開催数 12 12 回

・苦情・改善要望等の件数
【変更】〔調整中〕

121 120 件

経営健全化に
向けた事業計
画

契約⾼の向上による財
務状況の改善

公共系、企業系の大⼝の顧客を獲得すること
により契約金額が伸びる傾向があるため、多
くの登録会員を就業させるための大⼝契約の
受注拡大を図り、財源確保に努めることが必
要です。

・就業機会創出活動、会員募集を効果的に行い、受注件数と登録会員数を
増加させることで契約金額の増につなげます。
・令和６年度までの目標値については、シルバー人材センター第３期基本
計画に基づき設定し、その増加金額から令和７年度の目標値を設定してお
りますが、変化する社会状況等を見据えたシルバー人材センターの次期計
画等で見直しを図ります。

・契約金額 938,204 979,000 千円

・経常収支比率【新規】 102.4 95〜105 ％

・正味財産額【新規】 237,403 242,403 千円

業務・組織に
関する計画

シルバー人材センター
事業における業務の能
率向上

事業の拡大と適正就業の推進のための事務局
体制の強化には職員のスキルアップが必要不
可欠です。また、関係機関との会議に出席し、
常に最新の情報を確保することで、職員の業
務知識の向上や効率的な事業展開に寄与でき
ると考えます。

より効率的な事業推進体制の強化を構築するため、内外問わず開催される
関係機関の職員研修に参加し、職員のスキルアップを図ります。
また、関係機関等への会議に積極的に参加し、知り得た情報を法人で共有
し、業務拡大に役立てます。
予定される職員の研修会参加内容としては、職業紹介事業講習、労働者派
遣事責任者業講習会、適正就業研修、業務システム研修などがあります。
なお、参加対象職員については減少傾向にあるため、職員のスキルアップ
に必要な研修を厳選し、参加してまいります。

・職員の研修参加件数 6 5 件

・関係機関会議出席件数 16 25 件

効率的・効果的な葬祭
場運営に向けた法人内
の連携

指定管理事業（期間：令和２年度から令和６
年度の５年間）
⾼齢者人⼝の増加による火葬需要の増加や葬
儀形態の多様化により、火葬件数増加への対
応や多様化する葬祭場利用者のニーズに対し
て、南北両斎苑では適切に管理運営を行って
います。

斎苑連絡会議を定期開催することにより、法人内の連携を強化するととも
に、内部統制を図ります。
【斎苑連絡会議における主な検討課題事例】
新型コロナウイルス感染症で亡くなった方の火葬に関するガイドラインの
策定、友引日開苑の日程、斎苑利用案内の改訂、予約システムの改修、斎
苑工事に伴う臨時休苑等の対応
※指定管理者の変更等によって目標変更の必要が生じる場合があります。

・斎苑連絡会議開催数 12 12 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）
川崎市⾝
体障害者
協会

本市施策推進
に向けた事業
計画

障害者社会参加推進
事業

・障害者が広く社会参加できるよう各種教室や訓練等を
実施する生活訓練等事業及びスポーツ大会等の企画を
行っています。
・日常生活・社会生活等に関する各種教室を開催する生
活訓練等事業については、障害者の⾼齢化等により参加
者数が減少傾向にあります。
・スポーツ大会等への参加者数については、2020東京大
会を契機に増加傾向にあります。

・各種教室や訓練等を実施する生活訓練等事業では、障
害者が広く参加できる教室等の企画・事業内容の充実を
図ることで、参加者数の水準を維持できるよう取り組ん
でいきます。
・また、スポーツ関係においては2020東京大会を契機と
する障害者スポーツへの関⼼の⾼まりを、大会後もレガ
シーとして維持できるよう、スポーツ大会等のイベント
の充実を図り、参加者数の維持・拡大を目指します。

・生活訓練等事業への参加
者数

1,546 3,800 人

・スポーツ大会等への参加
者数

1,085 3,300 人

⾝体障害者に対する
福祉事業

・⾝体障害者等に福祉サービスを提供することで障害者
の生活を支援しています。
・福祉キャブについては、ここ数年、事業統合等により
運行台数の増加が図られてきましたが、その分利用希望
も増え、利用の競合により申し込みを受けられないこと
があります。
・相談支援センターについては、地区割変更等に係る対
応が求められています。

・福祉キャブについては、キャンセル発生時の利用調整
等を行い利用に繋げることで利用率の向上を図り、また
利用者の声を直にすくい上げ、利用環境の改善に常に取
り組むことにより、顧客満⾜度の向上に取り組みます。
・相談支援センターについては、地区割変更等にも適切
に対応しながら、専⾨の相談員により、一人ひとりの相
談者に対して、適切な助言及び支援を実施していきます。

・福祉キャブの顧客満⾜度 92 90 ％

・相談支援事業の相談件数
【変更】

488 800 件

中部⾝体障害者福祉
会館指定管理事業
【新規】

・中⾝館の運営を通じて、障害者の自立及び社会参加の
支援を行います。
・管理部⾨においては、障害者及び福祉関係者等が実施
する会議、研修会のための会議室等の提供、及び地域福
祉活動を進めるための行事、講習会等を実施しています。
・作業室においては、法定福祉サービスである生活介護
事業（定員15名）及び就労継続支援事業（定員10名）を
実施しています。

・貸し会議室等の事業については、会館のアピールや地
域との交流、魅⼒ある内容の講習会の実施等により、利
用実績の向上を図ります。
・作業室については、介助技術の向上や職員の適切な配
置、受け入れ利用者数に余裕のある曜日の利用を希望す
る方との新規利用契約などを図り、利用実績の向上を図
ります。

・中⾝館利用者数【新規】 3,630 13,000 人

・作業室利用者数【新規】 3,218 3,500 人

経営健全化に
向けた事業計
画

収益性の改善
【新規】

公益事業については、赤字の傾向が強いため、収支の改
善が課題となっています。また、そのため収益事業につ
いても一層の⿊字が求められています。

・法人全般として収益の改善に取り組みます。
・公益目的事業については事業の効果や合目的性を鑑み
つつ、収益の改善を図ります。また同時に法人の経営基
盤が揺るがぬよう、収益事業の拡大や収益拡大に努めま
す。

・経常収支比率【新規】 97.793 98.3 ％

・正味財産額【新規】 113,818 103,641 千円

業務・組織に
関する計画

効率性を⾼める業務
改善

障害者ニーズが多様化しかつ事業も拡大する中、効率的
な業務実施が求められています。また必要な資格や専⾨
知識を持った職員の育成が求められています。

職員研修などを通じて職員の資質向上を図ることで少人
数の職員で対応することを可能とし、同時に適材適所の
人員配置、職員が働きやすいような環境整備に取り組み
ます。また、安定的に事業運営がなされるよう、必要な
資格を持った職員数の維持に努めます。

・研修への参加回数 18 20 回

・サービス管理責任者等の
有資格者の人数【新規】

6 6 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（一財）川
崎市⺟⼦寡
婦福祉協議
会

本市施策推
進に向けた
事業計画

⺟⼦家庭等生活
支援事業

・生活相談については、相談内容が多様化しており、
相談者のニーズを正確にくみ取り、市内の関係機関と
も連携しながら、適切な支援に繋げる対応が求められ
ています。
・講座受講者数については、利用の需要もあって一定
の実績があるものの、社会状況の変化を踏まえたニー
ズを捉え、講座内容の検討、見直しを行う必要があり
ます。

・生活相談件数については、対象世帯の利用促進につながる広報活動を行
い、相談者に寄り添いながら適切な相談対応により、相談件数の増加を図
ります。
・経済的自立に向けた就労支援講座に重点を置くことにより、生活支援講
座の開催数は削減しますが、ニーズを捉えた講座開催に努めることで、引
き続き参加者の促進を図ります。
・講座内容について、ニーズに沿いながら随時見直すことで、受講者の満
⾜度の向上を図ります。

・生活相談件数 766 830 件

・講座受講者数 870 465 人

・講座受講者の満⾜度 90 92 ％

⺟⼦家庭等自立
支援事業

・新型コロナウィルス感染症の影響もあり、就労に関
する相談件数は大きく増加しており、将来の安定した
自立に向けて、社会情勢を踏まえ効果的に対応するこ
とが求められています。
・就労支援講座では、ニーズに合わせた講座を実施し、
受講実績を挙げていますが、ひとり親家庭の経済的自
立を効果的に支援し、就労に繋げるためには、今後も
社会情勢を注視し、ニーズに的確に対応し、新たな講
座の開拓・実施に努める必要があります。

・就労相談については、市内の関係機関と連携しながら、引き続き効率的
かつ効果的な対応を行います。⺟⼦・⽗⼦自立支援プログラム策定対象者
に対しては、資格の取得から就業まで継続して支援を行い、ひとり親家庭
等の確実な自立につなげていきます。
・就業を取り巻く社会状況や企業ニーズ等を分析・把握しつつ、就業に結
びつきやすい資格の取得に向けた講座を実施するとともに、生活支援講座
から就労支援講座に重点を移すことで、講座実施回数やオンライン講習に
ついて拡大を進めながら、さらなる参加の促進を図ります。
・自立を目指すひとり親家庭に対して、就労相談における対応や資格取得
の支援を適切に行うとともに、関係機関とも連携しながら、就労支援を受
けたひとり親等（講座の受講者、⺟⼦・⽗⼦自立支援プログラムの策定者
等）の就労決定率の増加を図ります。

・就労相談件数 2,414 2,570 件

・講座受講者数 1,044 1,120 人

・就労支援に係る講座の受
講者、⺟⼦・⽗⼦自立支援
プログラムの策定者等の就
労決定率【変更】

73 80 ％

⺟⼦家庭等地域
活動推進事業

・会員数については、若い世代の組織離れ等の傾向に
より近年横ばいの傾向にあります。
・事業参加者数については、コロナ禍の影響をうけ減
少しているものの、交流の機会となる取組や支援を実
施することにより、一定の参加実績があります。

・会員数については、若い世代に対する広報活動を特に行うとともに、当
該世代のニーズを把握しつつ、新たな会員獲得に向けた取組について検討
しながら、新規会員の獲得を図ります。
・事業参加者数については、会員等のニーズ等も踏まえつつ、幅広い年代
の声が幅広く取り入れられるように、協議会の事業運営のあり方について
検討しながら、さらなる参加の促進を図ります。
・会員ニーズを把握し、取組内容について適宜検討、見直し、地域活動へ
の評価値の向上を図ります。

・会員数 575 620 人

・事業参加者数 1,295 1,350 人

・地域活動への評価 90 92 ％

経営健全化
に向けた事
業計画

収益性の確保
【新規】

昨今の葬儀の簡素化の風潮に加え、新型コロナウィル
ス感染症の拡大以降、特に斎苑売店事業の収益が悪化
していることに伴い、法人財産が大きく減少していま
す。公益目的支出計画により令和９(2027)年度末まで
に約55,000千円の支出が必要であることから、今後基
本財産額を計算上下回る可能性を考慮し、安定した収
益の確保に向けた取組を進める必要があります。

公益目的支出計画を踏まえた適正な支出を継続しながら、収益性を確保す
るため、次の事項に取り組みます。
・自動販売機設置事業について、既設置分の計画的な入札により⼿数料等
の増収を図りながら、新たに開設する施設に対しても、機会を捉えて新規
設置を進めます。
・斎苑の売店事業については、斎苑の指定管理者とも協議のうえ、運営方
法の見直しによるさらなるコスト削減を進め、収益の改善を図ります。

・経常収支比率【新規】 92.1 91.3 ％

・正味財産の推移【新規】 92,382 56,870 千円

業務・組織
に関する計
画

事務執行体制の
確保

・近年、ひとり親等となる経緯が多様化し、様々な課
題を抱えている家庭も多く、支援を実施するにあたっ
ては、⾼い対応能⼒が必要となるケースがあります。

・ひとり親家庭等の変化や取り巻く社会情勢が変遷する中、多様化する
ニーズや事案に対応できる専⾨知識、スキルの向上を図ります。

・外部研修への参加（延べ
人数）

15 20 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
（一財）川崎市
まちづくり公社

本市施策推進に
向けた事業計画

各拠点地区におけ
るまちづくりを支
える施設の整備・
運営

・各拠点のまちづくりプロジェクトの一環として運営するノクティプラザ、新百合トウェン
ティワン等公社が所有する施設は、テナント等の⾼い入居率を維持し、施設本来の利用が行
われることによって一定の不動産収入を得ています。令和２（2020）年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により一部テナントの収益が減少したため、これを支援するために賃料の
減額等を行いましたが、⾼い入居率を維持したため、ほぼ例年並みの不動産賃貸収入を得る
ことができました。
・しかしながら、コロナ禍をきっかけとした社会的なオフィスビルの需要低迷や商業施設か
らのテナント撤退も散見される中で、築後31年となる新百合トウェンティワンや24年のノク
ティをはじめとする各施設を、良好な状態に維持・管理し、⾼い利用率を継続していくこと
が必要です。
・K²タウンキャンパスは、研究開発拠点として良好な環境を維持するため、計画的な保全工
事を実施しています。

・施設ごとの修繕計画の策定と確実な実施。
・テナント事業者からの情報収集、ニーズ把握
を行い、的確な対応により⾼いテナント稼働率
の維持を図ります。
・K²タウンキャンパスの令和12（2030）年度
以降の施設の使用方針について、令和６
（2024）年度中までに関係局と調整を行います。

・テナント稼働率
【変更】

95 96 ％

川崎市が進める公
共施設等の建設や
適切な維持管理へ
の支援

・公社職員の技術⼒や資格及び市での実務経験を背景に、市からの要請を受けて毎年度100〜
120件程度の公共建築物の維持、保全のための設計・工事監理業務を執行しています。
・その他、市の出資団体等が所有する施設の⻑寿命化や修繕等の支援を行っています。

・公共建築物の維持、保全のための設計・工事
監理業務を継続して行います。
・市の出資団体等の所有施設の状況調査や⻑寿
命化計画の作成など、建築技術の専⾨集団とし
ての支援活動を継続していきます。
・川崎市から依頼があった場合は新設小学校等
の建替施工に向けて市と協議を進めます。

・受託事業量の達成率
【変更】

100 100 ％

市⺠が安⼼して暮
らせる住まい、ま
ちづくりへの支援

・溝⼝駅北⼝付近のハウジングサロンで、一般住宅及びマンション管理に係る市⺠からの幅
広い相談に応じています。相談はNPO法人の建築士やマンション管理士が担い、現地に赴い
ての対応も実施しています。
・令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言に則して
窓⼝相談を一時的に中止しましたが、ほぼ例年同様の693件の相談に対応しています。また、
専⾨家講師によるマンション管理基礎セミナーを中止しましたが、コロナ禍の収束後は、年
２回開催を予定しています。
・なお、この事業に対する市の補助金は、運営経費の約40％の定額であり、60％は当公社が
負担しています。

・ＮＰＯ法人と連携し、住宅相談・マンション
管理相談を継続します。
・ハウジングサロンの周知を目的とした広報を
継続します。
・法的対応の充実のため、弁護士会との連携を
実施します。

・住宅相談・マンショ
ン管理相談件数

693 700 件

・マンション管理基礎
セミナー受講者満⾜度

中止
（2回）

90 ％

経営健全化に向
けた事業計画

⻑期借入金の計画
的な返済

⻑期借入金の返済については、中⻑期経営計画に定められた返済計画に基づき実施してお
り、新百合トウェンティワンの取得資金の借入金は令和２（2020）年12月に完済しました。
これまで計画どおりに返済してきたことから、ノクティ、クレール小杉の取得資金の借入金
残⾼は、令和２（2020）年度末時点で12,275,078千円となっています。これを令和22
（2040）年に完済する計画となっております。

中⻑期経営計画に定められた返済計画に基づ
き返済します。

・拠点地区施設に係る
⻑期借入金期末残⾼

12,276 9,216 百万円

有利⼦負債比率の
計画的な削減と主
要な売上⾼の維持
【変更】

所有施設の入居率は95％以上を維持しており、不動産賃料収入は令和２（2020）年度で約
14億３千万円でした。また、公共建築物等の建設・維持管理の受託収入は１億200万円でし
た。所有施設を建設、購入する際の借金である⻑期借入金を返済計画に基づき着実に返済し
ており有利⼦負債比率も順調に減少しています。

中⻑期経営計画に基づき、所有施設を適切に
管理運営し、また、川崎市との年度協定に基づ
く公共建築物の設計・工事監理などの事業を実
施します。

・有利⼦負債比率
【新規】

249.1 158.1 ％

・主要な売上⾼
【変更】

1,532 1,551 百万円

業務・組織に関
する計画

技術⼒の維持・向
上

公社の業務を継続していくためには、職員の持つ技術⼒を将来に渡り保持していく必要が
あります。人材育成計画ではOJTを中⼼に、専⾨知識・技術等の取得のために講習会、研修
会等に積極的に参加することとしています。令和２（2020）年度技術職員（18名）の保有し
ている建築・設備系の資格・免許は18種、延べ47名です。

・資格の維持、知識・技術の取得のために建築
士等の法定の講習会、業界団体や川崎市の開催
する研修会等に参加します。
・各職員が研修会等に参加し易い環境に配慮し、
必要な経費は公社が負担します。

・技術系講習・研修会
等の出席延職員数

31 54 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

川崎市住宅
供給公社

本市施策推進
に向けた事業
計画

市営住宅管理事
業

市営住宅等における大規模修繕等の計画的な維持管理、入居者の円滑な
移行や地域での居住安定に向けた取組及び的確な滞納対策の実施による
適正な債権管理等、公営住宅法に基づき、住宅困窮世帯等に対する適切
な市営住宅の提供を図ることが求められています。

川崎市の管理代行者として、公営住宅法に基づき中立・公平な
立場に立ち、真に住宅に困窮している世帯に対して多くの入居
機会が与えられるように、適切な入居管理を行います。また、
これまでの管理ノウハウを活かし、適切な修繕・維持管理を進
めるとともに、これからの市営住宅の管理に求められる事項と
して、⺠間賃貸住宅等への移行のサポートや入居者と地域の支
援の担い⼿とのつながりづくりに取組み、市の住宅施策と連携
した「市営住宅管理事業」を推進します。

・空家解消率
【変更】

77.8 87.8 ％

・市営住宅等使用料
収入率

99.46 99.56 ％

パートナーシッ
プ事業

「空き家の増加」や「住宅確保要配慮者の増加」などの住宅政策を取
り巻く現状と今後重視すべき課題を踏まえ、「既存住宅の活用強化と流
通促進」や「重層的セーフティネットの構築」等に向けた取組が必要と
なっています。令和３（2021）年度時点で、「居住支援事業」「すまい
の相談窓⼝業務」「居住支援協議会事務局業務」を実施しています。

住宅政策を川崎市と連携して実施するパートナーとして、市
⺠の多様なニーズに応えるため、公共と⺠間の中間的組織とし
ての特性を活かし、川崎市との連携及び公社独自の取組を付加
した「パートナーシップ事業」の推進を図ります。

・すまいの相談窓⼝
における相談件数

490 500 件

賃貸住宅管理事
業

・住宅供給公社が管理している賃貸住宅については、公的賃貸住宅とし
て⼦育て世帯や⾼齢者世帯住宅として有効活用されています。引き続き、
市⺠ニーズに合致した住宅政策実施のパートナーとして住宅供給公社の
管理する良質な住宅について求められる役割は大きくなっていくと考え
ています。
・一方で、管理している賃貸住宅の築年数は20年を経過している物件が
多く、現在の⾼い入居率を維持していくためには設備のリニューアル等
の空家対策に取組んでいく必要があります。

住宅供給公社が管理をしている賃貸住宅について、空き家対
策や適切な建物管理等を実施することにより、現在の⾼い入居
率を維持します。

・公社管理物件への
入居率

96.5 95.9 ％

経営健全化に
向けた事業計
画

財務状況維持
【新規】

出資法人に求められる「自主的・自立的な経営」を実現するべく、安定
的な事業運営を目指し、安定的に収益を上げながら、経常収支比率は、
100％以上を維持しています。

今後も安定的な事業運営を目指し、各事業を維持しながら、経
常収支比率については、100％以上を維持します。

・経常収支比率
【新規】

104.3 100 ％

・賃貸管理事業及び
⺠間提携住宅管理事
業の事業収益【新
規】

729,990 703,190 千円

業務・組織に
関する計画

経営基盤の安定
化に向けた個人
情報資産の保全

住宅供給公社は、賃貸住宅や市営住宅の管理等を行っており、様々な入
居者管理業務を行う中で、多くの個人情報を取り扱っています。個人情
報を取り扱う際には、間違いを起こさないように注意を払って業務を
行っておりますが、令和２（2020）年度に、誤送付するという事故を１
件起こしてしまいました。

今後、同様の事故を起こさないように再発防止策を講じ、実施をして
いるところです。

・個人情報の取扱い事故を起こさないよう、倫理規程の遵守や
内部統制の徹底等を図ります。
・職員に対しては、社内で定めた再発防止策を徹底するととも
に、日ごろから研修等を通して個人情報の適切な管理に関する
意識の向上に努めます。

・個人情報の取扱い
事故の発生件数
【変更】

1 0 件

人材育成 住宅供給公社では、公社独自の人事評価制度を導入しており、運用を
する中で、適宜見直しを行っています。現在は、令和２（2020）年度に
改定した人事評価制度に則り、職員一人ひとりの能⼒や実績について、
各職位に求められる仕事を履行できているかを適正に評価し、評価結果
を昇任や給与に反映しています。

人事評価制度を実施するにあたっては、組織目標の設定、個
人目標の確認や年度末評価を適切に行う必要があります。住宅
供給公社では、目標管理委員会の設置や評価者面談を適宜行い
ながら、公平な人事評価となるよう努めます。

・人事評価の評点が
標準点以上をとった
職員の割合【新規】

96.00 96.20 ％
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

みぞのくち
新都市
（株）

本市施策推
進に向けた
事業計画

魅⼒あふれる再
開発ビルの管理
運営

平成９（1997）年に開業したノクティ１、ノクティ２
（マルイファミリー）は、溝⼝駅前複合再開発のシンボ
ル的ビルとして、堅実な営業を持続し、溝⼝駅周辺の商
業振興とまちづくりの発展に寄与してきましたが、社会
状況の変化が厳しい中、ESG（環境、社会、ガバナン
ス）に配慮した管理運営を通して、持続的に企業価値や
施設価値の向上に取り組むとともに、地域や行政と連携
しまちづくりへ寄与することが引き続き求められていま
す。

・お客様や社会のニーズに的確に対応し、地域、お客様、
ステークホルダーに信頼され、愛される商業施設へ進化
し続ける努⼒を重ねるとともに、魅⼒ある施設づくり、
環境にやさしい施設づくりを計画的に進めます。
・地域、行政等と連携し、地域生活拠点としてまちづく
りに貢献していきます。

・来客者数 1,680 2,150 万人

・入居テナント率 99.6 100 ％

・CO2排出量削減率【新規】 52 85 ％

・顧客満⾜度【新規】 − 89 ％

地域、行政と連
携したまちづく
り貢献事業の実
施【統合】

・開業以来、地域に根差した会社として、地域を盛り上
げ、地域の皆様に愛着のあるイベントを実施し、まちづ
くりに貢献しています。
・ノクティ２の屋上広場は、区役所と連携した区内の園
庭のない保育園（児）への利用開放を行い、保育活動の
充実に貢献しています。
・東急線と南武線の結節点で多くの人が集い、行き交う
溝⼝駅前の商業施設の特性を活かし、大型ノクティビ
ジョンやノクティ１・２ビルのデジタルサイネージ表示
設備等を利用し、行政と連携した市重要施策の発信・提
供を行っています。

・毎年多くの方々に楽しく参加していただける季節ごと
のイベントとして開催します。イベントの開催を通して
地域の連帯とまちづくりに寄与していきます。
・区内の園庭のない保育園（児）への屋上庭園の開放利
用を区役所と連携し引き続き促進します。
・ノクティが有する機能を活用し、行政と連携した行政
情報の発信・提供を行っていきます。

・商業・地域関係者と協働し
たイベント開催数

2 4 回

・ノクティ２屋上開放を利用
した保育園児数【変更】

34 1,000 人

・行政と連携した情報発信数 13 15 件

経営健全化
に向けた事
業計画

財務状況維持 商業施設を管理運営する株式会社として、継続的な発
展を目指した経営に努めた結果、純利益を計上してきた
が、新型コロナウイルス感染症の影響で純利益を計上す
ることができなかったことから、商業動向や景気動向を
踏まえた経営が必要となっています。

安定的、継続的な経営を行うため、収益の確保に努め
ます。

・経常収支比率【新規】 99.6 101.0 ％

・主要な売上⾼の推移(販売促
進事業収入)【変更】

2,156,876 2,322,803 千円

業務・組織
に関する計
画

適正公正な運営
組織維持

社会状況の変化が厳しい中、ESG(環境、社会、ガバナ
ンス)に配慮した公正な管理運営に努めています。

複合商業施設の管理運営会社として、公正な管理運営
に努め、安定的・成⻑的な経営基盤づくりに努めます。

・職員研修参加者数【新規】 754 1,789 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）
川崎市公
園緑地協
会

本市施策推
進に向けた
事業計画

緑化推進・普及啓
発事業

緑化推進・普及啓発事業等を広報する媒体として広報誌・
チラシ・パンフレット等の発行からホームページの活用ま
で幅広い広報活動を展開し、緑化推進事業（屋上緑化・思
い出記念樹等）を周知拡充し、地域の緑化と市⺠の緑化意
識の⾼揚を図り、花と緑あふれる潤いのある街づくりに努
めています。

広報誌・チラシ・パンフレット・タウン紙等の紙媒体から
ホームページなどの電⼦媒体を幅広く活用し、更にフェイ
スブック等により、リアルタイムに情報を提供、共有する
とともに、広く市⺠に緑化の推進・普及啓発事業（思い出
記念樹・緑化助成金等）等を周知し拡充することに努めま
す。

・各種広報媒体出稿配布回
数〔調整中〕

237 255 回

・緑化推進事業等助成件数
【変更】

1,039 1,100 件

緑のボランティア
事業（緑のボラン
ティアセンター運
営事業）

緑のボランティアの育成と活動団体の支援を図るため、応
募方式等による各種講座・出前講座等を開催し、緑のボラ
ンティアの育成と技術向上を図るとともに、講座修了者に
協会人材バンク（令和2年度末201人）への登録と緑の活動
団体（令和2年度末268団体）新規登録を推進し、市⺠の緑
化意識向上に努めています。

緑のボランティア育成と活動支援を目的とした各種講座・
出前講座等の内容の充実を図り、受講者数を増やすととも
に、受講者の技術向上を推進します。そして講座修了者を
協会人材バンクに登録し、各種イベントボランティアや各
地域で活躍できる人材育成を行うことにより緑の活動団体
の新規登録を増進し、市⺠の緑化意識向上に努めます。

・各種講座受講者数 1,385 2,250 人

・緑の人材バンク新規登録
数【新規】

8 12 人

・緑の活動団体新規登録数
【新規】

8 8 団体

公園緑地の運営及
び健全な利用促進
に関する事業

収益事業（売店・自動販売機・駐車場）を財源として、独
自に展開している各種イベント（自主事業）を実施し、公
園緑地及び運動施設並びに生田緑地ばら苑等の利用促進と
緑化意識向上に努めています。

収益事業の収益を財源として花と緑を中⼼とした各種イベ
ントを実施し参加者満⾜度を⾼め、公園緑地の利用促進と
緑化意識の向上と推進、拡充を図ります。また、開催する
イベント等の内容を充実させ、公園緑地、運動施設、ばら
苑の魅⼒を周知し利用者の拡充に努めます。

・各種イベント等参加者満
⾜度【新規】

94 98 ％

・ばら苑来苑者数 32,336 76,500 人

経営健全化
に向けた事
業計画

運営の自立性の向
上【新規】

コロナ禍となる前では、経常収支比率は100％を超え、正
味財産額も堅調に推移しておりましたが、令和2年度にお
いては、緊急事態宣言下におけるイベントの中止や駐車場
の一時閉鎖に伴い駐車場等事業収益が5千万円以上の減収
となりました。また、令和5年度から等々⼒緑地の再編整
備事業の実施に伴い、駐車場等事業収益の大幅な減収が見
込まれるなか、市財政支出割合が⾼くなる傾向にならない
ように、新たに収益を確保できる事業を推進し、川崎市か
らの財政支出割合を低減するように努めています。

今後４ヶ年における安定した協会事業運営を行うために、
目標値の逓減抑制に向けて収益事業による自己収入を⾼め
るとともに、経費削減策についても継続して検討を行い、
公益事業を行える組織体制の構築と経営健全化に伴う財政
構造の確立に努めます。

・経常収支比率【新規】 95.9 84.4 ％

・正味財産額の推移
【新規】

534,854 429,576 千円

業務・組織
に関する計
画

職員体制の維持
【新規】

令和３年度は常勤役員２名及び常勤職員１９名の計２１
名で事業運営業務を行っています。

公益的目的事業の推進をするにあたり、緑のボランティ
アの育成と支援を行う活動拠点を中⼼とした事業運営を実
施します。その上で等々⼒緑地再編整備事業の実施に伴い、
等々⼒陸上競技場を主な業務として担当している常勤職員
について、少なくとも３名の削減をするなどの適正な人員
配置計画の策定を行い、協会組織のスリム化を図るととも
に、当該計画に基づき、引き続き、効率的かつ安定的な業
務遂行に努めます。

・役員・常勤職員の人数
（臨時職員を除く）【新
規】

23 17 人
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

川崎臨港
倉庫埠頭
（株）

本市施策推
進に向けた
事業計画

倉庫等の港湾物流
施設の運営事業

地元港運事業者等に対し、低廉かつ安定的に保管スペー
スや事務所等の供給を図ることにより、川崎港の発展に寄
与しています。一方で利用者ニーズの変化や施設の老朽化
への対応が課題となっています。
倉庫稼働率 令和２（2020）年度末時点 98％
テントハウス稼働率 令和２（2020）年度末時点 89％

引き続き利用者ニーズに応じた適切かつ柔軟な運営を行
いながら、契約満了時などの機会を捉えて極⼒稼働率への
影響を抑えた効率的な老朽化対策を実施し、目標とする稼
働率をクリアすることにより経営の安定を図ります。特に
テントハウスについては、短期や部分利用などのニーズに
応じた弾⼒的な運用を図りつつ、製材の国内需要減少への
対応として新たな貨物ニーズの掘り起こしに努めます。

・倉庫稼働率 98 95 ％

・テントハウス稼働率 89 90 ％

港湾共同事務所等
の運営事業

⻑期利用が主であるものの、一定程度、小規模（１〜３
名）かつ短期の利用ニーズがあり、それぞれのニーズに応
じて、利便性に配慮した事務所運営を行っています。

港湾共同事務所等利用率 令和２（2020）年度末時点
98％

当面は現状の傾向が継続することが想定されるため、引
き続き利用者ニーズに応じて、利便性に配慮した事務所運
営を行う必要がありますが、短期利用に伴い生じる空白期
間を可能な限り短くするなどしながら、目標とする稼働率
の達成、向上を図ります。

・港湾共同事務所等利用率 98 95 ％

コンテナターミナ
ル管理運営事業

指定管理者として適切に川崎港コンテナターミナルの管
理運営を行うとともに、官⺠連携による積極的なポート
セールスを行うことにより、コンテナ貨物取扱量は概ね堅
調に推移しています。

コンテナ取扱貨物量 令和２（2020）年度実績
161,027ＴＥＵ

更なるコンテナ貨物取扱量増加に向けて、引き続き効率
的かつ効果的な施設の管理運営を行うと同時に、適材適所
や必要な体制整備を図り、適切な物流動向把握に基づく官
⺠連携した積極的なポートセールスを行い、令和７年度ま
でに、年間のコンテナ取扱貨物量20万TEU達成を目指しま
す。

・コンテナ取扱貨物増加量
【変更】

− 10,000 TEU

経営健全化
に向けた事
業計画

財務状況の改善 適切な事業運営により安定した経営を維持していますが、
安定経営継続のためには、施設の老朽化対策や物流動向の
変化への対応などの課題に適切に対処していく必要があり
ます。
①経常収支比率
②主要な売上⾼推移

倉庫等の運営事業では、施設の老朽化への対応を図りつ
つ、利用者ニーズを捉えた適切かつ柔軟な運営を行い、倉
庫等の⾼稼働率の維持・向上を図ります。コンテナターミ
ナル管理運営事業では、引き続き、効果的・効率的な管理
運営に努め、市等と連携し積極的なポートセールスを行い、
コンテナ貨物取扱量の増加とそれに伴う利用料金収入の増
加を図ります。

・経常収支比率【新規】 112 110 ％

・主要な売上⾼【新規】 746,924 698,000 千円

業務・組織
に関する計
画

業務プロセスの可
視化等

業務プロセスの明確化を目的とした主な業務の⼿順書作
成として、令和２年度に人事に関する⼿順書を作成しまし
た。

主な業務の⼿順書を作成し、業務プロセスの可視化に努
めます。

・業務プロセスの明確化を
目的とした主な業務の⼿順
書作成件数【新規】

1 5 件

職員の人材育成 外部研修会への参加回数 令和２（2020）年度実績 31 回
資格取得数 令和２（2020）年度実績 ２件

引き続き、事業内容や特性に応じた外部研修や資格取得
の推奨等を通じて、職員一人ひとりの能⼒を⾼め、法人の
運営を担っていく人材の育成に努めます。

・外部研修会への参加回数 31 30 回

・資格取得数 2 2 件
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

かわさき
ファズ
（株）

本市施策推
進に向けた
事業計画

かわさきファ
ズ物流セン
ター事業

かわさきファズ物流センター入居率 令和2(2020)年度
末時点 100%
加工型テナント入居率 令和2(2020)年度末時点 61%
東扇島総合物流拠点地区協議会の開催回数 令和
2(2020)年度実績 2回
事業別の行政サービスコスト 令和2(2020)年度実績
▲922,653千円

外資系倉庫会社等の進出が予想される中、他社の賃料水準やテナントの
ニーズ等情報収集に努め入居率100%（うち加工型テナント70%）を目指
します。

また、かわさきファズ株式会社が東扇島総合物流拠点地区協議会の事務
局となり、本市、東扇島総合物流拠点地区進出企業等とともに東扇島内の
パトロールや、車両の放置に関する注意喚起等を行うことで、交通環境改
善による川崎港コンテナターミナルの利便性向上に向けた取組みを行いま
す。また、清掃・美化活動等により、同地区周辺の環境改善について取り
組みます。

・かわさきファズ物
流センター入居率

100 100 ％

・加工型テナント入
居率

61 70 ％

・東扇島総合物流拠
点地区協議会にて集
約した意見等の情報
共有【変更】

2 2 回

経営健全化
に向けた事
業計画

財務状況の改
善【新規】

経常利益 令和2年度実績 921,653千円
有利⼦負債比率 令和2年度実績 201.2％

各事業における計画を着実に実行し、収入の増加を目指すとともに、計
画的な修繕の実施により施設を適切に維持管理するなど、効率的に事業を
行い、目標とする経常利益の達成を目指します。

また、金融機関からの借入れについても計画取り返済を進め、有利⼦負
債比率の改善により、財務の健全化を目指します。

・経常利益の額
【新規】

921,653 949,000 千円

・有利⼦負債比率
【新規】（調整中）

201.2 66.6 ％

業務・組織
に関する計
画

コンプライア
ンスに関する
取組【変更】

令和2（2020）年度実績、1回 監査法人と期末に行う監査だけでなく、期中にも経営者と会計監査人と
の意見交換会を毎年実施し、経営全般や経理事務等について外部のチェッ
クを受けることで、多角的な視点から気付く注意点を全職員に定例会など
で周知徹底を図り、コンプライアンスに反する事案の発生防止に努めます。

・監査法人との意見
交換会実施回数
【新規】

1 1 回

経営環境の変
化に対応でき
る人員構成の
構築

平成30年度実績 ５回（首都圏物流会社施設見学会（３
回）、電気協会実務研修会、廃棄物処理施設設置者等講
習会）
令和元年度実績 ３回（首都圏物流会社施設見学会、電
気協会実務研修会、廃棄物処理施設設置者等講習会）
令和２年度実績 ２回（保税業務研修会、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ
に関する研修会）

激しく変化している物流状況の把握や、入居テナントの多様なニーズに
対応するため、首都圏で当社と類似している物流会社への施設見学会や保
税業務、コロナウイルスに関する勉強会により、物流の動向や施設管理の
進め方、社会環境の変化に対する動向把握等の社員の専⾨的知識・技術の
習得を図り、常に経営環境の変化に対応できる人員の育成を図ります。

・同業他社等の施設
見学及び勉強会への
参加回数

2 2 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位

（公財）
川崎市消
防防災指
導公社

本市施策推
進に向けた
事業計画

防火防災及び
救急に関する
普及啓発事業

・受託事業として、各種救命講習会を開催し、市⺠救命士等
の養成を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、１回あたりの受講人数を制限して実施しているため
令和元(2019)年度後半から受講人数が減少しています。
・受託事業として、地震体験車の派遣を伴う消防訓練指導に
より、市⺠の防火防災意識の普及啓発を図っていますが、新
型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少してい
ます。

・地震体験車の派遣については、コロナ禍の社会変容を踏まえて、
市⺠ニーズ等を把握しながら効率的に実施していきます。
・新型コロナウイルス感染症の終息後も引き続き、講習の教材費に
ついて説明するとともに、企業や学校関係者への講習会を実施する
など、ニーズに対応した講習を実施していきます。

・救急隊が到着する
までに市⺠が⼼肺蘇
生を実施した割合

45.5 47.6 ％

・地震体験車の利用
者数

13,315 25,800 人

各種講習会事
業

指定講習機関からの受託事業として、防火管理講習会等の
各種資格講習会を開催し、防火管理等に必要な有資格者を養
成していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により１
回あたりの受講者数を制限して実施しているため、資格講習
会受講者数が減少しています。

各講習会の希望状況等を踏まえて、効率的に講習会を開催すると
ともに、企業等への講習会を実施するなど、ニーズに対応した講習
を実施していきます。

・資格講習会受講者
数

2,655 4,600 人

アクアライン
消防活動支援
事業

東京湾アクアラインにおけるトンネル災害時に、床版下か
ら災害対応する車両及び資機材の日常点検管理並びに資機材
等を提供することにより、公設消防隊の活動を支援する事業
です。

・災害活動に際して消防機関が安⼼して活用できるよう、専⾨知識
を持った職員が日常点検を実施します。
・有事の際に、公設消防隊の活動に有効となる資機材等について更
新していきます。

・日常点検実施回数 365 365 回

経営健全化
に向けた事
業計画

経営の健全化
【変更】

平成25(2013)年４月に公益財団法人に移行し、公益目的事
業と収益事業の２事業を行っておりましたが、平成27(2015)
年度末で収益事業を廃止したことにより、現在は公益事業１
事業で運営しており、今までに職員の削減や担当替えを行う
とともに、経常経費の見直し等を行い対応しております。

地震体験車や救命講習に派遣する人員について、職員と嘱託職員
及び臨時職員並びに救急ボランティアを適正に組み合わせるととも
に、組織の適正化により、経常収支比率及び正味財産の向上を目指
します。

・経常収支比率【新
規】

97.4 97.4 ％

・正味財産【新規】 659,366 483,506 千円

業務・組織
に関する計
画

市⺠サービス
向上を目的と
した職員研修
会の実施

新規採用職員への導入教養研修をはじめとして、各事業に係
る研修会を実施しています。

事務能⼒の向上を目的とした研修のほか、各事業の法令改正等に
係る研修を継続的に実施し、各種講習会事業でフィードバックする
とともに、関係する外部研修にも積極的に参加し市⺠サービスの向
上を図り、効率的な業務を遂行するため組織の最適化を図っていき
ます。

・職員研修会の実
施・受講回数

9 9 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
（公財）川崎
市学校給⾷会

本市施策推進
に向けた事業
計画

安全で安⼼な給⾷物
資の継続的・安定的
な供給【統合】

・川崎市学校給⾷会は、安全・安⼼で良質な給⾷物資の継続的・安定的
な供給をすることにより、川崎市立学校の給⾷提供の一翼を担っていま
す。給⾷用物資の安全面では、委託仕様書における「学校給⾷用物資規
格基準書」に基づき、毎月の献立に必要な物資を登録業者に提示し毎月
開催する入札及び物資選定委員会において、この基準に合格した⾷材を
選定し安全性を確保した上で学校に提供しています。また、市立学校の
統一献立における物資の共同購入を行うことにより、安全・安⼼で良質
な給⾷物資を廉価で安定的に供給しています。
・野菜や果物が一部傷んでいたものや物資に梱包材が混入していたもの
等、学校や学校給⾷センターから納品された⾷材の不具合に関する連絡
を受け付けます。連絡を受けた場合は直ちに状況を確認し、必要に応じ、
給⾷提供前に速やかに交換、代替品等により対応しています。指摘の
あった物資の納品業者には、その発生原因の解明と改善策を提出させ、
再発の防止に努めています。
・給⾷物資が起因の⾷中毒の事故を防止するため、⾷材の細菌検査、残
留農薬検査等必要な衛生検査を一般検査機関に依頼し、実施しています。

・引き続き、入札及び物資選定委員会を開催することにより、安全・安
⼼で良質な給⾷物資の供給を目指します。また、市立学校の統一献立に
おける物資の共同購入については、登録業者が「学校給⾷用物資規格基
準書」に定める物資を、本市の学校給⾷に支障なく納品できる体制が確
保されているか把握しつつ、新規登録希望業者へも「学校給⾷用物資納
入業者指定登録基準」に合格し、現登録業者と同様の対応ができるか慎
重に選考しながら給⾷物資をより廉価で安定的に供給していきます。さ
らに、「給⾷物資納入指定業者の処分に関する規程」に則り、事例が生
じた場合は速やかに対応していきます。
・製造過程から学校納入までの安全性の確保に向け、納品業者への注意
喚起や指導を行います。また指摘のあった物資の納品業者には、その発
生原因の解明と改善策を提出させ、再発の防止に努めていきます。
・⾷材の細菌検査、残留農薬検査等必要な衛生検査を、検査機関に依頼
することで、給⾷物資が起因となる⾷中毒の発生を未然に防いでいきま
す。

・給⾷停止等の発生件
数

0 0 件

・学校給⾷用物資納入
業者登録数

28 28 社

・物資の交換等による
対応数【変更】

89 89 件

・⾷中毒発生件数 0 0 件

成⻑期における児童
生徒の健全な⾷生活
に関わる⾷育の推進

川崎市小学校給⾷教育研究協議会の開催、学校給⾷献立連絡調整会議へ
の参加、川崎市PTA連絡協議会が主催する⾷育推進コンテストの後援、
給⾷会だより等の発行と学校への配布、給⾷⾷材を活用した⾷育講座等
の事業を通して、成⻑期における児童生徒の健全な⾷生活に関わる⾷育
活動を推進しています。

⾷育関連事業を継続して実施することで、市施策における⾷育の推進の
一助となるよう努めます。また、各種団体と協⼒し開催する講座を市と
連携しながら、より多くの学校に広げられるよう取組を進めていきます。

・⾷育講座の開催校数
【変更】〔調整中〕

− 検討中 校

・アンケートによる受
講者の理解度【新規】

− 検討中 ％

経営健全化に
向けた事業計
画

コスト意識を持った
効率的な事務執行
【新規】

これまでも、コスト意識を持った効率的な事務執行体制を図るため、給
⾷管理システムの導入や送金方法の見直し、電⼦データの積極的な活用
等により業務改善に努めてきました。

今後もコスト意識を持った効率的・合理的な事務執行体制を図り、経費
の節約を行う。

・正味財産の推移
【新規】

266,178 14,365 千円

業務・組織に
関する計画

公益法人会計基準に
則った会計処理

本法人は、給⾷物資の調達や令和２年度以前の学校給⾷費の未納金の債
権管理など、年間50億円程度の事業を担い、その収支には複数の職員
が関わって厳重なチェックも行い、常に代表理事と業務執行理事の決裁
を受けています。給⾷物資に係る業者への支払い等は全て金融機関を通
して行い、公認会計士による通帳の残⾼チェックも実施しています。ま
た、日々の収支状況については、当会が導入している会計システムによ
り公認会計士がリアルタイムでチェックできる機能を備えています。

事業の推進にあたっては、引き続き複数のチェック体制が図れるよう、
代表理事と業務執行理事の承認のほかに、公認会計士の定期指導時に通
帳の照合や会計伝票等のチェックを重点的に行いながら、正確で透明性
のある会計処理を行っていきます。

・公認会計士による定
期的なチェックの履行
率【新規】

100
（12/12）

100
（12/12）

％

職員の資質向上に向
けた取組

公益財団法人職員としての資質向上を図るため、全国公益法人協会で行
われている研修会に、月１回、各回２人を参加させています。また、職
員の資質向上のための内部研修を実施しています。

公益財団法人に関する各種⼿続きを理解することや、法人に関わる最新
の情報を入⼿し迅速な対応を図ることは必要不可欠なことです。引き続
き研修会への参加を図ることで、法人職員として必要な知識を習得し、
資質の向上を図ります。また、研修に参加した職員が講師になり、他の
職員に対してコンプライアンス等に関する研修を実施するなど、法人内
部での人材育成についても推進していきます。コンプライアンスの推進
に当たり、法人職員が留意すべき事項を再確認し、コンプライアンス意
識の向上を図ることを目的に、定期的にチェックシートによる自己検証
を行います。

・法人職員対象の研修
会への参加、内部研修
会の開催

17 17 回

・服務チェックシート
の正答率【新規】

100 100 ％
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

（２）各法人の取組項目・指標と目標値
３ 方針案の策定状況

法人名 取組種別 事業・項目名 現状 行動計画 指標 R2現状値 R7目標値 単位
（公財）川
崎市生涯学
習財団

本市施策推進に
向けた事業計画

生涯学習に関する学
習機会提供及び活動
支援事業

⾼い専⾨性を備えた継続的で系統的な学びの場であるかわさ
き市⺠アカデミー協働事業や川崎市の⼦どもたちが、友好自治
体との交流を行うサマーキャンプなどの⻘少年学校外活動事業、
シニア世代を対象に、これまで培ってきた経験や知識を活⼒あ
る地域社会づくりや学校支援に活かすシニア活動支援事業など
を行っています。

・かわさき市⺠アカデミー協働事業については、事業広報や会場の確保、
対外活動支援等を継続して実施し、参加者の増加を目指します。
・⻘少年学校外活動事業については、内容の充実を図るほか事業内容の魅
⼒の向上に努め、定員までの充⾜を目指します。
・シニア活動支援事業については、生涯学習ボランティアの養成講座の実
施と学校等への生涯学習ボランティアの派遣、学習した知識・経験を活か
し地域貢献をめざす市⺠アカデミー地域協働講座、シニア活動講演会を継
続して実施し、生涯学習に取り組むシニア世代の拡充を目指します。
・その他支援事業については、ランチタイムロビーコンサート等を継続し
て実施し、本法人が実施する各事業の周知に努めます。

・事業参加者数 3,539 9,300 人

・事業参加者満⾜度【新
規】

− 84 ％

生涯学習に関する情
報収集、情報提供及
び調査研究事業

生涯学習プラザ情報コーナーの紙媒体情報、生涯学習情報誌
「ステージアップ」による情報提供を行うとともに、本法人が
運営するホームページ「かわさきの生涯学習情報」で川崎市や
関連施設・団体等の生涯学習情報を広く情報発信・提供してい
ます。

・引き続き、生涯学習プラザ情報コーナーの紙媒体情報や生涯学習情報誌
での情報提供を行うとともに、本法人が運営するホームページ「かわさき
の生涯学習情報」で川崎市や関連施設・団体等の生涯学習情報を広く情報
発信・提供していけるようにホームページの充実を図ります。
・また、情報提供先と連絡を密にし、情報収集の拡充に取り組みます。

・ホームページアクセス
件数

167,000 187,000 件

・学習情報掲載件数 1,623 2,200 件

寺⼦屋先生養成事業 市からの委託を受け、市内の各校で実施されている「地域の
寺⼦屋事業」で学習支援の活動をする寺⼦屋先生を養成する講
座を各区で開催しています。

「地域の寺⼦屋事業」の拡充に合わせて、市と連携を取りながら、寺⼦
屋先生養成講座を実施し、寺⼦屋事業の運営を担う人材の確保を図ります。

・寺⼦屋先生養成講座を
受講した人数【変更】

91 171 人

・寺⼦屋先生養成講座受
講者満⾜度【新規】

− 84 ％

経営健全化に向
けた事業計画

自主財源の増加 生涯学習プラザの会議室等の貸出を行っているほか、収益事
業として、市⺠が体⼒や健康状況に合わせたトレーニングやエ
クササイズなどに気軽に参加することで、健康な⾝体づくりや
受講生同士の交流を目指すスポーツ教室、⼿軽に趣味や生活技
術を学ぶことや受講生同士の交流を目指す文化教室、陶芸を通
して作品に対する豊かな感性を磨くとともに、技術の習得や受
講生同士の交流を目指す陶芸教室などを実施しています。

公益財団法人としての使命をより積極的に果たしていくため、収益事
業・施設提供事業による収益増によって、安定的な経営基盤の確保を図り
ます。

・授業料等収入の増加 11,906 24,565 千円

・施設使用料収入の増加 16,342 21,887 千円

収支改善【変更】 経常収支の改善に向けた取り組みを行っています。 組織体制や事務分担、委託業務、事務経費など恒常的な経費の見直しに
より効率性を⾼めることでコスト縮減を図るとともに、安定的な財政基盤
の確保のため、収入の増加及び管理費の縮減に向けた取組を着実に行いま
す。
※指定管理料については、大山街道ふるさと館が令和５年（2023）度末に
指定管理期間が終了することから、今後継続の可否により数値が変動する。

・経常収支比率の推移
【変更】

96.3 100.1 ％

・正味財産の推移【新
規】

294,769 287,714 千円

業務・組織に関
する計画

人材育成研修の実施 職員等の意欲や能⼒向上を目的に研修を実施し、人材育成を
行っています。

社会的ニーズや時節に応じた研修など今必要な研修を実施し、人材育成研
修の充実を図ります。

・研修の参加人数【変
更】

90 95 人

事業・業務の点検 毎週1回開催する運営調整会議及び経営委員会で、各事業・業
務の成果と課題の検証を行っています。会議の中では、課題に
対して実際のデータを参照しながら課題解決に向け、話し合い
を行っています。

毎週1回開催する運営調整会議及び経営委員会で各事業・業務の点検評価
を行うことで、課題解消や改善点を迅速に各事業・業務に反映するととも
に、次年度の事業計画にも反映します。

・実施回数 49 49 回
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次期「出資法人の経営改善及び連携・活用に関する方針案」の策定状況について

次期方針の策定スケジュールについては、以下のとおり行財政改革第３期プログラムの策定と連動したものとする。
年月 R3.1 R3.2 R3.3 R3.4 R3.5 R3.6 R3.7 R3.8 R3.9 R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3

行財政改革第３期
プログラム

次期出資法人経営
改善・連携活用方
針

行財政改革推進委
員会

行財政改革推進本
部会議

議会

作業方針 策定方針 基本的な
考え方

基本的な
考え方 素案 案

改革課題の調整

基本的な考え方作成 素案作成 案作成 PG策定

▲ ▲行革委員会
（Ｒ２方針取組評価）

▲行革委員会
（次期方針案）

●各常任委員会
（次期方針案）

●各常任委員会
（Ｒ２方針取組評価）

（中間報告）
案

（中間報告） 案 方針策定

▲行革委員会
（次期方針策定に
向けた考え方）

策定に向け
た考え方

法人概要・事業計画・財務見通しの調整

案作成 案作成

４ 方針の策定スケジュール

◆所管課ヒアリング
（次期法人役割・
取組事業等検討）

◆法人ヒアリング
（次期方針素案・

指標等検討）

策定に向けた
考え方作成

策定に向け
た考え方案

◆説明会
（次期考え方

案）

■行革本部会議
（策定に向けた

考え方）

■行革本部会議
（方針案中間報告）

パブコメ

■行革本部会議
（Ｒ２方針取組

評価）

■行革本部会議
（方針案）
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